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  午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、米沢市版ＤＭＯの令和７年度予算の経緯

について、１番佐野洋平議員。 

  〔１番佐野洋平議員登壇〕（拍手） 

○１番（佐野洋平議員） おはようございます。一

新会の佐野洋平でございます。 

  まず初めに、傍聴にお越しの、そしてユーチュ

ーブで御視聴の市民の皆様、ありがとうございま

す。 

  また、日頃より、佐野洋平の議員活動につき、

御指導、御支援いただき、心より御礼を申し上げ

ます。 

  さて、このたびの一般質問は、米沢観光推進機

構、いわゆる米沢市版ＤＭＯの令和７年度予算の

経緯についてであります。 

  ＤＭＯ、すなわち観光地域づくり法人は、国の

重要政策として、地域の稼ぐ力を引き出すととも

に、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視

点に立った観光づくりの司令塔として、多様な関

係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づい

た観光地域づくりを実現するための戦略を策定

するとともに、戦略を着実に実施するための調整

機能を備えた法人です。地域における観光地域マ

ネジメント・マーケティングの基礎的な役割・機

能を担い、地域の観光等に関する各民間事業者と、

市・行政との橋渡し役をする重要な機能的側面も

有します。 

  米沢市では、令和４年度からこの重要性を認識

し、国、市、市内各種観光及び商工団体、市内様々

な民間事業者など、多くの関係者の理解と協力の

下、令和８年度までの５か年計画で、透明で連携

的な組織形成、丁寧で合理的な合意形成により、

戦略的な視座から、予算面では予算額の半分以上

が国の予算・交付金が適用される有利な事業財源

により、新しい取組として、地域内で実行しなが

ら学び地域が共に成長する、地域観光戦略の目玉

として政策を実行されてきたと認識しておりま

す。これは、第４期米沢市観光振興計画の重点戦

略（リーディングプロジェクト）として位置づけ

られ、米沢市としても認識を共有するものです。 

  今回の質問、米沢市版ＤＭＯの令和７年度予算

の経緯について、具体的には、新年度において、

担当課要求予算や前年度予算に比べ、大幅な削減

となった経緯についてお知らせいただきたいと

思います。 

  演壇からは以上でございます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私から、米沢市版ＤＭＯの令

和７年度予算の経緯についてのうち、ＤＭＯ事業

の重要性と予算要求の考え方についてお答えい

たします。 

  本市におけるＤＭＯ事業は、令和４年度から令

和８年度までの５か年計画で総額４億7,700万円

の予算規模で国の地方創生推進交付金事業の採

択を受け、国に対しては事業内容に応じた交付金

を毎年度申請しているものです。 

  本事業につきましては、令和３年２月市議会産

業建設常任委員会からの政策提言の中で「ＤＭＯ

の設立に向けた調査・検討に関すること」を受け

まして、その後、打合せ会議を重ね、様々なステ

ークホルダーとの合意形成のほか、先進地視察な

どを行い、観光ＤＸ事業を主要な事業に位置づけ、

観光における様々な課題を客観的事実により再
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認識するとともに、その解決に向けて、明確な経

営コンセプトに基づいて地域全体の観光マネジ

メントを一体的に行っていく仕組みとして、米沢

市版ＤＭＯを構築してきたところです。 

  ＤＭＯは、地域が一体となって観光振興に取り

組むための司令塔として、４つの役割を担ってい

ます。 

  １つ目として、地域の観光資源を最大限に活用

し、魅力的な観光地を創造するための戦略を策定

していく「戦略策定機能」、２つ目として、観光

に関わる多様な関係者の連携を強化し、一体的な

取組を推進する「連携推進機能」、３つ目として、

観光客のニーズを的確に把握し、効果的なプロモ

ーション活動を展開することで誘客促進を図っ

ていく「マーケティング機能」、最後に、観光客

が快適に過ごせるよう、交通アクセスや宿泊施設、

多言語対応などの受入れ環境を整備していく「受

入れ環境整備機能」であります。 

  ＤＭＯがこれらの役割を担っていくことで、本

市においても、観光産業のみならず、地域全体の

経済の活性化に大きく貢献するものであり、佐野

議員が御指摘のとおり重要な組織であると認識

しています。 

  次に、本事業における令和７年度当初予算要求

についての考え方です。令和７年度は、米沢市版

ＤＭＯの事業開始から４年目を迎えます。これま

での３年間は、主要事業と位置づけた観光ＤＸ事

業で収集したデータを活用し、分析に基づく活用

と展開を行うことで、稼ぐ力の創出を図ることを

主な目的としてまいりました。 

  この目的を達成するために、新年度は具体的に

は、ターゲットを絞ったインバウンド事業やプロ

モーション事業の展開、また、国内外における商

談会やポップアップイベントに参加するなど、観

光・文化・商品を一体的に発信する地域商社事業

に注力し、持続可能な観光産業の発展を目指して

事業を組み立て、事業費を精査した上で予算要求

を行ったところです。 

  予算要求の額等につきましては、国からの事業

採択時の当初の令和７年度の額は9,840万円でし

たが、新年度予算要求額は、一部に市単独事業の

予算を含めまして9,887万8,000円でありました。

その後、財政課長査定におきまして、査定済額と

して4,973万8,000円、総務部長査定の査定要求額

を1,520万円とし、続く総務部長査定におきまし

て630万円が認められ、令和７年度の予算査定額

は5,603万8,000円となったところです。 

  なお、その内訳としては、米沢観光推進機構の

予算3,600万円、市事業実施分の予算として2,003

万8,000円となっております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、事業内容の精査、

その判定について、どのようないきさつであった

か御説明申し上げます。 

  先ほど産業部長から答弁がありましたように、

11月上旬に担当課から予算要求書が提出された

時点においては、米沢市版ＤＭＯ推進事業費とし

て事業費総額9,887万8,000円の要求がありまし

たが、その後、担当者ヒアリング、財政課長査定、

総務部長査定の中で、観光課から要求のあった事

業全体の状況やＤＭＯ推進事業における要求内

容等を精査し、予算査定を進めたものであります。 

  具体的には、令和７年度の観光課所管の当初予

算要求においては、道の駅米沢空調設備改修工事

や上杉記念館塀整備工事などの多額の事業費を

要し、かつ緊急的に実施しなければならない懸案

事項があったため、観光課が所管する予算全体の

中で緊急性や必要性などから優先順位を判断し、

ＤＭＯ推進事業費の予算を一部削減し、他の事業

に振り分けることとしたものでございます。 

  なお、この判断の過程では、ＤＭＯ推進事業が

国の交付金を活用して５年間の計画で事業を推

進している中、令和７年度で４年目を迎え、事業

推進主体が将来的に行政からの補助金等に頼ら
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ずに自走していくことが交付金の採択に当たり

求められていますので、計画期間中の中間地点を

折り返し、残り２年間で自走に向けてソフトラン

ディングしていく必要があることも考慮したも

のでございます。 

  これらのことについて、予算編成過程の中で、

観光課と財政課において協議を重ね、当該事業の

核となる観光情報データベースの収集・運用に係

る観光ＤＸ事業などの骨格は維持しながらも、こ

れまでの事業の成果や費用対効果などを勘案し

て、当初の目的達成に影響を与えない範囲で予算

の圧縮に努めたものでございます。 

  当該事業の予算の決定経緯としては、財政課長

査定を経て、前述の予算編成上の観点などを考慮

した観光課からの再要求額の提示を受け、最終的

には、総務部長査定の場において産業部と協議を

行い、予算査定額として取りまとめたものでござ

います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 産業部長、そして総務部

長、御答弁ありがとうございました。 

  まず、今回のＤＭＯの令和７年度予算編成に当

たって、その前提として少し確認させていただき

ます。令和６年１月12日、監査委員勧告において

ＤＭＯの双方代理行為が問題になったわけです

けれども、この点を確認させてください。 

  まず、市として、結論として、監査委員勧告に

ついてどのような手続が行われ、今現在どういう

状況にあるか、これを確認させてください。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 監査の勧告において、双方代

理の状態であったという監査の結果があったわ

けですけれども、そちらにつきましては、これま

でも追認を承認していただくなど、そういった双

方代理を解消する行為を、議決などをいただきま

して現在解消されているものと認識してござい

ます。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  あともう一つ、支出の面で問題があった。具体

的に言いますと、例えば山形新聞12月12日におい

て、米沢市が市長名で行った米沢観光推進機構へ

の支出について、会計上不適正な処理は確認され

なかったという報道がなされましたが、この支出

面については問題なかったという認識でよろし

いですか。これも確認させてください。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 問題ないものとして認識して

ございます。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  まず、大事なポイントですが、米沢市版ＤＭＯ

における双方代理行為、そして支出面において問

題はなかったと、そういう前提で私も議論を進め

させていただきますが、そこでもう一つ、民法第

108条、今回双方代理行為が問題になったわけで

すけれども、これは総務部長に確認します。基本

的にこの第108条、通説的な判例も含めての理解

ですが、形式的に双方代理を禁じている規定とい

うよりは、実質的な利益相反行為を禁じている規

定だというのがおよそ一般的な理解ですが、この

点は米沢市も共有しているという前提でよろし

いですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 民法第108条の双方代理、また

は利益相反は、最高裁判例等から判断するに契約

行為に関するものを対象としていて、行政機関と

しての予算編成作業については契約行為ではな

いということから現在は問題ないものとして認

識しているところです。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。 

  ちなみに、今回双方代理行為が問題になって利

益相反行為を禁じているわけですけれども、監査

報告書によると、何が問題になっているかという
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と、機構の会長と米沢市の市長が同一であるとい

う状態において、ここを解消するようにというこ

とでした。今回の予算編成過程においては、ここ

はどういった関係であったのか。要するに、機構

の会長は市長、この状況というのは解消されてい

ない、あるいは何らかの意図があって今同じ状況

であるという、そういう認識でよろしいですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 先ほどとも繰り返しになると

ころがございますけれども、契約行為に関するも

のを双方代理、利益相反などの民法第108条の規

定は定めるものと認識してございます。行政機関

の予算編成作業については、契約行為でないから

対象外と考えてよいと考えてございます。 

  また、実際に米沢観光推進機構の会長が米沢市

長であるということにつきましては、そういった

金銭の受領、支払いといった契約行為の際には双

方代理にならないよう、契約行為の当事者を事務

委任によって別の者にする対応を行っており、双

方代理に抵触しないように取り組んでいるとこ

ろでございます。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） これは確認です。ここは

あまり長くしませんが、第108条は実質的な利益

相反行為を禁じている規定なわけです。契約行為

もそうですが、第108条は民法創期規定から、創

期から草創期、忠実義務を負うと。要するに、本

人の利益と自分の利益が衝突するときは、自分の

ために考えやすいものだから、自分の利益を犠牲

にすると命じるのは難しいと、そういうことで双

方代理行為を禁じている。要するに、実質的な利

益相反行為を禁じているわけです。 

  そうすると、細かい法律的な観点も含めて、今

回、予算編成において、例えば市長は予算を減ら

すという行為をしている。そして、観光ＤＭＯは

予算要求をしているという意味において、利益が

衝突する状況があると思いますけれども、この点

はどのように理解していますか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 民法第108条においては、契約

行為に関するものを対象としているという認識

でございます。行政機関の予算執行につきまして

は、契約行為でないことから対象外ということで

考えてございます。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 分かりました。米沢市の

理解としては、契約行為のみを民法第108条の対

象にするという理解ですね。 

  もう一つ、事実上の確認をします。今回、先ほ

どの予算要求ですと9,800万円が米沢市の担当課

から要求があって、総務部としては総務部長決裁

で5,500万円ぐらいの半額になったわけです。観

光ＤＭＯは、先ほどの安部産業部長の御答弁のよ

うに５年間の計画予算であったわけですが、これ

が約半分カットになっているわけです。計画上、

米沢市のＤＭＯの皆さんも話を聞いているとこ

ろですが、半額カット予算というのは２年間の事

業にとっては大変大きな問題だという認識です

が、この点、予算編成過程においてどういった合

意形成があったのか、あるいはどのような手続が

進められたのか、教えてください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 予算編成に当たりましては、

私ども要求する立場としては必要な予算を要求

いたしました。しかしながら、先ほど答弁があり

ましたように、市全体の予算の中で考えるという

ことも必要なことだと思っております。 

  一方、私ども観光課の予算につきましては、令

和７年度、新年度どうしてもしなければならない

事業というものが、例えば四季のまつりの事業で

あったり、あるいは所管している施設の途切れの

ない修繕をしなければならないということもあ

ります。そういう事業を抱えますと、全体の予算

でやはり考える必要があると。改めて観光課全体

の予算を見直した上で、必要なものを精査して協

議したというところであります。苦渋の決断でこ
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のようなことになったと考えています。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。

やはり米沢市は今財政が厳しいですから、10％の

マイナスシーリングがあって、その中でも今回

50％ぐらいの大きな削減があったわけです。それ

は苦渋の決断だということでございますけれど

も、安部部長にもう一度確認しますが、観光ＤＭ

Ｏの視点から見れば、事業予算が削られるという

のは、今後の２年間、計画予算として観光ＤＭＯ

の視点から見てもかなり厳しいと思いますが、こ

れはどのようにお考えですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ＤＭＯの事業につきましては、

精査に精査を重ねた上で新年度事業を考えたも

のであります。一方、米沢市の観光を考えますと、

ＤＭＯ事業だけではありません。様々なお客様を

受け入れる施設の整備であったり、あるいは誘客

のための事業も必要ですし、そういうトータルで

観光の振興策を考えていく必要もありますので、

そういった経緯の中で必要な予算を計上したと

いうことです。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） ありがとうございます。

トータルでということでございますけれども、先

ほどの御答弁によると、道の駅の空調、そして上

杉記念館の塀、これは緊急予算だということです。

ＤＭＯは５年間の計画予算です。そして、半分以

上が国からの交付金によって賄われる。かなり有

利な予算財源でありますよね。緊急予算と計画予

算で緊急予算を優先するという表層的な理屈は

分かりますが、本当にそういう視点でいいのです

か。緊急予算だったら、財源調整基金とか使った

ほうがいいのではないですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 記念館の板塀の話であります

けれども、こちらにつきましてもできるだけ有利

な財源ということで、都市構造再編集中支援事業

というものを使っております。そして、設計につ

きましてもいろいろ考えた上でやっております

ので、緊急というお話ではありましたけれども、

時期を見据えて、新年度につきましては上杉記念

館ができて100年の記念の年にもなりますので、

何とかそれに合わせて整備しなければならない

というものであります。 

  また、道の駅の空調につきましても、緊急とい

うことも多少はありますけれども、一方で寿命が

来ているということもありますので、そういう意

味では計画的な修繕という考えもできるものと

思っています。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 道の駅に関しては寿命が

来ている。でも、これは産業建設常任委員会では

かなり計画外の、予定外の空調の修繕ということ

だったと思います。そこは確認させていただきま

す。今の発言は産業建設常任委員会の発言と少し

ニュアンスが違うかと思います。 

  時間がありませんから進みますが、今回予算の

手続で米沢市から観光ＤＭＯの幹事会に、２月13

日だったと思います、予算の半額の話がそこで初

めて行われたわけですが、令和６年１月26日の市

政協議会資料、これは先ほどの監査勧告を受けて

このように書いているのです。米沢観光推進機構

は、市内の観光関係団体をはじめ、商業や工業、

農業など様々な関係団体、会員団体数35団体で組

織しており、令和４年度及び令和５年度の負担金

については、会長一人の判断ではなく、総会にお

いて予算の審議と議決を得て、手続を進めていま

すと書いています。 

  要するに、負担金の追認を議会に求めた場合に

おいて、手続上の追認根拠として、これは市長お

一人の判断ではなくて、トータルな合意形成があ

って、実質的に利害関係はない、実質的な利益相

反関係はないということで追認根拠として上が

っている文章だと思います。でも、今回話を聞く

と、２月13日に半額の話が幹事会にあったと。そ
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して、総会は５月ですよね。さらに、この観光予

算は１月30日が国への申請締切りです。これまで

丁寧に合意形成してきた過程があったという記

載があるにもかかわらず、今回はそういった事実

が見受けられないわけですが、これはなぜですか。

この点、御回答ください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 観光推進機構の幹事会につき

ましては、規約を持っております。会長、副会長、

その他の幹事で構成されているものですけれど

も、機能としては４つの事項を分掌していると。

１つ目としては、総会への付議事項、２つ目とし

ては、事業計画、予算の執行に関すること、３つ

目として、戦略会議の掌握、最後は、総会の議決

を要しない機構の執行に関する事項。したがいま

して、事業計画、予算につきましては、決定され

た事業並びに予算の執行に関することについて

のみ権限を有するということが厳密な解釈であ

りますので、よろしくお願いいたします。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 厳密な解釈は分かりまし

た。では、確認しますが、総会においての予算案

の審議と議決を経て手続を進めていますと。会長

一人の判断ではなく、要するに、そういった手続

過程において、追認をする意味でここの記載とい

うのは厳密な記載をしなかったという理解でい

いですか。要するに、これは議会の監査勧告につ

いての追認をする判断基準になるような内容で

す。この点において、なぜそういった厳密な説明

はなかったのですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 幹事会の文書については先ほ

ど申し上げたとおりでありますけれども、内容に

応じて情報を共有しながら方向性を決めるとい

うことについても、幹事会でその都度やはり事務

局としてお諮りして決めていただくということ

が、事業を進めていく上で大事だと思っておりま

すので、そういう形でしたということであります。 

○相田克平議長 佐野洋平議員。 

○１番（佐野洋平議員） 時間もありません。ここ

で市長にお聞きしますけれども、今回１月末の国

への申請で予算要求をして、約半額の事業費を請

求していると。今後、まだ総会は５月です。そし

て、幹事会の内容ですと、今回の約半分の予算決

定に皆さんが御納得されている状況ではないと

私は認識しておりますが、そういう状況下で市長

はどのようにこの予算について議会としては受

け止めればよろしいとお考えですか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御通告がない突然の御質問なので、

正確なお答えができるかどうかでありますが、議

員も御存じのとおり、地方自治法第147条は、地

方自治体の長は団体を統括し、代表すると。第149

条に、それぞれ長としての役割というのが明確に

書かれているわけであります。ここには予算を調

製し、執行することということが書かれておるわ

けでありまして、ほかにも地方税の徴収であると

か、財産の管理等々が書かれているわけでありま

すけれども、やはり今回予算の編成でございます

から、市長部局において判断し、決めさせていた

だいたと、こういうことであります。 

  観光推進機構は、あくまでもその範囲内で事業

の戦略を練っていただくという大前提というこ

とであります。誤解のないように、民法第百何条

でしたか、双方代理の話と予算の執行及び実行と

いうことについては全く別の話ですので、双方代

理の話は契約等の話ですから、幹事会で協議なり

するという議決が必要だという話だとは思いま

すが、予算の執行の話はまた別の次元だと思って

おります。なお、本件については、国にも私が自

ら出向いて御説明しているところでございます。 

○相田克平議長 以上で１番佐野洋平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時３０分 休  憩 
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  午前１０時３１分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、今米沢に住む方々の幸福感を上げるべき

ではないか、11番植松美穂議員。 

  〔１１番植松美穂議員登壇〕（拍手） 

○１１番（植松美穂議員） おはようございます。

至誠会の植松美穂でございます。 

  足元の悪い中、本日も傍聴に来ていただいた皆

様、誠にありがとうございます。 

  今日は３月３日、ひな祭りです。娘からちらし

ずしとハマグリのお吸い物をリクエストされて

おりますので、今日の日程が終わりましたら急い

で準備をしたいと思っております。 

  さて、米沢でもやっと春の兆しが感じられるよ

うになりました。この冬の大雪で大変御苦労され

た方々が多くいらっしゃると思います。大雪の中

ではありましたが、学校なども休校になることな

く通常の生活を送れることは、米沢市民の皆様の

忍耐強さと、自助、共助、公助のたまものと思っ

ております。 

  春はもうすぐです。もう少しの我慢ですが、一

方で、この雪でもう雪は嫌だ、引っ越しをしたい

とおっしゃっている市民の方々もいらっしゃい

ます。雪は多いけれども米沢はよいところだ、米

沢に住み続けたい、そんなふうに思ってもらえる

ように、米沢に住む方々の幸福度を上げるにはど

うしたらいいのか。 

  現在、米沢に住む方々から不平や不満が多く聞

こえてくれば、このまちに若者の定住・移住など

見込めるでしょうか。米沢のすばらしいところを

認識し、不満を課題と捉えながら、市民の幸福度

を上げるべきだと考えます。 

  それでは、質問に移ります。 

  大項目、今米沢に住む方々の幸福感を上げるべ

きではないか。 

  米沢市デジタル田園都市構想総合戦略の基本目

標２において、令和９年度の社会増減の目標値を

０人としています。令和５年度は、転入者2,018

人に対し転出者2,702人でしたので、マイナス684

人でございました。社会増減０人の目標までは程

遠いと言えます。 

  現在も移住・定住対策を様々行っておりますが、

ＵＩＪターンなどの移住の方々に比重が大きい

ように思います。移住対策も大変重要ですが、米

沢を選んで残ってもらうことも大変重要だと考

えます。人口流出を防ぐため、米沢に残るメリッ

ト強化が必要ではないでしょうか。 

  そこで、小項目１、高卒で地元就職する方向け

の就職祝い金などはないかについてです。 

  先ほども申し上げましたＵＩＪターンに関する

補助金や奨学金返還支援などはありますが、地元

高校生が地元に就職する際のインセンティブが

全くないのではないでしょうか。市長の市政運営

方針の中でも、東京圏から県内企業に就職する学

生の支援とありました。県内という大きい範囲で

いいのでしょうか。東京圏からだけでいいのでし

ょうか。やはり現在米沢に住む学生向けのインセ

ンティブが足りないのではないかと思います。 

  以前の一般質問においても、合同入社式の提案

や高卒の地元就職数などをお伺いしております。

ですが、米沢市の新卒就職者数の把握をされてい

ない、県内の数字しかない、米沢の数字がないと

いう回答でした。地元企業の経営者の方からは、

大卒ではなくても高卒の新卒が欲しいのだとい

うお話をお伺いしております。数字目標を持って、

高卒新卒者の確保のために、地元就職で100万円、

ぜひ目玉施策とできないでしょうか。 

  例えば、制度としては100万円を奨学金のように

貸付けすることとし、10年間米沢市で働いてくれ

たら返済不要としてはいかがでしょうか。就職準

備として免許取得や車の購入などの資金に充て

られれば、喜んで地元に残る学生が増えると思い
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ます。18歳の若者が10年間米沢に残ってもらうた

めの投資です。ぜひ実施していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  続きまして、小項目の２、女性や子育て世代が

働きやすい制度設計になっているか。 

  女性は扶養の範囲内で働きたいという方も多く

いらっしゃいますが、それだけではなく、子供と

いる時間を大事にしたいと考える方も多くいら

っしゃいます。女性だけでなく男性もそのように

考えている方が増えているように思います。 

  そこで、お伺いいたします。庁内で時短勤務な

どはどのようになっておりますでしょうか。また、

病院においてはいかがでしょうか。特に有資格者

の方々が働き続けやすいような制度になってお

りますでしょうか。医師や薬剤師の方々も含め、

働き方を理由に辞めなくても働き続けられる環

境にあるか、お教えください。 

  私も小学生の子供がおりますが、妊娠期、乳児

期、幼児期、そして小学生になっても、低学年と

高学年では手のかかり方が違います。その時期そ

の時期において働き方が選べるようになれば、離

職することなく安心して子育てができると思い

ます。子育てが終わってからもしっかりとキャリ

アを積むことができる環境整備が整っているの

か、お伺いいたします。 

  続いて、小項目の３、米沢に住み、働き、家族

をつくり、幸せに暮らしていけるロールモデルを

提案できないか。 

  これは、若者が米沢で幸せに暮らすイメージが

つかないのではないかと思ったからです。米沢は

賃金が安い、楽しいところがないというイメージ

や、求人票を見るだけでは分からない米沢で幸せ

に暮らすロールモデルを提案していく必要があ

ると思います。 

  市外へ移り住まなくても、米沢で住み、働き、

楽しく暮らせるロールモデル、米沢の賃金や家賃

などの経済モデル、親との同居や近居のロールモ

デル、仙台や東京へ遊びに行くことのできる距離

感、米沢で子供を育てるメリットなどをしっかり

分かりやすく発信していくことは重要です。若者、

子供たちでも分かる内容の発信、親世代にも伝わ

る発信をしていく必要があると思いますが、いか

がでしょうか。 

  米沢での暮らしを楽しんでいらっしゃる方、満

足されている方も多くいらっしゃいます。ネガテ

ィブな思い込みを払拭し、米沢のよさ、米沢の暮

らしなど、よいイメージが市内外に広まるよう、

官民力を合わせる必要があると思いますが、いか

がでしょうか。 

  演壇での質問は以上となります。御答弁よろし

くお願いいたします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１、今米沢に住む

方々の幸福感を上げるべきではないかのうち、

（１）の高卒で地元に就職する方への就職祝い金

などはないかについてお答えいたします。 

  ただいま植松議員が御指摘のとおり、現在本市

では県と連携して、大学等卒業後に一定期間以上、

市内に居住・就業した方を対象に奨学金の返済を

支援するやまがた就職促進奨学金返還支援事業

制度を実施しております。 

  一方で、市内高校生を対象に、市内企業への就

職促進を図ることを目的とした就職祝い金、就業

期間により返還免除となる貸付けなどの支援は

行っていないところです。 

  ただいま御提案の市内企業に一定期間就業した

場合に返済が不要となる100万円の支援金制度の

創設につきましては、新社会人を迎えるに当たっ

ての支度金・準備費用への支援としては有効であ

ると考えられます。しかしながら、制度化するに

は多くの課題があるものと考えています。 

  まず、１つ目は地域企業のニーズとの整合性に

ついてですが、就職の動機が会社の魅力や仕事内

容より支援金目当てになってしまうおそれがあ

ること、そのことが本人の社会人としての成長や
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企業の発展につながるのかどうか。 

  ２つ目は公平性の点から、市外から就職される

生徒や市外の高校に通う生徒は対象とするのか、

農林業、自営業、事業承継、創業の場合は対象と

するのか。 

  ３つ目は透明性の点から、支援金を支給した後、

数年先の追跡は可能なのか、雇用主側の理由で離

職した場合や、市外・県外へ転勤・転職した場合

はどう扱うのかなど、制度設計を行う上で、大学

などの奨学金返還支援のように既存の奨学金制

度に対する支援とは異なる難しさがあるものと

考えています。 

  地元就職者に対して就職前祝い金などを支給す

る制度を実施している自治体は、県内では尾花沢

市が地元就職応援スタートアップ激励金として、

市内事業所に就職した高校生から大学生の新卒

者に対し、正社員として３年以上継続して就労す

る見込みなどの一定の要件を満たす場合に20万

円を交付している事例があります。実績をお聞き

しますと、想定件数を下回っており、制度設計の

面で御苦労されているとのことであります。 

  植松議員の御指摘のとおり、市内の高校生が市

内企業に就職し、定住促進を図ることは大変重要

な課題であると認識しておりますので、どのよう

な施策が持続可能性の面や公平性、透明性の面、

地域ニーズの面、さらに定着率向上の面から可能

なのか、費用対効果も含めて先進事例などの情報

収集を行いながら研究してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、小項目２、女性や

子育て世代が働きやすい制度設計になっている

かについて、市長部局等の状況をお答えいたしま

す。 

  働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進

に係る国の取組が加速する中、近年は育児・介護

に係る法改正が繰り返されているところです。こ

れらの改正の目的は、少子高齢化が進展し、人口

減少が加速している中で、男女ともに仕事と育

児・介護を両立できる職場環境を整備するため、

子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための

措置の拡充や次世代育成支援対策の推進・強化、

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制

度に関する周知の強化等を行うものです。 

  本市においても、法改正に伴い国から示される

休暇等の制度に準拠しており、基本的には国と同

様の全ての休暇等の制度を利用することができ

ます。職員に対しては、「妊娠・出産・育児・介

護と仕事の両立支援マニュアル」を作成し、周知

を図っているところでございます。 

  休暇制度等については、相当数の種類がござい

ますので一部を申し上げますと、育児休業につい

ては、出産した女性職員は全員が、また配偶者が

出産した男性職員も８割ほどが取得していると

ころです。そのほか部分休業、育児短時間勤務を

利用する職員も増えているところです。今後、子

の看護休暇や時間外勤務の免除に係る子の対象

年齢の要件が拡大されるなどの改正が予定され

ており、より柔軟に利用しやすい制度となるもの

と思っております。 

  その他、介護に係る休暇等についても国に準じ

ており、性別、年代を問わず、職員が働きやすい

職場環境の整備に努めているところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、小項目２の

女性や子育て世代が働きやすい制度設計になっ

ているかについて、市立病院の状況をお答えいた

します。 

  市立病院の職員は、看護師が最も多い職種です

ので女性職員が多く、また、子育て世代の職員も

多くおります。看護師に限らず、医師、薬剤師等

においても、出産した女性職員は現在全員が育児

休暇を申請し、取得できている状況です。育児休
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暇を取得した職員がいる場合には、代替として会

計年度任用職員を雇用し、周りの職員への負担が

大きくならないような対応をしております。 

  子育て中の職員が働きやすい環境づくりの一つ

として、アメニティセンターに院内保育所を設置

しております。職員は子供と一緒に出退勤するこ

とができ、また、夜勤にも対応できるよう夜間保

育も行っており、同じ建物内に子供を預けること

で、安心して業務に専念できる体制を整えており

ます。 

  また、小学校就学前の子供がいる職員は、深夜

勤務、時間外勤務の制限を請求することができる

こととしております。この制度は、全国的には３

歳未満の子供となっており、来年度から小学校就

学前まで引き上げられるものですが、米沢市では

以前から独自に小学校就学前までに範囲を広げ

て対応してきております。そのほかに部分休業や

短時間勤務もできるような制度も整えており、こ

のような制度を利用しながら、子育てと仕事を両

立している職員も多くおります。 

  市立病院ではこのような対応を行っており、近

年、出産・育児を理由に退職する職員はおりませ

ん。今後も、女性や子育て世代の職員が働きやす

い職場環境の整備に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、（３）の米沢

に住み、働き、家族をつくり、幸せに暮らしてい

けるロールモデルを発信できないかについてお

答えいたします。 

  若年層の首都圏への人口流出は、本市にとって

も大きな課題となっておりますが、議員がお述べ

のとおり、地元に残り楽しく生活を続けている市

民もたくさんいらっしゃいます。 

  議員が御提案の取組としては、現在、広報よね

ざわの裏表紙に隔月で「ここにいい人いい仕事」

というコーナーを設け、地元に就職している若者

の働く姿を紹介しております。この取組を拡充さ

せ、本市に生まれ楽しく定住されている方を、ま

ずは広報よねざわで紹介することを行いたいと

考えております。さらに、そうした好事例を取り

まとめ、市のホームページで紹介したり、パンフ

レットとして中高生に配布したりする取組も検

討してまいります。 

  今後整備を進める新たな産業団地においては、

若者の定着につなげたい思いもありますので、議

員が御提案のロールモデル発信について前向き

に取り組んでまいります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  先ほど産業部長から、ニーズの整合性、支援金

目当てなどが出るのではないかというお話があ

りました。これは学生たちに聞いたことがあるの

でしょうか。例えば高校生、大学生が就職を決め

るときに、自分がやりたい職種、やりたい企業を

選ぶ方もたくさんいらっしゃると思いますが、ざ

くっと東京に行きたいのだよねということで東

京に行かれる方も多いのではないかと思います。

そんな中で、支援金目当て、例えば100万円もら

えるんだってよということで、それで残りたいと

思う方が出る、こういうことが必要ではないかと

思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 決して取組についてどうこう

申し上げているのではなくて、地元に残ること、

定着させることがまず第一だと考えております。

ですから、様々な観点からやはり考えていくこと

が大事だと思っています。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 就職支援金ですけれど

も、特に就職支援金という名の下に18歳の方が10

年残っていただければ、10年の中で米沢の地域に

溶け込む、地域貢献していただく、10年間納税し
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ていただく、消費していただく、たくさんコミュ

ニティーをつくっていただく、また結婚する、出

産する、そんなことも想像できるわけですけれど

も、そこまで想像した上で今御答弁いただいてい

るのか、教えてください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 地元に残っていただくという

ことは非常に大事なことですので、具体的な制度

設計については様々な課題がありますので、そこ

を十分考えて施策を練っていく、そういう必要が

あると思っています。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 様々やっていることは

存じ上げておりますし、市長からも県内でという

お話がありました。ですが、米沢市が県内の中で

も選んでいただかなければいけない。米沢市を選

んでいただくため、そういったことでされている

米沢市独自のものがあれば教えていただきたい

のですけれども。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 特に米沢に残っていただくた

めには、やはり米沢市には他県の企業に引けを取

らない優れた技術を持っている事業所、すばらし

い企業がありますので、まずはやはり地元の企業

を知っていただく、そういう取組が大事だと思っ

ておりますので、例を申し上げますと、鶴城高校

の開校に向けて地域コンソーシアムというもの

をやっておりますが、仕事の内容を実際に学校で

体験できる、そういう事業も行っております。大

変学校の先生からも評価いただいている事業で

あります。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 地域コンソーシアム、

組織としてアピールしていく、あとは各企業のい

いところを生徒たちに見てもらう、それも重要か

と思いますけれども、そういった企業は全国津々

浦々あるわけです。企業が努力するべきこと、企

業が磨いていくべきことと、行政が米沢市として

行っていくこと、ここは別だと思いますが、いか

がでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 その大本の理由でありますが、

市内の高校生であったり、その親御さんにつきま

しては、市内に働きたい仕事、魅力ある仕事が少

ないと考えていることも事実だと思っておりま

す。ですから、先ほど申し上げましたように、様々

ないい事業者をしっかりと情報発信して知って

いただく、そういうことが大事だと思っています。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 小項目１に関してはこ

こまでにしておきますけれども、大雪というビハ

インドをどうやってはねのけて米沢を選んでい

ただくか。ここは県内と言わずに米沢市独自のも

のをもう少し行っていただいて、コンソーシアム

等々をやっておられるとは思いますけれども、そ

れが個別の学生たちに全く刺さっていないと私

は思います。ちゃんと高校生、大学生、しっかり

とおのおのの生徒たちに刺さるような大きな施

策をしていただきたい、そのように思います。 

  続きまして、小項目の２でございます。 

  先ほど、病院で働き方に関する辞職はないとお

伺いさせていただきました。どうしても病院に対

するクレームといいますか、いいイメージがなか

なか湧かない中でこういうお話をお伺いします

と、何でアピールしないのかと思います。病院が

新しくなってから、市民の期待、働いている方々

の期待などもあるかと思いますけれども、そうい

ったことはしっかりアピールされているのでし

ょうか。そのあたりをお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 

○和田 晋市立病院事務局長 御指摘ありがとうご

ざいます。なかなかアピールはしてきていないと

今お話をお伺いして認識いたしております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 演壇でも述べましたけ

れども、どうしても不満が漏れ聞こえてくるほう
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が多いのではないかと思う中で、満足されている

方々の声や期待があるという声をしっかり述べ

ていかないと、不安ではないかと思います。働い

ている方も不安だと思いますし、そこで働こうと

思う方も多くないのではないかと思いますので、

しっかりと新米沢市立病院への期待感と今どう

いう状況かという、できていることのアピールを

しっかりしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  小項目の３、市報に載っていると企画調整部長

からお伺いしましたけれども、私が思い描いてい

るロールモデルというのは、市長がいろいろなと

ころでお話しされていました。賃金は安いけれど

も住宅購入は安いなど、いろいろなところでお話

しされていたと思いますけれども、そういう具体

的なロールモデル、お金に関するロールモデル、

私などはやはり地元が米沢ですので、親が近くに

いるから仕事ができるということもあります。そ

ういうことも含めて、人物像の紹介もいいと思い

ますけれども、時間の使い方やお金の使い方、米

沢での楽しみ方、そういった具体的なロールモデ

ルも発信していく必要があるかと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのことにつ

いても十分承知しておりますし、情報を発信する

上ではそういったところも大事だと思っており

ますので、そういったことができるような形で広

報等で紹介していきたいと思っております。 

○相田克平議長 植松美穂議員。 

○１１番（植松美穂議員） 先ほどの小項目１とも

少し絡みますけれども、費用対効果のようなこと、

あと公平性、様々あるかと思いますけれども、例

えば移住に関して力を入れていることもありま

すし、これからも移住対策しなければいけないと

思いますけれども、移住対策をして何人の方が移

住してきたのだというところもあると思います。 

  公平・公正ももちろん必要ですけれども、ちゃ

んと市民に刺さる、市外の方に刺さる、そういっ

た政策をしていかないと、コンソーシアムがある

とか、ホームページに書いてあるとか、様々やっ

ていることは存じ上げておりますけれども、なか

なかそれが市民、学生に刺さらないのが米沢では

ないかと思います。いろいろやっていることをさ

らにアピールしていくこと、そういうことが必要

かと思います。ぜひ、子供たちに刺さる、若者た

ちに刺さる、親世代も子供に米沢はいいところだ

ぞと声を上げて言える、そんな発信をしていただ

きたいと思いますが、市長、最後にいかがでしょ

うか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。植松議員

の議論を今聞いていて、大変納得のいくところが

多かったと感じております。 

  おっしゃったように、具体的に米沢に住むと、

これだけお金が楽になるのだということは非常

に大事だと思います。現在も首都圏なり関西圏と

比べてこれだけメリットがあるのだといった発

信の仕方、全くおっしゃるとおりだと思いますし、

そこで生き生きと暮らしている個人をピックア

ップするのも大事、また、おっしゃった就学支援

金ですけれども、なかなか制度設計的には難しい

部分はあろうかと思いますが、何ができるかとい

うことは真剣に受け止めて考えていきたいと、こ

のように思います。 

  今のところ大学生、大学に行った方々をどう支

援するかという発想までは具体的な研究にも着

手しているわけでありますが、まだ今年は予算化

になっていませんけれども、視野に置いています

けれども、おっしゃったように現役の高校生たち

というのも非常に大事なところでありますので、

御指摘の点を踏まえながら、子供たちというか御

家庭にも届くようなもの、いいことをやっていて

も届かなければ意味がありませんから、御指摘を

踏まえて進めていきたいとこのように思います。 

○相田克平議長 和田市立病院事務局長。 
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○和田 晋市立病院事務局長 申し訳ございません。

１点、壇上での答弁を訂正させていただきたいと

思います。 

  勤務時間外の勤務の制限の請求についてですけ

れども、３歳未満から就学前へというのが米沢独

自の制度だと申し上げた内容になっておりまし

たが、全国的なものに沿った内容でしたので、訂

正させていただきます。 

  以上でございます。 

○相田克平議長 植松議員よろしいですか。 

  以上で11番植松美穂議員の一般質問を終了し、

暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時０９分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、建設工事格付け等級基準額の見直し状況

は外１点、13番島貫宏幸議員。 

  〔１３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○１３番（島貫宏幸議員） 皆様、こんにちは。至

誠会の島貫宏幸です。 

  昨日とは打って変わって、今日は寒の戻りとい

うことで雪がちらつく中、傍聴席にはこのように

多くの皆様にお越しいただきました。足元の悪い

中、大変ありがとうございます。 

  私からは、今回、大項目２つ質問させていただ

きます。 

  まず、１つ目、建設工事格付け等級基準額の見

直し状況についてお伺いいたします。 

  建設工事６業種の格付表は、議会にもお示しい

ただいておりますが、近年における原材料価格や

労務単価の急激な上昇を踏まえ、現行の格付け等

級基準額の見直しを、昨年３月の予算特別委員会

で求めておりました。 

  今後も設計単価の高止まりが続くことを考える

と、入札に参加できる基準額をそれぞれ引き上げ

なければ、入札に参加できる機会を失いかねない

と心配しているところであります。こうした事態

を回避するために、基準額の見直しを提案してお

りました。 

  そこでお聞きしますが、この一年でどのように

課題を整理し、検討がなされてきたのか、いつか

ら新たな基準を施行できるのか、その進捗につい

てお伺いいたします。 

  次に、毎年のように、原材料価格や労務単価の

引上げが続く中で、市が発注する工事に影響が生

ずると考えられますが、今後の設計単価の推移見

通しをどのように捉えているのか、その影響も含

めてお伺いいたします。 

  次に、大項目２つ目の冬季におけるバス待ち環

境を改善できないかについてお伺いいたします。 

  最強寒波が何度も南下し、全国的に記録的な豪

雪をもたらしました。雪が切れ間なく降り続き、

新幹線の運休や高速道路の通行止め、道路の除雪

が追いつかず、荒れた路面で渋滞が発生するなど、

通勤や通学、物流や公共交通にも大きな影響が出

ました。 

  言うまでもありませんが、除雪された雪が路肩

に高く積まれ、排雪が進まない期間が長いことも

あり、バス停留所の乗降スペースが確保されてい

ない箇所が多かったのではないでしょうか。 

  そこで、お伺いします。必要な乗降スペースを

確保するためのバス停留所における除雪体制は

どうなっているのか、また、どのような課題があ

るのかお聞きします。今冬のような大雪でも、バ

ス利用者の利便性や乗降時の安全性を高める必

要があるのではないでしょうか。 

  そこでお伺いしますが、現行の体制の見直しも

含めて、次のシーズンに備え対策の強化を図るべ

きだと思いますが、本市の考えを最後にお聞きし、

演壇からの質問といたします。 
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○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、建設工事格付け等

級基準額の見直し状況はの小項目１、建設工事格

付け等級基準額の見直しを求めていたが進捗は

どうかについての御質問にお答えいたします。 

  まず、本市としても、建設工事格付け等級基準

額の見直しは、地域の建設業者が公平に競争でき

る環境を整えるために重要な要素であると認識

し、精査を進めてきたところです。 

  最初に、これまで本市で行ってきた格付等級の

見直しの推移を確認したところ、平成18年度以降、

建設工事格付け等級基準額の見直しやランクの

追加など７回の改定を行っている状況でした。直

近の基準額とランクの改定につきましては、令和

元年度に行っておりましたので、令和元年度以降

の物価変動を反映する見直しを行うこととした

ところでございます。 

  近年、人件費や資材費の高騰が続いている状況

でありますので、本市の積算で使用する県単価の

状況を確認しました。令和元年度から令和６年度

間の労務単価は約20％上昇し、主要な材料の上昇

率は約15％から約42％という状況であり、種類に

よって上昇率が異なっていたところでした。 

  工事費は、直接工事費と間接費で構成されてお

り、県単価や歩掛かりの上昇は直接工事費にその

まま影響を与える一方で、間接費には直接影響を

与えないことから、令和５年度に発注しました標

準的な各種工事を積算システムにおいて令和元

年度の県単価と歩掛かりに入れ替え、工事費を積

算して令和元年度から令和５年度間の上昇率を

把握したところです。 

  また、国の格付等級基準額の見直しでは工事費

を別の年度に変換するデフレーターが使用され

ていたため、積算システムで算出した上昇率とデ

フレーターによる上昇率を確認したところ、ほぼ

同じ結果となったことから、国の見直しと同じデ

フレーターを使用することに決定いたしました。 

  デフレーターのデータは秋口に更新されている

状況で、昨年の11月に令和６年４月のデータが公

表されましたが、本市の新たな格付は令和７年度

から使用する予定でしたので、令和６年４月のデ

ータに令和５年度から令和６年度の１年分の上

昇率を加算した推定値を使用し、令和元年度から

令和７年度間の上昇率を20％と捉え、この上昇率

を現行の基準額に加えて建設工事６業種の新た

な基準額を決定したところです。 

  なお、基準額は、年度の途中で切り替えると混

乱を招く可能性がありますので、新年度、令和７

年度から施行したいと考えているところでござ

います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、大項目１、建設工

事格付け等級基準額の見直し状況はのうち、小項

目２、今後の設計単価の推移見通しをどのように

捉えているのかについてお答えいたします。 

  本市の土木及び建築工事において、近年の原材

料価格の上昇や労務単価の引上げが続いている

ことによる建設費の高騰については、工事費が上

昇し、確実な事業執行や事業期間の長期化、さら

に事業内容そのものの縮小、見直しなどへの影響

があり、重要な課題であると認識しております。

これらの要因には、地政学的リスクによるエネル

ギー価格の高騰、さらには人材確保など、複合的

な要素が影響しているものと考えております。 

  今後の見通しにつきましては、国際的な経済動

向や為替の影響も含め、不透明な部分はあるもの

の、本市といたしましては設計業務を通して必要

な内容を精査の上、事業組立てを工夫しながら予

算確保を行い、高騰する建設費に適切に対応して

まいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 
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○遠藤直樹企画調整部長 私からは、２の冬季にお

けるバス待ち環境を改善できないかについてお

答えいたします。 

  初めに、（１）のバス停の除雪体制はどのよう

になっているのかについてですが、今冬の大雪に

よりバス停が隠れるほどの堆雪状況になってい

たところもあり、バス御利用の皆様には御不便を

おかけしたところであります。 

  市が管理するバス停の除雪に関しましては、設

置場所ごとに対応が異なっております。まず、歩

道除雪が行われている箇所については、歩道から

バス停に乗降できるよう、道路管理者に対し、歩

道からバス停、車道への除雪をお願いしておりま

す。 

  個別に対応している箇所として、市役所前のバ

ス停は市職員が除雪しており、山形大学正門前と

イオン米沢店前に今年度設置した３基の上屋付

バス停は、民間の広告会社が除雪も含めて管理し

ております。上杉神社前、二中前、ＮＴＴ前、信

夫町の４か所のバス停については、バス待ち環境

の改善を官民協働で図る「バス停見守り隊」の制

度を活用し、４事業者の御協力により除雪の対応

を行っております。 

  その他のバス停は、バス停付近にお住まいの方

が善意でボランティアされている箇所もありま

すが、基本的には指定管理者や市職員が危険性が

ある場合に除雪対応を行っております。 

  なお、市民バス等のバス停は全部で約140基あり、

全てのバス停で快適なバス待ち環境を維持する

ことは難しい状況であります。 

  次に、（２）の次シーズンに備え対策を強化す

べきと考えるがどうかについてお答えいたしま

す。 

  まず、約140か所全てのバス停の雪の状況確認を

２月中旬に職員が巡回して実施しました。今後、

対応が必要な箇所を抽出し、指定管理者やバス事

業者と協議しながら、個別に対策を検討すること

としております。 

  具体的な対策としましては、道路管理者との協

議による除雪の拡充をはじめ、付近の事業者や市

民の方に対するバス停見守り隊の協力要請など

を実施してまいります。 

  また、最近の事例として、歩道のない道路脇の

バス停を、市民の方の御協力により除雪している

車庫前に移設したケースがありましたので、こう

した取組についても検討していきたいと考えて

おります。 

  今冬はバス待ち環境の悪化だけでなく、道路状

況の悪化によりバスが大幅に遅延する日もあり

ました。道路管理者と大雪時の対応を検討すると

ともに、場合によっては経路の見直しなども検討

する必要があると考えております。 

  今冬の大雪を教訓に、今後のバス停の環境改善

を実施してまいります。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  昨年３月定例会の予算特別委員会で、格付等級

の見直しについてはぜひお願いしたいというこ

とで言いましたけれども、この１年かけて課題を

整理し、４月１日からの施行ということで今答弁

いただきました。契約検査課の皆さん、本当にこ

の１年いろいろ大変な思いをされたと思うので

すけれども、一定の結果が出たということで大変

うれしく思っているところです。 

  今答弁いただきましたので、今後の産業建設常

任委員会の中で詳しい説明があるかどうかでは

ありますけれども、今回決まった約２割、20％の

上乗せという中身も含めてなのですが、事業者も

含めてどのように今後公表というか、お知らせ、

通知をしていくのか、その辺についてお聞きした

いと思います。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 今議員がおっしゃっていただ

きましたとおり、産業建設常任委員会にまず報告
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させていただくということになります。その後で

すけれども、令和６年度は、令和７年度に向けて

指名競争入札参加者登録の切替えの年度になっ

てございます。今年の３月、間もなくですけれど

も、市内の登録業者には新たな格付の通知をお渡

しする予定です。その通知書に格付等級基準が変

更される旨の説明を記載するとともに、本市のホ

ームページにも掲載し、令和７年４月１日から滞

りなく運用できるように準備を進めたいと考え

てございます。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 分かりました。ありが

とうございます。 

  それで、先ほど１回目の答弁の中で、一番単価

が上がっているのは42％という数字もありまし

た。今回平均して20％ということではありますけ

れども、今後も引き続き人件費や資材価格が、地

政学的リスクも含めて国内情勢も含めて上昇し

続けることが予測されるわけであります。今回、

改定していただいたわけでありますけれども、今

後もそうした状況を見据えながら柔軟に対応し

ていく必要があると思っているところでありま

すけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 壇上でも申し上げましたが、

建設工事格付け等級基準額、こちらにつきまして

は、地域の建設業者が公平に競争できる環境を整

えるために重要な要素であると認識してござい

ます。そういった様々な数値、人件費なども含め

ですけれども、そういった情報に常にアンテナを

立てて、必要であればそういった適切な対応をさ

せていただくように考えていきたいと思います。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 分かりました。引き続

き、世界の情勢、国内情勢などを見据えながら注

視していただいて、柔軟な対応をしていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

  それでは、次に移ります。 

  冬季におけるバス待ち環境の改善ができないか

ということで、市内約140基のバス停があるとい

う御答弁でありました。そこで、議長に許可をい

ただいて、今回画像資料を使って質問させていた

だきたいと思います。 

  こちらは山交バスのバス停の画像ですけれども、

山交バスにも実はお電話をして、使用していいと

いうことで許可をいただいております。こちらの

画像は、１月の大雪があった後、少し小康状態の

後に撮らせていただいたバス停の様子です。 

  次、お願いします。これは２月12日に撮影しま

した。先ほどもそうだったのですけれども、乗降

するスペースが確保されていないということで、

恐らくバスの運転手も、お客様がボタンを押して

降りたいという意思表示をしたときに、どこに降

ろせばいいのかということで大変苦労されたと

思います。ここで止まるということは車道で降り

なければいけないということで、大変危険な状態

にあったということが言えると思います。 

  次、お願いします。こちらは上屋付のバス停と

いうことで新しく整備していただいた箇所であ

ります。米沢市内の大型ショッピングモールの近

くにあるバス停であります。雪がない状態だと、

そんなに大変な段差もなく乗降できるような環

境であります。 

  次をお願いします。こちらは歩道側です。大変

圧雪状態になっていて、お年寄り、御高齢者の方、

あとは体の不自由な方がバスを利用しようとし

たときに大変御苦労されたと推察できるところ

です。 

  右の写真は、道路側から安全を確保しながら撮

った写真でありますけれども、見ただけでは少し

分からないと思うのですが、先ほどの縁石の上に

圧雪した雪が乗っていて、30センチメートル以上

の段差が確認できました。実は前にここを通った

ときに、白杖を持った方がバス待ちをされており

ました。ここ数年でも記憶にないぐらい大雪が降

ったわけでありますけれども、よほどこれは少な
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い状態でしたけれども、私が見たときはこの1.5

倍ぐらいの高さの上に白杖を持った方がバス待

ちをされておりました。大変心配される状況であ

り今も続いているようです。これは最近撮ったの

ですけれども、今朝も通りましたが、今も同じ状

態になっているということであります。 

  次の写真をお願いします。これは正面から撮っ

たところです。少し乗降する場所は下がっており

ますけれども、やはり段差が確認できるというこ

とであります。右手の市民バスのバス停ですけれ

ども、こちらも乗降できるスペースがないという

ことで、記録として撮った写真であります。 

  ありがとうございました。資料は以上で結構で

す。 

  それで、先ほど市内各所を点検して今後の対策

についていろいろ検討を進めていただいたとい

うことで、早速対応いただいたわけでありますけ

れども、今後の見直しの状況によって、こうした

先ほどの画像にあるような状況がうまく解決さ

れて、バスの利用者がもっと利便性よく安全に乗

降できる環境を整えていく下地だと、今回の調査

でしていただいたと思うのですけれども、その点、

もう一度確認のために御答弁いただければと思

います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほども答弁いたしまし

たが、今回の点検結果を基に、また次年度も降雪

状況によりますけれども、特に降った雪が多く積

もっているような状況であれば、そこの箇所で点

検しながら、やはり随時見直しして危ないバス停

にきちんと対応していかなければいけないと思

っておりますので、そういったところを今後しっ

かりやっていきたいと思います。 

○相田克平議長 島貫宏幸議員。 

○１３番（島貫宏幸議員） 先ほども少しありまし

たけれども、市民の皆さんがボランティアで少し

雪かきをしていただいている箇所もあるという

ことでありますので、バス停見守り隊の方々の数

というか、協力していただける方々をこれから少

し増やしていく、強化していく必要も同時にある

と思ったところです。そうした意味でも今回問題

提起として一般質問させていただいているとこ

ろでありますので、ぜひその辺についてもしっか

りと対応いただきたいということを申し添えた

いと思います。 

  そこで、先ほどもバス停の除雪について建設部

長から答弁いただいたわけでありますけれども、

今回はやはりあまりにも雪が多過ぎて、なかなか

機械除雪がうまくいかなかったケースだったか

と思うのですが、今後こうした大雪のときの配慮

については様々な検討課題があろうかと思いま

す。その中で、現時点で考えられるような内容と

いうか、配慮できるものについてどのようにお考

えなのかお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 道路の除雪の関係でお答えさ

せていただきます。 

  市道管理者といたしまして、除雪業者に対しま

して、市道に設置されましたバス停周辺について

はなるべく押し雪をしないようにというところ

で御協力いただいているところであります。今冬

につきましては、１月末まではそのような状況を

確保できましたけれども、２月の大雪以降につい

てはなかなか押し雪する場がなくて、バス停周辺

は大きな雪の塊になったりしまして、バス待ち環

境がなかなか良好な状態ではなかったというと

ころを除雪事業者からもお聞きしているところ

であります。 

  さらに、バス路線につきましては第１種除雪指

定路線になってございますので、基本的には排雪

しながら道路除雪が適切にできるようにという

ことで配慮しているわけでありますけれども、や

はり事業者からはこのような御意見をいただい

ております。なるべくバス停の設置につきまして

は、公共施設の出入口付近に設けられないかとい

う御意見をいただいておりますし、さらに県道の



- 176 - 

バス停もあるわけでございますので、県道の除雪

におきましても管理者から同様の意見をいただ

いておりますので、今後はこのような御意見をい

ただきましたので、バス担当部署とも協議しなが

ら、その対応策を検討しながら、バス待ち環境の

向上に努めてまいりたいと思っております。 

  バス停周辺を小まめにするというのは、なかな

か機械除雪だけでは難しい状況にもありますの

で、そこに一手間を加えることによってバス待ち

環境の良好な状況が保てるのではないかと思っ

ておりますので、その辺の観点も踏まえまして、

バスの部署とも検討しながら考えていきたいと

思っております。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で13番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１１時３５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時３６分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、将来を見据えた本市学校教育の考えを問

う、16番遠藤隆一議員。 

  〔１６番遠藤隆一議員登壇〕（拍手） 

○１６番（遠藤隆一議員） 米沢爽風会、遠藤隆一

でございます。 

  本日は、御多用の中、傍聴にお越しの皆様、そ

して配信を御視聴いただいている皆様に、まず御

礼を申し上げます。 

  それでは、早速一般質問に移らせていただきま

す。 

  大項目として１件でございます。将来を見据え

た本市学校教育の考えを問う。 

  少子化や学びの多様化によって、子供たちを取

り巻く教育環境は年々大きく変化しております。

現在、本市においては、平成30年から令和19年ま

での20年を一区切りとして適正規模・適正配置等

基本計画が策定され、統廃合が進められているさ

なかでありますが、今後一層少子化が進むことに

なれば、次回基本計画の見直しに向けた議論を今

から始めなければ間に合わないと私は大変危惧

するところでございます。 

  このたび令和７年度市政運営方針においても、

子育て・教育の米沢の実現、そして中高一貫教育

校の本市への設置が一丁目一番地に掲げられて

いるわけです。 

  まずは、今年に入って、山形県立米沢興譲館高

校と米沢東高校の早期計画推進並びに通学に便

利な立地への移転と中高一貫校設置に係る要望

書が出されております。山形県としても、今後２

年間、令和７年から令和８年にかけて東南置賜県

立高校の再編計画をまとめるとしております。国

会では、所得制限の撤廃による高校授業料の無償

化が実現の見通しとなっております。まさに今、

教育政策の大きな転換期の真っただ中にいると

言えると思います。 

  そこで、今回は、本市における学校教育の現状

認識と課題をどのように捉え、どのように向き合

う考え、覚悟をお持ちなのか伺います。それによ

って、改めて問題、課題点を洗い出し、今後引き

続き対応策を求めてまいりたいと考えておりま

す。 

  まずは、中高一貫校について伺います。その主

たる目的と期待効果、県に対する具体的な要望内

容、スケジュール及び設置に向けて課題と捉えて

いること、それに対する具体策についてお答えく

ださい。また、その具体的な計画をいつまでにま

とめ、議会、市民に示されるお考えなのかを伺い

たい。 

  続いて、少子化の状況下で本市がなすべき学校

教育について伺います。少子高齢化の著しい本市

において、進学率の上昇、私立高校の無償化、さ
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らに中高一貫教育校設置となれば、高校卒業後の

地元定着はもとより、人口流出によって将来的な

労働力、人材の確保はより一層厳しくなり、新産

業団地への企業誘致どころか、企業の事業撤退も

危惧されるような状況下で、本市にとってどのよ

うな学校教育の在り方、高校再編が望ましいとお

考えなのかを伺います。 

  最後に、誰一人取り残さない学校教育の在り方

について伺います。ここまで申し上げたところに

加えて、令和８年度以降本格化する市立学校の統

廃合によって生じる教育環境の変化に対応でき

ずに悩める子供たちが相当数増加するのではと

心配するところですが、本市教育委員会としては

どのように考え、どのような対応を用意されてい

るのか。現状に合わせ、近年の不登校等の推移、

義務教育終了時における進路の決定状況等につ

いてお伺いしたいと思います。 

  以上、演壇からの質問を終えさせていただきま

す。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 遠藤隆一議員の御質問にお答えし

ます。 

  私からは、大項目、将来を見据えた本市学校教

育の考えを問うのうち、（１）中高一貫教育校に

ついてのうち、中高一貫教育校についての市長の

思いについてお答えいたします。 

  令和７年度市政運営方針にも示しているとおり、

本市の子育て・教育環境を県内最高水準にするた

め、県立の中高一貫教育校の誘致を進めてまいり

ます。これは、私が公約として掲げてきた子育

て・教育の米沢を実現するための大切な施策の一

つであります。 

  県立中高一貫教育校は６年間の計画的・継続的

な教育活動を最も効果的に展開でき、子供たち一

人一人に応じたきめ細かい指導ができるメリッ

トがあることから、全国各地で数多く設置され、

御存じのとおり山形県内においても、東根市と鶴

岡市に東桜学館、致道館２校が既に設置されてお

ります。 

  平成28年に開校した東桜学館高等学校・中学校

においては、中高一貫校の強みを生かした教育活

動が展開されており、生徒たちが生き生きとした

学校生活を送り、大きな教育効果を上げていると

認識しております。議員が御案内のとおり、米沢

市内からも同校に通われている生徒がいらっし

ゃいます。 

  本市に置賜初の県立中高一貫校ができ、県内最

高水準の教育が展開されれば、通いたいと思う生

徒が集まり、通わせたいという御家庭も米沢に来

ていただけるものと考えております。よい教育機

関があるということは、そのまちの大きな魅力で

あり、力と言えます。県立の中高一貫校を設置す

ることで、既存の市立中学校、また鶴城高校、私

立の九里学園、米沢中央高校といった、これまで

ある学校との相乗効果も期待でき、好循環の米沢

を実現させる大きな要素となると考えます。 

  御指摘のとおり、米沢商工会議所と米沢興譲館

高校、米沢東高校の同窓会からなる「（仮称）米

沢新高校の早期整備を実現する会」の方々から、

県立中高一貫教育校の母体となる学校について

は、興譲館高校と東高校の統合校として考えてほ

しい、新設の学校は学生が通いやすい市街地に設

置するとの要望をいただきました。新しい学校が

置賜各地から通いやすい立地であるということ

は非常に重要であると考えており、こうした市民

の皆様の御意見を十分に受け止めてまいります。 

  具体的な教育内容などについては、県教育委員

会と本市の教育委員会で計画していくものと認

識しておりますが、こうした趣旨を御理解いただ

き、官民挙げての誘致活動を進めてまいりたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、大項目、将来を見据え
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た本市学校教育の考えを問うのうち、（１）中高

一貫教育校についてお答えします。 

  中高一貫教育校の目的と県への具体的な要望内

容、スケジュール及びプランをどのように提示す

るかについてですが、中高一貫教育校の目的につ

いては、平成21年６月に出された山形県中高一貫

教育校設置構想に、高校入学者選抜の影響を受け

ることなく、安定した学校生活の中で６年間を通

して生徒を継続的に把握、理解しながら、計画

的・継続的に教育活動を実践することにより、生

徒の個性や能力をより伸長することができるこ

と、幅広い年齢集団の中で、学校行事、生徒会活

動、部活動、ボランティア活動などを通じ、社会

性や豊かな人間性を育成することができること

と示されております。 

  中高一貫教育校の設置は、生徒や保護者にとっ

て、新たに６年間の中高一貫教育を選択する機会

が加わることであり、多様なニーズに応えること

ができるものと考えております。 

  本市では、さきに述べましたような特色がある

中高一貫教育校について、置賜に設置するなら米

沢へとの思いを令和元年度から県重要事業要望

書に掲載し、県教育局へ要望しているところです。 

  次に、要望活動のスケジュールについてですが、

山形県教育委員会では現在、令和７年度からの次

期県立高校再編整備基本計画を策定中です。また、

令和７年度から令和８年度にかけて、東南置賜地

区の県立高校再編整備計画の検討が行われると

されておりますので、それに合わせた要望活動を

続けてまいります。 

  現在までの本市の教育委員会の動きですが、令

和６年度は教育委員と教育委員会事務局による

今年開校した致道館中学校・高等学校の先進校視

察を実施しました。実際に校舎や生徒の学習の様

子を見学し、校長先生や教頭先生から話を伺うこ

とで、具体的な学校のイメージを持ったところで

す。 

  今後、市長部局担当と共に県に依頼して、高校

再編や中高一貫教育校について説明を受ける勉

強会を開催することで、行政担当者自身の理解を

深めたいと思っております。その上で、教育関係

者をはじめ、様々な分野の方々を交えて、本市の

中高一貫教育の具体的な将来像を考え、市民の皆

様と共有する取組を行ってまいりたいと考えて

おります。 

  次に、（２）少子化の状況下で本市がなすべき

学校教育についてお答えします。 

  本市として、米沢に定着してほしい若者の教育、

進路をどのように考えているかということにつ

いてですが、本市の教育振興基本計画では、学び

を自己のキャリア形成とともに人生や社会で生

かすことができる子供、郷土を愛し、社会人・職

業人としての自立を見通して将来の夢や目標を

持つ子供の育成を目指しています。 

  具体的には、小学校の段階から自身の変容や成

長を自己評価するキャリアパスポートを活用し、

児童生徒の自己理解に基づいたキャリア教育を

進めております。また、中学２年生で実施する職

場体験活動である米沢チャレンジウィーク事業

など、地域の魅力的な人物との出会いの場や、本

物に触れる体験型学習の機会を創出するなど、地

域の教育力を最大限に生かしながら、生徒が社会

の変化に適切に対応し、社会人・職業人として自

立していくことを狙いとした学習を進めている

ところです。 

  このような取組により、自分自身の将来の希望

を実現するために必要な学力や技能を身につけ

られるような進路について、自ら選択できるよう、

学習指導とともに進路指導やキャリア教育を充

実させることが重要であると考えております。 

  次に、（３）誰一人取り残さない学校教育の在

り方についてお答えします。 

  議員の御質問にあった別室登校の生徒に対して

各校で行っている取組はどのようなものかにつ

いてですが、個々の状況により、生徒の居場所や

学習の場は様々であります。本市では、中学校に
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適応指導員及び教育相談員を配置し、生徒が安心

して過ごせる環境を整えているところです。 

  各校で行っている取組としては、生徒の学習の

支援だけでなく、リモート授業に参加する際の補

助や行事や集会時の付添い、家庭訪問や保護者と

の相談対応などを行っております。担任と適応指

導員、教育相談員で児童生徒の情報を共有し、関

わりを絶やさないようにしています。 

  今後も、誰一人取り残されず、全ての子供たち

がその能力を最大限に伸ばし、社会で活躍できる

よう、関係機関との連携を強化し、子供の状況に

応じた支援体制を構築してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 御答弁ありがとうござ

います。市長もありがとうございました。 

  そして、今まで中高一貫校については、歴代の

市長がずっと受け継いできた要望事項だと思い

ますが、近藤市長は中高一貫校を何としても実現

したいという思いで現在当たられているのかど

うか、その覚悟だけまずお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 先ほど申し上げたとおり、好循環

の米沢をつくるための一丁目一番地はやはり人

づくりだと思っていますので、人づくりはもちろ

ん生まれてから成人するまでの、成人して以降の

社会教育も含まれるわけですけれども、とりわけ

中高一貫校はその中核をなすものと、また、その

場所においても、米沢のまちづくりを大きく立て

直すきっかけになるものと、このように考えてお

りますので、まちづくり全体に対しても大きな影

響のあるものと位置づけて取り組みたい、このよ

うに考えております。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 御答弁ありがとうござ

います。決意を承りました。まちづくりに関して

は私も同じ意見でございます。ただし中高一貫校

については、もう少し慎重に進めるべきだとも思

っております。 

  教育長に伺いますが、今、米沢市の生徒数は令

和５年に1,988人だったものが12年後、令和17年

には1,283人となって、12年の間に約35％も減少

していくわけです。ここにおいて中高一貫校にな

る場合に、そこの割合といいますか、果たして本

市の市立学校の生徒数からどの程度の割合、市外

からどの程度の割合の生徒数を見込んでいるの

か、お考えを伺いたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 県立中高一貫校については、ま

だ設置も決まっていませんし、定員・定数等も決

まっておりませんので、なかなか分からないとこ

ろでありますけれども、先ほど申し上げました致

道館中学校・高校の話を聞いてきたときに、１年

生99名のうち78名が鶴岡市からの生徒というこ

とで、やはり設置してある市から通学する子供が

多いということは大体把握したところでありま

す。 

  これからこの先本市の生徒数が減っていくこと

を考えますと、５年置きに適正規模・適正配置の

基本計画については見直しを行っているところ

でありますけれども、もし中高一貫教育校が設置

となれば、またさらに検討していきたいと思って

おります。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） さらにもう一件お伺い

しますが、６年間継続的・計画的な学習を進める

とありますが、中高一貫校というのはほぼ半数が

中学入学で、半数が高校からの一般入試でござい

ます。これを６年継続とおっしゃるのはどういう

お考えか、伺いたいと思います。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

○佐藤 哲教育長 先ほど壇上でも申し上げました

けれども、高校入試のない６年間の中学校・高校

の生活というのはなかなか私も経験したことが

ないです。例えば中学校３年生の２学期、３学期

も学習ができるということで、より発展的、応用
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の教育活動ができるのではないかと思っており

ます。内進生と後から入ってくる外進生との教育

内容につきましては、それについてはまだ私たち

も十分に研究していないところでありますので、

先進校の東桜学館高校の様子などもお聞きした

いと思っております。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） そこは一つの問題だと

思うのです。そこをぜひ研究していただきたいと

思います。 

  また、令和７年度の重要事業要望書の中では、

令和６年度、教育界をはじめ様々な方々を交えて、

本市における中高一貫教育校の具体的なビジョ

ンを考え、市民と共有する取組を行うこととして

いますとありますが、先ほど教育長の答弁の中に

視察をしたとかいろいろありましたけれども、市

民と共有する取組ということは今年１年行われ

てきましたでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  本年度につきましては、市民と共有する機会と

いうことは残念ながら持つことはできませんで

したけれども、先ほど教育長が申しましたとおり、

今年につきましては教育委員会事務局職員、あと

行政担当者で学びを深めようというところで進

めてきたところでございます。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ありがとうございます。 

  県内最高水準の教育を目指すとおっしゃいます

けれども、例えば東桜学館を一つ例に取れば、今

年も定員割れでございます。昨年も定員割れでご

ざいます。偏差値帯についても偏差値50、水準と

してはそれほど伸びてはいないのではないかと

私は見てとっています。 

  そうした中で、中高一貫校の定員の話にもなる

のですけれども、入り口を広げればそれだけ広い

偏差値帯の子供たちが入ってきます。実質、今興

譲館と東高校を一緒にするといえば、大体偏差値

35、40を切った生徒から70ぐらいまでの生徒、35

ぐらいのバンドがあるわけですよね。そうすると、

公立中学校・高校とほとんど変わらない分布帯に

なるわけです。 

  そこで、県内最高水準を目指すというのは、逆

に入り口を狭くしていかなくてはいけない、母数

を増やしていかなくてはいけないということだ

と思うのですが、今、私立の無償化、上位校への

チャレンジを恐れないという傾向になると思い

ます。なぜなら、私立高校も無償化ですから、私

立高校の普通科は今すごくいい学校ができてい

ます。だったらば、公立高校の上位校にチャレン

ジして、あとは私立校でいいという流れになって

いくでしょう。 

  さらに言うと、だったらば米沢の私立高校でな

くても、私立高校が無償化でお金がかからないの

であれば、電車賃を使って山形市内の上位の私立

高校に行こうという生徒も増えてくるのではな

いかと危惧するところでございますので、その辺

もしっかりと考えていただきたいと思っていま

す。 

  時間がないので、先に進みます。 

  話が一つ飛んで、誰一人取り残さない教育です

けれども、今御答弁いただけなかったところがあ

るのですが、義務教育が終わって進路が決まった

生徒、決まっていない生徒、どのくらいの割合が

いらっしゃいますか。今御用意があればお答えく

ださい。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 昨年度末の数値でありま

すけれども、卒業後の進路が決まっていない生徒

というのはおりません。ですので、100％という

ことになります。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） それは昨年度末ですね。

今年度末ではないわけですよね。それは報告とし

ては各校長からどのような形で、一人一人の進路

が明記されて上がってくるようなものなのでし
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ょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 今お答えしました進路が

決まっていないということにつきましては、例え

ば高等学校に進学するという進路決定をする場

合もあるでしょうし、あえて高校には進学せずに

就職すると、こういう生徒は昨年度はおらなかっ

たわけですけれども、必ず進路選択をしてはおり

ます。ですので、個々の状況に応じた進路選択と

いうことになります。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 今伺ったところでいう

と、決まったということではないのですね。進路

選択をしたということだと思います。というのは、

今年も私の周りでまだ進路が決まっていないお

子さんが結構います。先週末も私のところに御家

族で見えて、どうしたものかという御相談をされ

ていた方もいます。 

  さらに言うと、義務教育を終えて、教育委員会

としては、進路はみんな決まったのだと、みんな

済んだのだといったときに、不登校だったお子さ

んが果たしてその進路でどのように生活してい

るのかというところまで把握されていますか。例

えば不登校だった生徒が公立高校へ進んだら、し

っかり勉学されて通っているのか、就職すればそ

こでどのような状況なのか、もしくはひきこもり

が解消されたのか。そこは教育委員会としては把

握されているでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 市内の中学校を卒業した

子供たちについてですけれども、やはり現状とい

たしましては置賜地区内の公立高等学校、あと私

立高等学校、そのほか少し範囲を広げて村山地区

内の私立学校等に進学しているケースが大変多

くあると思います。そういったところにつきまし

ては、高等学校ですので設置者が県もしくは私立

学校法人ということになりますので、所管がやは

り異なりますので、こちらとして全ての数値を把

握しているというものではございません。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） 私が申し上げているの

は把握に努めていただきたいということなので

すが、結局、義務教育を終えるまではガイダンス

プロジェクトもありますし、そうした学校教育が

ありますし、小学校・中学校の教育の下で不登

校・ひきこもりの生徒にアプローチできるのです

が、義務教育が終わった途端、これが社会福祉課

だったり、こども家庭課といったところの重層的

な困窮者支援、ひきこもり支援、独り親支援とい

うところがあって初めてそういった不登校・ひき

こもりのお子さんたちにアプローチできるとい

う手段もあるのですけれども、そうでない限り、

中学校で不登校を選んだ生徒が高校でも不登校

という道を選んでいるかもしれない。そういった

お子さんが長期的なひきこもりにつながるとい

うケースが非常に多いということを考えると、こ

れが切れ目のない支援と言えるのでしょうかと

私は思うのです。 

  やはり中学校の義務教育から成年、二十歳前後

と言ってもいいのかどうかですが、切れ目のない

オーバーラップした支援が必要だと思います。例

えば南陽市の例を挙げれば、今年、過去最大172

億1,000万円の予算が組まれましたけれども、そ

の中でひきこもりアウトリーチ支援事業として

619万円、これは義務教育終了の青年層への支援

として、新たにひきこもりや不登校相談支援とし

て赤湯駅前に拠点を置き支援するということ、こ

れは福祉部門だけではなくて、教育委員会も連携

して進んでいくと、民間事業者と一緒に進めてい

くような話を伺っています。これからのところも

あるかと思うのですが、こういった義務教育が終

わったからといって縦割りではなくて、連携して

いくようなお考えが教育委員会にあるのかどう

か伺います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 これまでも現在もですけ
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れども、市内の小中学校に在籍している中で、子

供本人であったり各御家庭で困難さを抱えてい

らっしゃるような場合につきましては、教育委員

会だけではなくて福祉部局との連携を進めてい

るところでありますし、卒業後もそういったとこ

ろにつきましては連携した取組を続けていると

ころでありますので、今後につきましても、教育

委員会としてというよりも全庁的なというか、教

育委員会、教育関係部局と福祉部局が連携した取

組を進めていかなければならないとは考えてお

ります。 

○相田克平議長 遠藤隆一議員。 

○１６番（遠藤隆一議員） ぜひお願いいたします。 

  最後に、本市を取り巻く教育環境と申しますと、

まず、東南置賜の学校再編がこれから２年間で決

まってしまうわけです。決まってしまうと表現し

たいところですが、今までの置賜の再編について

は、例えば「東南置賜地区にとって望ましい高校

再編整備」という報告書も私は全部見ていますけ

れども、これは一番は普通校を期待しているわけ

です。さらに言うと、普通校からの進学校、普通

校から就職できる高校、もしくは多様な学びがで

きる学校が望ましいという声が一番上がってい

たにもかかわらず、総合選択課程の高校設立にな

らなかった。結局、専門学科の学校をまとめて終

わってしまっているわけであります。 

  その結果、例えば産業団地に必要な高度人材の

育成、教育といったときに、ＩＴ分野ですとか、

ビッグデータの処理といった、そういった大きな

現代の学びが必要なところにおいて、例えば米沢

鶴城高校の電気情報科、ここは情報技術を学ぶわ

けですけれども、40人の定員に対して15人です。

40人の教室に15人しかいない、これはどうしたも

のでしょうか。今、コンソーシアムだったり、イ

ノベーション連携といったところで一生懸命進

めている。しかも、今度工業技術センターをこち

らに持ってこようという様々な強みがある中で、

どうしてこういったことになっているのでしょ

うか。 

  さらに言えば、東高校と興譲館を一緒にしたい

と、それはいいですが、東高校は今山形県で３年

連続８割を下回った高校、募集定員に満たない高

校を今年から総合型の選抜に切り替えてしまっ

たわけですよね。今まで普通科高校の推薦はなく

そうとしてきたものを、逆に、そこに推薦という

言葉を使わずに前期特別選抜になったわけです

が、この中身がまたでたらめなのです。５教科の

配点ではなくて、５教科以外の体育、美術、家庭

科・技術、そちらを傾斜配点にして募集している

わけです。少し分かりづらいと思いますが、最後

に、市長にこのあたりの話を伺うつもりでしたが、

時間がいっぱいになりましたので、私の御意見を

申し上げてしっかりと務めていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で16番遠藤隆一議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ０時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時０７分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、持続可能な農業推進とまちづくりについ

て～スマート農業・就農支援・市民協働で築く未

来～、８番影澤政夫議員。 

  〔８番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（影澤政夫議員） 皆さん、こんにちは。市

民平和クラブの影澤です。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  今回は、持続可能な農業推進とまちづくりにつ

いて～スマート農業・就農支援・市民協働で築く

未来～とさせていただきました。 
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  本日の質問の基軸とする米沢市農業振興計画は、

令和７年度から令和16年度までの10年間を対象

としており、当局としては、米沢市まちづくり総

合計画の部門計画として位置づけられておりま

す。したがって、各種農業計画との整合性とバラ

ンスを保ち、相乗効果を生みながら推進されるも

のと認識しております。 

  今回は、その点を踏まえた目標戦略として、以

下３点について、発言通告書に基づき質問させて

いただきます。 

  （１）スマート農業の促進とインフラ整備につ

いて。 

  就農人口の減少が進む中、今後、農業を維持・

発展させるためには、従来の農業手法に加え、最

新技術を積極的に取り入れることが不可欠では

ないでしょうか。具体的なものとしては、ＧＮＳ

Ｓによる位置情報を活用し、自動操舵技術を普及

するためのインフラの整備・進捗に合わせ、行政

としてどのように関わりを持っていくのか、加え

て、ＡＩ活用の生産管理システムとの連動も含め、

精密農業の実現に向け、様々な関係インフラとの

整合性を図り、制度化を目指すこととして、まず

は重要な視点であると考えます。 

  これらのＩＴ基盤の整備は、労働力不足を補い

つつ、作物の品質向上や収量増加を実現するツー

ルとして、確実に機能させる必要があります。ま

た、現在農政課で取り組んでいる人・農地プラン

改め、地域計画の策定は、10年後に目指すべき地

域の農地利用の姿を地図で示す目標地図の作成

が佳境を迎えています。この取組を効率的で無駄

のない農業経営につなぐためにも、ＩＴ基盤整備

を含め、同時並行で制度設計すべきだと考えます。

本市の御所見をお伺いいたします。 

  次に、（２）若年就農者の支援と定住促進に向

けた本市の取組方針について伺います。 

  新規就農者や後継者の確保は、本市の未来を支

え、人口減少にも歯止めをかける重要な要素の一

つです。若年層の農業参入を促進し、移住・定住

を支援する取組が大切なことは皆さんが御存じ

のとおりです。 

  そこでお伺いしますが、これまでの様々な取組

も含め、総合就農研修プログラムといった農業に

特化した制度について、本市の取組の現状と今後

の展開・拡充などの計画があればお聞かせくださ

い。 

  特に、経験豊富な農業者によるメンタリング制

度を導入し、実践はもちろんのこと、精神面にも

寄り添った支援が必要だと考えますが、この点に

ついてどのようにお考えか、当局の御所見をお聞

かせください。加えて、本市の創業支援事業など

とも連動した機動的な支援制度が必要と考えま

すが、当局の御見識をお聞かせください。 

  これらの新しい農政事業には、若者や中学生向

けの農業インターンシップなどを拡充し、農業の

魅力を体感してもらうことや、様々な手法による

情報発信も重要だと考えます。さらに、まちづく

り総合計画の部門計画として捉えるならば、農業

政策とリンクした住宅補助や子育て支援、就労支

援など、安心して暮らせる環境整備を促すことも

必要だと考えます。 

  単に補助金を設けるだけでなく、本市目標地図

などを十分勘案した柔軟でユニークな制度をつ

くり、地域行事などを通じて新規就農者が地域に

溶け込めるような仕組みづくりも重要だと考え

ますが、当局の御見識についてお聞かせください。 

  最後に、（３）市民全体が農業に関わる機会の

創出についてお尋ねいたします。 

  これからも市民の皆さんの農業に対する意識醸

成が非常に大切です。そこで、園芸センターなど

の多機能型交流施設を整備し、様々な特産品の研

究開発を含め、農業体験やセミナー、ワークショ

ップの開催などが行える拠点整備を進めること

が望ましいと考えます。 

  市民農園なども併設し、気軽に野菜や花を育て

られる環境を提供するとともに、園芸相談や若年

就農者と市民が気軽に交流できるカフェやイベ
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ントスペースを併設し、市民が楽しみながら農業

を理解する場の整備が肝要だと考えます。このこ

とは６次産業の活性化にも波及し、さらに多くの

米沢の農業特産品開発にも資する大きなアイデ

ア創出の場としても機能するものと考えます。そ

して、その制度設計の延長線上には、グリーンツ

ーリズムの拠点として、その機能も兼ね備えるこ

とになると考えますが、当局のお考えをお聞かせ

ください。 

  農業は、私たちの食卓を支えるだけでなく、地

域の環境や文化、経済にも深く関わる多様で大切

な基盤です。その基盤の維持・発展こそが、本市

が掲げる好循環の米沢の実現につながるものと

確信してございます。 

  真摯な御答弁を御期待申し上げ、演壇からの私

の質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私から、持続可能な農業推進

とまちづくりについて～スマート農業・就農支

援・市民協働で築く未来～についてお答えいたし

ます。 

  初めに、（１）のスマート農業の促進とインフ

ラ整備についてですが、ただいま御指摘のとおり、

少子高齢化、人口減少は日本の農業において深刻

な問題となっており、本市におきましても農業者

の高齢化が顕著となっています。このような中、

将来の農業の持続可能性を確保するためには、Ａ

Ｉ、ＩｏＴなどの先端技術を活用し、農作業の省

力化や生産効率の向上が図られるスマート農業

の導入が大変有効であると考えています。 

  本市でも、国、県と連携したスマート農業機械

の導入を支援しているところであり、令和元年度

以降の事例としましてＧＰＳ技術を活用した直

進アシストなどの機能があるトラクターが５台、

田植機２台、食味と収量センサー付コンバインが

５台、農業用ドローン２台の導入実績がございま

す。 

  また、本市の支援事業、未来を拓く農業支援事

業では、令和元年度からスマート農業による省力

化技術の普及・支援として、農業用ドローン８機、

アシストスーツ６台の導入に活用いただいてお

ります。 

  このようなスマート農業を普及させるためには、

並行してインフラ整備も重要です。具体的な例と

してＲＴＫがあります。これは地上に設置しまし

た基地局からの位置情報データによって、リアル

タイムで固定局と移動局との間で位置情報のず

れを補正し、誤差を数センチメートル以内で抑え

ることが可能であることから、スマート農業機械

の操作におきまして、より安全で省力化が図られ

ることが期待されます。 

  現在、本市においてＲＴＫの固定基地局は設置

されておりませんが、その設営や維持管理にかか

るコストを複数の利用者が共同で負担すること

により、費用を軽減することができることから、

複数目的の農業利用や農業以外の利用を見据え

つつ、先進事例も参考にしながら研究を深めてい

きたいと考えています。 

  また、ＡＩを活用した生産管理システムなどの

農業データの共有プラットフォームの活用も重

要な施策の一つと考えています。具体的な一例と

してＷＡＧＲＩというものがありますが、気象、

農地、収量予測など農業に役立つデータやプログ

ラムを提供する公的クラウドサービスです。この

プラットフォームを通じて農業者同士がデータ

を共有し、互いに学び合うことで、地域全体の農

業経営の質を向上させることができるほか、デー

タに基づいた意思決定が可能となり、リスク管理

や生産計画の精度も向上します。これらの導入に

つきましても、システム内容を十分確認しながら

支援を検討してまいります。 

  次に、（２）の若年就農者の支援と定住促進に

向けた本市の取組方針についてお答えします。 

  本市におきまして、現在、担い手の育成に向け
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た就農研修プログラムを持ってはおりませんが、

若年就農者の不安要素を軽減するために、本市と

県・やまがた農業支援センターが情報を共有する

「農事相談カルテ」の作成や相談窓口を設置し、

就農後に直面する課題や悩みについて、専門家に

よるアドバイスを受けられる体制を構築してい

ます。 

  今後は、新規就農者同士や技術・知識豊富な高

齢農業者から得られる情報を役立てられるよう

な地域コミュニティーの場を設けていきたいと

考えています。 

  また、新規就農者に対する費用面の支援としま

して、年間150万円を上限として３年間交付され

る経営開始資金に加え、県では、農業技術の習得

だけでなく、経営ノウハウやマーケティングスキ

ルも学べる研修体制を整備していますので、それ

らの周知を図りつつ、若年就農者を地域全体で支

えながら地域農業の活性化を図ってまいります。 

  加えて、移住就農者に対する支援ですが、移住

者への支援策の一つとして、国の交付金を活用し

て実施している移住支援金制度がありますが、令

和７年度から移住前に関係人口としてふるさと

納税など一定の関わりを持っている方であれば、

移住支援金の対象に加えられるよう条件を緩和

する予定であるほか、移住後のコミュニティー形

成につきましても、移住者同士の交流の場をイベ

ントとして定期的に開催し、移住者が安心して地

域で暮らせるよう支援しているところです。 

  次に、（３）の市民全体が農業に関わる機会の

創出についてですが、本市につきまして、ただい

ま御提案の園芸センターのような施設はござい

ませんが、整備するには試験圃場も含めた立地場

所、専門的人材の配置、費用の問題などから、現

時点で直ちに施設整備の検討に入ることは難し

い状況です。 

  現在、本市では、米沢地域有機農業推進協議会

におきまして、有機農業に関心のある人の栽培研

修の受入れを行う体制づくりを進めており、令和

７年度から、米、野菜、ソバなど、有機農業の指

導者自身の圃場で栽培されている品目を学ぶ研

修の受入れを行うこととしております。 

  また、小さい頃から農業に触れる機会の提供と

して、学校給食への有機栽培米の提供と併せて、

希望する小学校を対象に、生産農家がその学校に

訪問し、講話を行う農業者講話の取組を令和３年

度から行っています。ここでは、スライド画像、

動画などを使った有機農業に関する講話により、

農業に対する理解を深めてもらう機会をつくっ

ています。 

  影澤議員が御指摘のとおり、農業は、食、自然

環境、歴史、文化など、私たちの生活基盤に関わ

る問題です。市民が本市農業の魅力を感じ取るこ

とができる環境の整備、特に子供たちが職業とし

て農業を選択したくなるような食育や農業体験

の充実に向け、教育、観光分野、県などの関係機

関と連携をより一層強め、各種プログラムの充実

や農業に触れる多様な機会の創出を図っていき

たいと考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ありがとうございました。 

  いわゆるＲＴＫ基地局の件について御答弁がご

ざいました。私、最近その辺が少し不勉強で大変

申し訳なかったのですけれども、大手の農機具メ

ーカーで山形県内に５か所でしたか、ＲＴＫ基地

局をもう既に本年の１月ぐらいに運営されてい

るというお話がございました。そういった設備が

出来上がった上で、さらにまた別にということに

なるのかどうか。私は不勉強でよく分かりません

けれども、ただ現状、先進的な事例がもう県内に

おいても発生していると。しかも、それが置賜地

域でも利用できるような状況になってきている。

このことを考えますと、いわゆるそういった事業

所と例えば自治体との協定なども含めて、連携す

る考え方というのが今後出てくるのかどうか。詳

細を少し確認しますと、やはり１ライセンス当た
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り２万2,000円年間かかるという規定もあるよう

です。そういったところに対する利用しやすくす

るための行政側の手だて、関わりということにつ

いてはどのようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ただいまお話がありましたよ

うに、大手農機具メーカーが県内で基地局、全域

をカバーするということで設置されていると聞

いております。置賜地域では川西町に設置されて

いるということでありますが、米沢市内全てカバ

ーできるかどうかという部分についてはまだ聞

いていないところであります。ただスマート農業

の推進には確かに効果のある制度ですので、どう

いう支援ができるのか。具体的にそこら辺につい

ては、金額の面も含めて考えていきたいと今思っ

ているところです。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ぜひ前向きに検討される

べきだと思いますし、それと今一つ産業部長から

も御答弁の中でございましたけれども、この基地

局に関してはいわゆる汎用性があると。ほかの例

えば今後の公共交通にも資するような、一定程度

のＧＰＳ利用の非常に精度の高いものが利用で

きるわけですので、例えばそういったことも含め

て御検討されるものなのか、あるいは今回は農業

に特化したものだけなのかという点で少し確認

させていただきたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ＲＴＫの大まかな仕組みにつ

いては分かっておりますけれども、具体的にどう

いう汎用性、どこまで広がるかという部分につい

てはまだ十分な確認を取っておりませんので、そ

こについては先ほど御紹介のありました大手メ

ーカーにもお聞きしながら、どういう使い方がで

きるのかというところは少し勉強していく必要

があると思っています。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ぜひよろしくお願いした

いと思います。 

  本市の農業振興計画の中で、最初の部分で出て

くるのはやはりもうかる農業、これを目指すべき

だと書かれてございます。しかし、もうかる農業

といっても、現状大変な状況だということについ

ては漠然と我々も、私自身もテレビ報道などで見

ておりますけれども、現実的に報道の中にといい

ますか、ドキュメンタリーもあったのですけれど

も、およそ年間の生産物、そして売ってその他経

費を差っ引いた場合、時給換算にすると10円だと

その方はおっしゃっておりました。 

  こういったいわゆるもうかる農業と言う以上は、

一定の本市のおおよその収入、そういったものに

ついてどの程度把握しているかということにつ

いて非常に気になるところであるのですけれど

も、これは事前に通告しているわけではないので

あれなのですけれども、そういったデータという

のはあるのかないのか。あるいは、今後そういっ

たデータも含めて検証しようとされているのか、

その点だけ少し確認させていただきたいと思い

ます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 ただいま御指摘のありました

統計資料につきましては、私たちもいろいろ探し

ましたけれども、ないのが実情です。時給換算に

よる検証というお話もありましたけれども、そこ

についても、したがって行っておりませんけれど

も、ただいろいろ調べてみますと、国の生産農業

所得、そういう統計はございますので、御指摘の

ありましたようなことも含めまして、定量的な検

証方法についても検討していきたいと思ってい

ます。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） やはり実態を知るという

ことは非常に大切なことであるし、今後の計画に

生かすにも、そういった基本的なベースがないと

少し大変かと思いますので、ぜひその辺のところ

も少しお考えいただきながら進めていただきた
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いと思います。 

  農業そのものについて様々問題化されておりま

す。今現在も令和の米騒動という形とか、あるい

は３月末あたりに予定されている令和の百姓一

揆ではないのですけれども、そのような農業者の

声を生かす、あるいはそれを発表するといいます

か、例えばデモ行進などで都会でも対応されると

いうことを聞くわけなのですけれども、具体的に

水田の利用の関係について、それから畑地の開発

についても、今後目的地図といいますか、そうい

ったものが形成される中で、いわゆるもうかる農

業の関係でいった場合に、先進自治体で私どもが

少し見せていただいたところによりますと、ベー

スはあったかどうか分かりません。例えばの話で

はないのですけれども、ただ年間の所得250万円

の経営を目指すという目標を掲げていらっしゃ

る自治体がございました。それは就農ガイドとし

て明確に冊子化されていて、公表もされている中

身なので、ちなみに福井市でございましたけれど

も。 

  先ほどの園芸センターではないのですけれども、

そういったトレーニングファームも含めて全体

的な考え方ということもやはりやっていかなく

てはならない。それにはどうしてもメンターの力

が必要ではないかと思うのですけれども、その辺

のところで補強するような、250万円の経営を支

えるような、つくれるようなメンターの制度とい

うことについてはどのように今お考えでしょう

か。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほど冒頭で申し上げました

けれども、やはり新規就農者同士や技術・知識豊

富な高齢者の方、そういう皆様から具体的な技術

といいますか、経験とか、そういうものをお話し

いただき役立てられるような仕組みがつくれな

いかということで、現在そういう場を設定するこ

とに向けて考えているところです。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） そこで併せてお考えいた

だきたいことなのですけれども、補助金ばかりで

はなくて、私が演壇でも申し上げましたけれども、

例えばの話になりますが、農業定住を考えるそう

いった新しく就農される方々に対して、住居であ

ったり、これも中古住宅であったり、それから農

機具も最新のものではないにしても共用や貸出

しを行う、そのような制度設計ということについ

てまで発展するようなことをお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 農機具について申し上げます

けれども、確かに新規就農される方につきまして

は、やはりその導入について相当の費用がかかる

ということから、特に新規の就農者の方には高い

ハードルになると思っています。ただ農業を廃業

された方からそういう機具などを継承するよう

な方法も有効であると思います。いろいろなメー

カーもありますけれども、そういうものが地域内

でできないかということも今内部で勉強してい

るところでありますので、そこを深めていきたい

と思います。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） やはりそれも有効な資源

だと思いますので、メンターのそういった制度も

含めて非常に就農しやすいような、そういう貸出

し制度であったり、保障策も考えていってほしい

ということについて付け足させていただきます。 

  様々申し上げてはおりますけれども、とりわけ

実は私は聞き取り調査のときにお話しさせてい

ただいておりました。私の地域に住んでおられる

農業者のお孫さん、そこに同居はしていらっしゃ

らないのですけれども、全く別で農業をやってい

らっしゃらない家庭に娘さんが行かれて、娘さん

の子供ですからお孫さんなのですけれども、その

子が小学生時代から母親の実家に来て農業を一

緒にやって、ちょっとした小遣いなどを頂くと、

その小遣いを基に例えば刈り払い機のエンジン

を取り替えたり、一生懸命農業について今後もや
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りたいとおっしゃっているそうです。しかも、仲

間を集めて農業クラブ、これは米沢ではないので

すけれども、お隣高畠町の小学校・中学校だった

のですけれども、農業クラブをつくるということ

もやってございます。 

  今は私たちが生まれた時代と違って、なかなか

機械化も進んで、子供たちから見れば非常に関心

が高い。まして今後のスマート農業ということに

ついての現状を子供たちが見れば、もっと違って

くるのかなという思いもあります。当然、上杉鷹

山公や様々な米沢の伝統についての体験学習や

ら、そういったことも必要ではありますし、いろ

いろなことが学校の教育の中で行われると思い

ますけれども、先ほど申し上げたような農業研修

の扱いであったり、それから実践学習であったり

ということを、今の産業部長答弁のような農業を

これから米沢市は目指しているわけなので、ぜひ

見ていただきたいと思うのですけれども、その辺

のところは計画とかがございますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 現在、小学校５年生社会

科の農業に関する学習では、農作業の基本的な内

容に加えまして、仕事の工夫としてスマート農業

に関する内容にも触れているところでございま

す。その中でリモコン式の給水栓、スマート農業

機械が紹介されています。また、中学校の技術・

家庭科の技術分野、生物育成の技術においても、

スマート農業の将来像について具体的に示され

て学習しているところです。 

  今後も、関係機関との連携を図りながら、農業

に関わる学習や体験を通じて、農業に対して興

味・関心を持てるような取組を推進してまいりた

いと思っております。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 県でも、アグリティーチ

ャーという形で、多分教育指導部長はそれをおっ

しゃりたかったと思うのですけれども、制度的に

はあるわけですから、そういった方を招聘して学

習するということも大切だと思いますので、ぜひ

その辺のところも取り組んでいただければと思

います。 

  最後に、センターの関係でございますけれども、

センターといいますと箱物とか、それからお金の

かかることになろうかと思いますが、例えばです

けれども、一次利用が終わった公共施設、そうい

ったことを利活用しながら対応する、それから地

図上のいわゆる目標地図の関係で、どうしてもそ

こがという場合、それを集約して市で借り上げな

がら園芸センター的な利用につなげていく、こう

いったところはいかがですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 学校施設の有効活用というこ

ともありますが、少し思っておりますのが、やは

り専門人材を配置しなければならないというこ

とがあると思います。そういう部分では県の農業

技術普及課という部署が専門的な知見を持って

いる組織でありますので、そういうところと連携

した例えば栽培講習会とかを事業展開すること、

そういうところはまず取っかかりとして可能で

はないかと思っております。 

○相田克平議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） おこがましく持続可能な

米沢、好循環の米沢と申し上げました。残り28秒

を切っておりますけれども、市長から何かあれば

お話しいただきたいと思います。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。 

  農業はもとより国の本なりというわけでありま

すけれども、とりわけ最近の食料をめぐる環境を

見ますと、米沢にとっての重要性、いろいろな意

味で、多面的な意味で大事になっていると思って

います。多くの課題を抱えていますけれども、解

決すべく取り組んでまいりたいと思います。 

○相田克平議長 以上で８番影澤政夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 
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  午後 １時３７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時３８分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、地域終活支援体制の整備を急ぐべきでは

ないか、５番髙橋英夫議員。 

  〔５番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○５番（髙橋英夫議員） こんにちは。日本共産党

市議団の髙橋英夫でございます。 

  本日はお忙しい中、傍聴に駆けつけてください

ました市民の皆さん、誠にありがとうございます。

しっかりと質問を務めたいと思います。 

  しかしながら、私の今日のテーマは、皆さんも

お気づきのとおり、この間の代表質問で山田富佐

子議員がほとんど同じ中身で質問しましたので、

大体同じ質問の繰り返し、同じ答えの繰り返しに

なるかもしれません。なるべくお役に立てるよう

な中身をお話ししていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

  私の本日の質問のテーマは、地域終活支援体制

の整備を急ぐべきではないかであります。 

  いわゆる2025年問題というのは、1947年から

1949年までに日本で生まれた団塊の世代が全員

後期高齢者となるのが今年2025年ということで、

高齢者にまつわる様々な課題が顕在化を始める

タイミングを迎えました。 

  本市においては、全世帯数の19.6％に当たる

6,537世帯が65歳以上の高齢者のみの世帯であり、

このうち約半数は独居世帯ですので、およそ１万

人の高齢者が家族と離れて生活しています。 

  そうなりますと、あらゆる場面で支障が生じる

ことになります。除雪や雪下ろしはどうするのか、

買物や食事作りは自分でできるのか、病院までの

交通手段はどうか、トイレや入浴などの日常生活

は安全に送れるのかなどなど。元気なうちはまだ

しも、認知症が発症するなど判断能力や身体能力

の低下で通常の生活ができなくなる、病院や施設

に入院・入所しようとしても、手続が困難だった

り、身元保証人がいないなどで大変な苦労をする

という場面も想像されます。 

  人は誰でも人生の終わりをいつかは迎えること

になるわけですが、その前後にはたくさんの事柄

があります。自分で生活することが難しくなった、

入院することとなった、介護サービスを受けるこ

ととなった、施設に入所することになった、認知

症になった、死亡した、遺体の搬送、火葬、葬儀、

納骨、相続の手続、様々な死後事務などなど。 

  自分が亡くなった後のことは自分以外の誰かが

やることになるので、自分が元気なうちにエンデ

ィングノートや遺言書を書いておくなどの終活

をしておくことが非常に大事であり、人生のしま

い方まで見通してこそ安心できる老後を送るこ

とができるのだと思います。 

  昨年12月15日、偶然ですが同じ日に、山形新聞

と朝日新聞に終活関連の記事が掲載されました。

山形新聞の見出しは、「「おひとりさま」の老後

手続き」というもので、まず取り組むべきことと

して、①自分に関する情報の整理、②依頼や契約

内容の明確化、③自分の意識がなくなったり死亡

したりしても①、②の情報が確実に伝わるように

しておくことという３点を上げています。 

  より具体的には、自分の代わりに動いてくれる

人の連絡先（電話番号、メールアドレスなど）、

日常生活に必要なこと（運転や掃除、買物、食事

の用意など）、入院費や家賃、その他の支払い手

続、介護保険サービス選びや契約の手続、延命治

療に関する希望、亡くなった後の葬儀や墓の手配、

財産の配分や家財の処分、譲渡などを含むペット

の世話など。これらを網羅して、自分の代わりに

動いてもらいたい人に、どんなときに何をしてほ

しいかあらかじめ伝えておくことが重要という

内容の記事でした。ただこの記事では、「おひと
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りさま」が誰に伝えておけばいいのか、それを受

け止めてくれる相手は誰なのかについては言及

していませんでした。 

  朝日新聞は、「身寄りなき老後 身元保証業」

という特集の連載記事の１回目、18日付までの４

回連続です。 

  連載１回目は、名古屋市のＮＰＯ法人「ぷらっ

とほーむ」の事例。現在420人と契約を結び、約

10人の職員と40人余りの有償ボランティアがサ

ービスを提供しています。料金体系は、身元保証

や生活支援、金銭管理などの一括契約で、契約時

には24万2,000円と、以降、年度初めに８万4,000

円、葬儀や行政手続など死後事務の報酬は29万

7,000円で、別途葬儀代など実費分の預託が必要。

ただ、近年急増する事業者には、契約能力が認め

がたいのに契約する事業者も。消費者トラブルが

増えており、国は令和６年６月に事業者向けガイ

ドラインを公表するなど対策に乗り出した。 

  連載２回目の記事の見出しは、「死後に備える

「預託金」、信託契約で保全」というもの。国が

令和６年６月につくった高齢者等終身サポート

事業者のガイドラインでは、預託金について信託

銀行または信託会社を相手方とする信託契約を

利用して保全することが望ましいとしているが、

現状では信託契約の利用は広まっていない。そん

な中、営利目的ではない民事信託の普及を目指し、

司法書士らが立ち上げた「ふくし信託」（東京都

新宿区）は令和５年春からサービスを提供する事

業者などと提携し、預託金の受託を始めた。 

  静岡市の社会福祉法人「まごころ」は、信託と

の連携を始めた事業者の一つ。同市では全国に先

駆けて優良な高齢者等終身サポート事業者を認

証する制度を始めた。同法人は、同市が認証した

唯一の終活支援優良事業者。 

  連載３回目の見出しは、「ケアマネが「生活サ

ポート」事業」というものです。秋田県由利本荘

市でデイサービスや訪問介護、訪問理美容などを

手がける企業組合「ほっと」で代表理事を務める

松本慶一さんは、介護保険のケアマネジャーで社

会福祉士の資格を持つ。 

  なぜケアマネが身元保証を始めたのか。かつて

は約10万人が暮らした由利本荘市だが、高齢化と

ともに人口も減り、今は７万1,000人余り。子供

がいても首都圏などで働く人が多く、高齢夫婦や

独り暮らし世帯が増えた。保証人がいなければ受

入れを断る高齢者施設もある。緊急事態に遠方の

子供が対応できるわけではない。病院に行く必要

があっても、施設は深刻な人手不足で、スタッフ

が付き添う余力はない。自宅に何か取りに行った

り、買物をしたり、介護保険制度で認められたサ

ービスではないものは報酬が得られないが、ケア

マネが担わざるを得ない場面が増えていた。近所

に買物ができる場所がなくなった。病院が遠くな

った。特に山間部では一人で暮らす難しさが増し

つつある。ケアマネが対応に追われる中、介護保

険などでカバーされない隙間を埋めようと、組合

に身元保証サービスを提供する生活サポート事

業部を立ち上げた。松本さんは話す。独り暮らし、

身寄りがないことは、この地方でももう特別なこ

とではありません。地域で支えていこうという土

壌をつくり上げていきたい。 

  連載４回目の見出しは、「役割を分担 地域の

輪で支える」というものです。千葉県柏市の一般

社団法人「こもれびの和」は、病院や高齢者施設

への入院・入所時の身元保証や、病院や買物への

付添いなどの生活支援、葬儀などの死後事務を手

がけている。こもれびの和は、柏市内で事業を展

開する葬儀社が2021年８月に立ち上げた。きっか

けは同社で葬儀を上げた人の遺族会を開催する

中で、頼れる親族がない人の不安を聞いたことだ

った。会員数は約60人、地域包括支援センターや

社会福祉協議会、ケアマネジャーからの紹介でつ

ながる人が多い。 

  入会金など約70万円の基本料金に加えて、利用

するサービスごとに費用がかかる。年会費などと

して毎年約３万5,000円も必要となる。こだわり
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は地域密着だ。何かあったときにはすぐに駆けつ

けられるよう、利用者は原則車で１時間以内の範

囲に住んでいる人に限る。生活支援は１回3,000

円程度から。地域のシルバー人材センターや民間

ボランティアなどに同じ内容をより安く依頼で

きる場合はそちらを紹介することもしている。生

活支援以外でも、地域のほかの機関などとの連携

を重視する。例えば金銭管理を希望する利用者に

は、成年後見など高齢者福祉に詳しい弁護士を紹

介する。認知能力が落ち、その弁護士を通じて法

定後見の利用を始めた利用者もいたという。 

  11月26日、厚生労働省が開いた地域共生社会の

在り方検討会議に参加した専門家からは、身寄り

がない高齢者の困り事に既存の公的制度が対応

し切れていないことを踏まえ、家族が果たしてき

た機能を社会化していく必要性について意見が

相次いだ。厚労省は今年度、身寄りがない高齢者

らに身元保証から死後事務まで含めた総合的な

支援を提供するなどのモデル事業を開始。家族機

能を地域社会がどこまで担えるのか、どこまで担

うべきなのか、議論が進んでいる。 

  新聞記事からの引用が長くなりましたが、私の

今回の質問テーマである地域終活支援体制とは

どのようなものなのかについてのイメージをお

伝えする意味で紹介させていただきました。 

  そこで、小項目１の質問です。 

  今紹介させていただきました高齢者等終身サポ

ート事業者の事例ですが、いずれも民間の事業者

です。見てきましたように、高齢者の困り事に既

存の公的制度が対応し切れておらず、米沢市にお

いても、行政、社会福祉協議会ともに高齢者等終

身サポート事業の施策はほとんど体系化されて

いないというのが実情かと思います。 

  では、本市における民間の高齢者等終身サポー

ト事業はどのような現状なのでしょうか、お伺い

いたします。 

  続けて、小項目２の質問です。 

  まずは、終活相談窓口を開設してはどうかであ

ります。 

  先進事例である豊島区終活あんしんセンターの

終活相談窓口については、以前一般質問で取り上

げたことがあります。このセンターのチラシには、

例えばこんな相談事がありましたということで

具体例が紹介してあります。終活の始め方を知り

たい、認知症になったときお金の管理が心配、自

分の記録や思いを大切な人に伝えたい、葬儀やお

墓についてどうすればいいか、亡くなった後のこ

とが心配、頼れる親族がおらず今後のことを考え

たい。これらは誰もが共感できる、また大いに関

心のある相談内容かと思います。チラシではまた

エンディングノートにも触れていて、センターの

窓口で配布しているとのことです。 

  今回の質問で私が特に強調したいところは、終

活相談窓口の終活情報登録事業についてです。も

しものときに必要な情報を御家族や大切な方に

伝えられるようにと行われている事業で、登録で

きる内容は、緊急連絡先、本籍、通院先、アレル

ギー等の情報、リビングウイルの保管場所、臓器

提供の意思、検体の登録先、エンディングノート

の保管場所、死後事務委託契約や終活に係る生前

契約の情報、遺言書の保管場所というものです。 

  今回取り上げた地域終活支援体制、あるいは高

齢者等終身サポート事業は、その中身の範囲があ

まりにも広く多岐にわたるため、行政が単独で構

築することは一朝一夕には難しいかもしれませ

ん。新聞記事にもあったような地域の様々な団体

との連携も必要ですし、時間も財源も求められま

す。 

  そこで提案したいのが、終活相談窓口の開設で

す。豊島区の終活情報登録事業であれば、現在の

担当課のマンパワーの中で何とか実現させるこ

とができるのではないでしょうか。もしものため

の仕組みがあれば、多くの市民の不安を払拭でき

ます。この事業にはたくさんのお金はかかりませ

ん。地域終活支援体制構築の初めの一歩として、

ぜひとも実現させていただきたいと思いますが、
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いかがでしょうか。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、地域終活支援

体制の整備を急ぐべきではないかについてお答

えいたします。 

  初めに、（１）本市における民間の高齢者等終

身サポート事業の現状はどうなっているかにつ

いてですが、議員がお述べのとおり、本市でも身

寄りのない高齢者の独り暮らしや高齢者のみの

世帯は今後も増加していくものと想定されます。

身寄りのない高齢者などが死亡した場合、市が埋

火葬の対応を行っておりますが、その件数は昨年

度と比較して今年度は大幅に増加している状況

にあります。 

  このような状況から、本市においても、今年度

策定を予定している地域福祉計画及び今年度か

らスタートした高齢者福祉計画においても、高齢

者に生じる様々な問題に取り組むことを掲載し

ており、事業の推進を図りたいと考えております。 

  御質問にありました本市における民間の高齢者

等終身サポート事業の現状ですが、現在本市には、

事前の葬儀等の手続、相続や生前整理など、終活

全般についての相談に応じるほか、人生の最期を

迎えるに当たり、自分の死後に残る課題と向き合

いどのように解決していくかを考えるライフエ

ンディングサービスを行っている民間事業者が

あり、また、弁護士や司法書士などの専門家の方

が生前に依頼を受け、相続など死後事務などを行

っているとお聞きしております。民間事業者等に

おけるサービスは当然費用がかかることから、金

銭的に余裕のない方にとっては利用が難しい面

もあると考えております。 

  次に、（２）まずは終活相談窓口を開設しては

どうかについてお答えいたします。 

  現在、本市では終活に関する専門の窓口は設け

ておりませんが、死後の手続などに関する相談に

ついては高齢福祉課が対応しており、相談件数は

月１回から２回程度と決して多くはないものの、

亡くなられた後に必要となる手続や生前にでき

る準備に関することなどの相談を受けていると

ころです。 

  死後事務について、行政が法律の範囲で行える

ことは、身寄りのない高齢者等の埋火葬と限られ

るため、生前の本人の意向を酌んだ対応を実施す

ることは難しい状況ではありますが、身寄りのな

い高齢者等に適切な情報を届け、判断能力がある

うちに将来への備えを行い、本人の希望をできる

だけかなえられる支援の在り方が重要であると

捉えております。 

  今後、包括的な相談・調整窓口の整備、終活情

報登録事業、総合的な支援パッケージを提供する

体制など、本人に寄り添った意思決定の支援がど

のようにできるか、事業実施主体をどうするかも

含め課題を整理し、本市としての終活専門の相談

窓口について、弁護士や司法書士などの専門職や

職能団体からの意見を伺いながら、議員からの御

紹介もありました先進地事例なども参考に検討

したいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 山田議員の質問とも重な

りますので、聞く方は２回目になるかもしれませ

ん。米沢における終活の一つの事業としては、エ

ンディングノート、それから成年後見人の紹介と

か、大きくは２つあるかと思います。この２つの

事業、特に成年後見人についてはセンターが開設

されまして、市民への周知も随分広がったかと思

われます。ただ、全国的には非常に利用する人が

少ないと伺っております。エンディングノート及

び成年後見人の現状について、簡単にお知らせく

ださい。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 まずは、おしょうしな

ノートにつきましては、昨年度までの３年間で約
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6,000冊を配布しております。配布先は米沢市医

師会、コミュニティセンターなどに設置させてい

ただき、あとはホームページなどからもダウンロ

ードできるような体制を整えております。 

  活用につきましては、高齢者が元気なうちに人

生を振り返っていただくよう、先を見詰める機会

になるということで、介護支援専門員などが関わ

っている高齢者の在宅療養支援の際や、病院の退

院時の支援の際に活用していただいている状況

です。 

  次に、成年後見制度の状況になっておりますけ

れども、成年後見制度の周知については、置賜成

年後見センターにて地区住民や各市町村担当職

員向けの研修を行っております。また、そのほか

様々な周知活動に努めているところです。 

  成年後見センターでの相談件数の状況について

ですけれども、成年後見センターの利用者数につ

きましては、山形家庭裁判所の統計による本市の

概数になります。令和４年９月末時点で255名、

令和５年９月末時点で271名となっております。

令和６年８月１日時点では280名となっており、

年々増加傾向にあるという状況です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 今お知らせいただいたの

は相談件数ですよね。実際に成年後見人をつけた、

選んだという実績は分かりますか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 利用者数となっており

ますので、利用されている方ということになりま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） あと、エンディングノー

トは私も一番新しいやつを見せてもらいました

けれども、多分これは随時更新されているのかな

ということで、担当者の努力に非常に頭が下がる

思いです。 

  ただ、一つ私が気になったといいますか、追加

したほうがいいのではないかというページがあ

るのですけれども、それは最近デジタル遺品とい

うのが問題なっていますよね。デジタル遺品とい

うのは、亡くなった方が持っていたスマートフォ

ン、あるいはパソコン、こういったもののパスコ

ードが分からないために中が確認できない。そう

すると、アカウントも分からなければ、数々契約

していたいろいろなアプリだとか、契約先との関

係を解約しようとしてもなかなかできなくて、そ

の支払いが残った人にかかってくるという問題

が大きいようです。そこで、デジタル遺品に関す

るページといったものを追加してはどうかと思

ったところですが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 こちらのおしょうしな

ノートにつきましては、様々な御意見とか御要望

をいただきまして、今まで２回改訂を行っており

ます。議員がお述べのように、デジタル遺品に関

しての項目は今ございません。最終ページにあり

ます自由記載欄などに記載していただいている

という状況もあります。今いただきました御意見

も踏まえまして、今後の改訂に向けて関係機関と

協議してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） あとは、基本的なことの

質問になりますけれども、いわゆる独居世帯、そ

して65歳以上の高齢者だけの世帯数というのは

大体分かっているわけですけれども、その中で実

際に本当に身寄りがない、亡くなったときにどこ

にも連絡する人がいない方の数というのは把握

されているものでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 地域包括支援センター

などでその方と関わる場合などについては把握

できるということではありますけれども、全くそ

ういう関わりのない方について、独居老人の方と

いうことは確認できたとしても、その方に身寄り

があるかどうかというところまでは十分な確認

はできないところです。 
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○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） 先ほどの答弁の中で、少

しずついろいろな仕組みづくりといいますか、や

っていくのだという話があって、非常に頼もしく

感じました。ただ、私はこの間ずっと終活に関す

るいろいろな資料などを見ていきますと、非常に

範囲が広くて多岐にわたっていまして、本当に行

政単独では難しい面もあるかと。ましてや国の制

度がありませんから、サービスに対する報酬がな

いという中で、財政的にもマンパワーを配置する

にも非常に難しい問題があると思う中で、今結構

意欲的な民間の事業者も登場していますよね。 

  例えば米沢市、終活というワードで検索します

と、真っ先にそういう全国展開をしようとしてい

る民間事業者のページが出てくるのです。それを

見ると、非常にある意味ではきめ細かく、しかも

意欲的に取り組んでいらっしゃると。ただ残念な

がら米沢には拠点はないし、米沢での滞在者なり

スタッフはいないわけで、ぜひ米沢の方どなたか

に手を挙げてほしいと、ぜひ私たちと一緒にやっ

てほしいというアピールをしている民間事業者

でありますけれども、中身を見ますと、その社長

がもう十三、四年ぐらいですかね、ずっと考え続

けてきたのだという言葉に表れているように、こ

のサービスは非常にかゆいところに全て手が届

くという中身だと思いました。 

  そういう意味では、いずれはこういった民間の

事業者の力も借りる、提携するということなども

視野に入れていく必要があるのではないかと私

は思ったところです。いかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 確かに民間の力を借り

るというところは必要になってくるかと思いま

す。壇上でも申し上げましたように、やはり民間

の方々がやられるとなると、それ相応の報酬等が

発生するものもあるかと思います。そこにどのよ

うな手だてが行政としてできるのかというとこ

ろもございますので、それにつきましては調査研

究させていただきたいと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） その業者の方がつくった

ホームページをずっと見ていきますと、いろいろ

な自分のしまい方というところがあって、例えば、

お骨は納骨をする方法もあれば、樹木葬とか、散

骨するとかがあるわけです。実は私の義理の兄が

４年ぐらい前に亡くなって、御本人の希望で海洋

散骨というのを行いました。比較的海洋散骨の場

合はハードルが高くないみたいですけれども、米

沢は海が遠いですから、例えば空き地といいます

か、山林、そういったところに、自分は菩提寺を

持っていなくてお墓をつくる必要がないという

方がいれば、そういった人の共同墓地的な感じで

すかね。それを公営で行うということなども、一

つのアイデアとしてはこれから求められてくる

かと私は個人的に思っています。こういった散骨

などについてのニーズに応えるような構えをつ

くる、これについてはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 近年、埋葬に対する考

え方というのは多様化しております。散骨も少な

からず見られるようになってきていると感じて

おります。また、宗教の多様化なども考えられま

すが、現段階においては公設とかの墓地の考えは

ないところです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○５番（髙橋英夫議員） エンディングサポート、

終活の事業というのは本当に奥が深くて、大変な

取組だということは想像できるわけですけれど

も、ぜひともまず初めの一歩を踏み出していただ

いて、前に進めていただきたいということをお願

いしまして、質問を終わります。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で５番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ２時０８分 休  憩 
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  午後 ２時１８分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、住宅リフォーム支援事業に併せ、本市独

自の豪雪に強い住宅への改修に対する支援に取

り組めないか、24番工藤正雄議員。 

  〔２４番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○２４番（工藤正雄議員） 一新会の工藤正雄です。 

  ３月定例会は、代表質問が主であります。一般

質問の持ち時間は短いですが、現在、市民の方々

が例年にない大雪のため日常生活に様々と御苦

労されております。建物面では、屋根の雪下ろし

作業を繰り返し、高所作業での安全確保の配慮な

ど、心身ともに疲労されております。少しでもそ

の負担を軽減し、安心な生活が送れるように、既

存住宅を改善できる克雪対策が必要と考え、その

施策について質問いたします。 

  本市では令和７年２月６日に、大雪により人的

被害や建物の倒壊、さらには農林業への影響を懸

念し、米沢市豪雪対策本部を設置しました。今年

度の降雪量は、２月９日時点の累積降雪量が537

センチメートルになりました。降雪量を表すグラ

フで、４年前の令和２年度累積降雪量と比較する

と下方線ですが、同期日の積雪深グラフは今年度

162センチメートルで、令和２年度より28センチ

メートル多い積雪深になっています。 

  建物の屋根の上にこの積雪量の雪を上げておく

ことは危険と考えますが、本市に見られる既存住

宅は、近年建設された住宅と違い、ほとんどが

1970年代前後の高度経済成長時代に建設された

住宅で、建物面積も広く、屋根や外観は和風的な

ものが多く見られます。建設された年代から見て、

耐用年数を超し、老朽化が進んでいると思います。 

  国交省によると、これらの木造家屋の解体工事

は2030年の頃がピークで、2050年の頃に最終的に

完了と予想しています。しかし、現実には、その

既存の木造家屋で日常生活をされている多くの

市民の方がおられますから、大雪に対し何らかの

克雪対策に取り組むべきと考えます。 

  新年度予算書に継続事業として住宅リフォーム

支援事業補助金が登載されていますが、この事業

補助金を利用して克雪住宅に改修することがで

きるのか、お聞きします。 

  実際に克雪すまいづくり支援事業を実施してい

る先進自治体では、事業の目的を、屋根雪下ろし

の負担軽減を図るため、住宅の克雪化を支援する

とともに、屋根雪下ろしに起因する転落事故を未

然に防止するため、命綱固定アンカー等の設置普

及を促進すると掲げています。 

  補助の対象となる克雪住宅に４通りを上げてい

ます。屋根に熱エネルギーの利用による融雪措置

を講じる融雪式、２メートル以上の積雪荷重に対

し安全な構造を有する住宅の耐雪式、屋根勾配に

より屋根雪を落雪させる落雪式、落雪住宅のうち

床下部分を1.5メートル以上の鉄骨または鉄筋コ

ンクリート造とする落雪・高床式の住宅等を対象

に改築・改修４通りの補助額を出しています。本

市も豪雪に備え、既存住宅の克雪改修の補助事業

が必要と考えますが、当局のお考えをお聞きしま

す。 

  演壇での質問は以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 御質問のありました住宅リフ

ォーム支援事業に併せ、本市独自の豪雪に強い住

宅への改修に対する支援に取り組めないかにお

答えいたします。 

  今冬の降雪は、長引く寒波の影響により降雪量

が例年を大きく上回り、市内の交通や住環境にも

大きな影響を与えているほか、住宅の雪下ろしに

おいては、特に高齢者などに係る負担が大きくな

っている状況であります。 
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  山形県住生活基本計画においては、雪に強い住

宅である克雪住宅の建設・リフォーム促進を基本

とした雪対策の取組の必要性が盛り込まれてお

ります。本市においても、雪対策総合計画を策定

し、雪に強く住みよいまちづくりの推進に努めて

いるところであります。住宅の屋根の雪下ろしや

敷地内の除排雪作業は、多くの労力と時間を伴い、

事故にもつながる可能性があることから、より安

全な住宅への改修や安全な雪処理方法について

支援していくことが必要であると捉えておりま

す。 

  御質問の克雪化住宅に向けた支援についてであ

りますが、本市では、米沢市住宅リフォーム支援

事業により実施しております。当該事業は、県が

定めた要件工事を含むリフォーム工事の10％、上

限15万円までを補助し、移住世帯や新婚世帯、子

育て世帯の条件に該当する世帯につきましては

20％、上限30万円まで補助するものであります。

負担割合は、県と市で２分の１ずつとなっており

ます。 

  要件工事のうち、克雪化に関する主な内容を説

明いたしますと、屋根の勾配を大きくし、自然落

雪型の屋根にする工事や、屋根に融雪設備を設置

し融雪型の屋根にする工事、また屋根に雪割板を

設置する工事などがリフォーム補助金の対象と

なっております。このほか、雪下ろし作業用命綱

を固定するための金具の取付工事や、雪止め設置

または取り替える工事についても補助対象とな

り、克雪化住宅の支援につながっているものと考

えております。 

  令和６年度の当該事業の実績につきましては、

交付決定件数が187件、予算額2,406万円に対し、

交付決定額が2,374万9,000円で、執行率は98.7％

になってございます。このうち、克雪化に関する

件数は38件で、交付決定額が344万3,000円となっ

ております。 

  主に住宅の断熱化やバリアフリー化を目的とす

る工事が多く見られますが、克雪化工事による補

助金申請についても、毎年40件程度の申請があり、

一定の成果が上がっているものと考えておりま

す。 

  今後につきましても、市民が安心して暮らせる

住環境整備を促進するため、住宅リフォーム支援

事業について、市民ニーズを的確に捉えながら、

制度充実に向けた検討を行ってまいりたいと考

えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） ありがとうございます。 

  今、答弁とは少し離れますが、２月25日に防災

危機管理課でこの雪によっての実害というか、建

物の倒壊なども調べられております。人的被害も

あります。そんな中で大雪のために建物が倒壊、

半壊したということも載っております。こんな中

でリフォーム資金といいますか、補助金を使って

利用できたのではないかと、今回起こった実害も

防げたものはなかったのかと思いますが、その辺、

建設部長はどう思いますか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 まずもって、被害及びけがを

された方にお見舞いを申し上げるところであり

ます。 

  このような状況を捉えまして、やはり既存住宅

の克雪化の必要性であったり、リフォーム事業も

そうですが、その必要性について改めて考えさせ

られたところでございます。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） 命綱のアンカー設置、

それもこの補助で賄えるということであります。

実際に人的被害が23件あって、その中の転落事故

が、屋根からの転落、あとははしごが倒れたとか

の転落だと思います。それが16件あるということ

で、これは補助の支援を使えば十分に防止できた

のではないかと思います。それはやはり補助事業

を使わないで、事故を起こした方に、周知という

か分からないで事故に遭ったのではないかと思
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いますので、その辺やはり当局としてもしっかり

と命綱、あとタラップの固定などができるような

補助もありますという周知をすべきだと思いま

すが、どうでしょう。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 制度があっても使われなけれ

ばうまくないわけでありまして、やはり工藤議員

がおっしゃるように周知の必要性というものも

改めて感じたところでありますので、しっかりこ

のような部分に使えますというところを分かり

やすく今後とも周知に努めてまいりたいと思っ

ております。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） 建物の被害であります。

住宅になると思いますが、それより非住家被害と

いう、これは多分小屋とか、そういう人が入って

いない、住んでいない建物だと思います。それも

全壊が３件、あと半壊が２件と載っております。

この辺は人が入っていない、人が使っていない、

住宅でない建物に対して使える補助はあるので

しょうか。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 現在のリフォーム補助につき

ましては、非住宅というものについての補助制度

はございません。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） 使えないような事業、

いろいろ考えられることがあると思います。屋根

が弱くて、雪がたまったときに屋根が折れないよ

うに屋根の裏で補強するとか、そしてあと壁が弱

いときは柱を立てるとか、いろいろな克雪補強す

る工事があると思いますが、これはやはりリフォ

ームのメニューに沿って組み合わせないと補助

が受けられないということですかね。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 リフォーム補助金につきまし

ては、県の要件工事を含まないと補助対象にはな

りませんが、要件工事を含むことでその他の工事

も含めて全体を補助対象にできるという幅広い

補助制度になっているという状況でございます。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） 要望としてですが、何

もその要件を含まなくても、克雪対策として住宅

を強化するということを考えられて、本市独自の

米沢スタイルというか、そんな感じでやってもら

いたいと思います。今年の大雪でいろいろ考えら

れないようなことが大雪のために出てきたと思

います。それに対応できるように、豪雪地域であ

ります米沢の雪対策、これをやっていくべきだと

思っております。 

  そして、屋根から雪を下ろしたときに、雪のや

り場がなくなったと。そのときに、下ろした雪を

少しでも消せるように消雪コンクリート、庭の空

いている部分を消雪コンクリートにするとか、そ

んなことは載っていないと思いますから、そんな

こともできるような、米沢独自で豪雪に対して支

援してやるということも大切だと思います。 

  また、先進地、上越市では国交省の支援を使い

まして、克雪すまいづくり支援事業ということを

やっております。事業の評価ということで、広報

やパンフレットの配布等を通じ事業の周知を行

い、令和６年度は13件の克雪住宅の屋根及び56件

の命綱固定アンカー等の設置を支援することで、

雪下ろしの負担軽減や雪下ろしに伴う転落の危

険性の低減を図り、冬期間の安全・安心な生活の

確保に寄与することができたという、そしてあと

令和７年度も事業を継続していく予定であると

いうことがあります。国交省の社会資本整備総合

交付金等の支援を使って、米沢市もいろいろな豪

雪に対しての克雪住宅という方法を取り入れら

れないか、どんなふうにお考えかお聞きします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 御紹介のありました制度につ

きましては、国の社会資本整備総合交付金を活用

したものかと思っております。この事業について

は少し制度が複雑でありまして、基幹事業という
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ものと効果促進事業とがセットで補助対象にな

るという制度でございまして、克雪住宅の支援と

なりますと、基幹事業に当てはまりませんので、

効果促進事業のほうでやるということになりま

す。 

  具体的に例示を挙げて説明させていただければ、

例えば基幹事業として住宅耐震改修事業があり

まして、その基幹事業の効果を高めるために効果

促進事業があるわけでありますが、それをやるに

は例えば防災ベッドなどをそこでやるというと

ころでその事業がしっかり機能するという補助

制度になっておりますので、具体的に克雪住宅の

みでは補助対象にならないという制度になって

ございます。ただ先進自治体で様々検討されてお

るようでございますので、やはり先進地の取組事

例なども研究しながら、改修支援、財源の確保も

含めて制度の研究をしてまいりたいと考えてお

ります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） また、上越市の実績で

ありますが、克雪住宅では13件が使われておりま

す。その中で落雪式が12件と、そしてあと融雪式

が１件ということで、当初の予算としては770万

円、その後、実績の執行額が376万2,000円となっ

ております。また、そのほかの命綱固定アンカー、

転落防止柵、固定式はしごということで、こちら

では予算として70件を予定して700万円の予算で、

そして実績が56件の514万1,000円となっており

ます。 

  やはりこういう制度があれば、本市も同じよう

に利用される方がおられるのではないかと思っ

ております。リフォーム支援事業でも結構利用率

が令和６年度はよかったと思っております。それ

もいろいろと要件を満たさないとそれが利用で

きないということでありますが、やはりその辺は

米沢市独自という判断で、なかなか難しい面もあ

ると思いますが、やってほしいと。これはぜひ国

交省の克雪対策の整備事業を使っていただいて、

豪雪米沢の対応に、市民の方が安心して住まいに

使えるような支援をしてほしいと思います。その

辺、お考えをお聞きします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 国交省の補助事業につきまし

ては、先ほど申し上げたとおり少し課題もあるよ

うでございますので、先進地を研究してまいりた

いと思っております。 

  独自のメニューということもございますが、や

はり既存の補助事業を最大限活用していくとい

うことも重要かと思っております。リフォーム補

助金につきましても、工藤議員が今おっしゃって

いるものは全て補助対象になってございますし、

さらには昭和56年５月以前の木造住宅ですと、住

宅耐震改修補助金というものもございますので、

リフォーム補助とそれもセットで活用できると

いう方法もございますので、そちらにあります補

助金が経費の８割、上限80万円までの補助という

ことになっておりますので、そういった活用の仕

方についてもしっかりＰＲしながら、克雪住宅に

なるように努めてまいりたいと思っているとこ

ろであります。 

○相田克平議長 工藤正雄議員。 

○２４番（工藤正雄議員） 最後になりますが、や

はり国、県の支援補助金を利用して事業をするに

は、いろいろ条件がついて大変だと思います。そ

の辺をいろいろ考えていただいて、大項目に上げ

ておりますが、本市独自の豪雪対策ということを

上げておりますので、難しい面もクリアされて、

ぜひ米沢市のため、米沢は本当に豪雪地域であり

ますので、克雪対策がぜひとも必要であるという

ことを強く要望いたしまして、私の質問を終わり

ます。 

○相田克平議長 以上で24番工藤正雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ２時４４分 休  憩 
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  午後 ２時４４分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市シティプロモーション戦略（案）

について、14番木村芳浩議員。 

  〔１４番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１４番（木村芳浩議員） 至誠会の木村芳浩でご

ざいます。 

  まず初めに、この３月で退職なされる吉田建設

部長、それから安部上下水道部長、森谷教育管理

部長、栗林議会事務局長をはじめ、当局内で長年

市政に携わってこられた役職定年を迎えられる

皆様に、心から御礼と感謝を申し上げますととも

に、今後とも本市発展のために引き続き御指導、

御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

  私からの質問は、米沢市シティプロモーション

戦略（案）について、先月の総務文教常任委員会

協議会、それから市政協議会の場においても、各

議員から質問がありました。改めて、本市が目指

すシティプロモーションの中身についてお聞き

いたします。 

  シティプロモーションは、全ての分野に影響が

あり、理想を形にするためには、情報発信だけで

は何の意味もありません。地方創生あるいは地域

創生を進める上で、関係人口を増やしていくこと

は重要な課題であります。 

  効果的な施策は何なのか。物産、観光、ふるさ

と納税など、地域活性化に役立つ情報やデータの

活用は、どの自治体でも今では当たり前になって

きております。人の流れと消費を地元に集めるに

は、デジタルマーケティングは必須の施策であり

ますが、このたびの戦略の中身にもデジタルマー

ケティングの推進が施策として掲げられており

ますが、この施策は他の自治体の取組から見ると、

非常に遅れていると感じているところでありま

す。 

  これまでの情報発信策は市のホームページと、

ＳＮＳを中心に広告宣伝を行ってきたが、いま一

つ効果も見られない状況にも感じます。このたび

のシティプロモーション（案）は、これまでの情

報発信とは違った進め方になるのか、さらにパワ

ーアップするイメージなのか、具体的にＳＥＯを

活用して米沢の情報を発信するだけなのか、その

上で本市が選ばれるまちになるために、具体的に

本市の魅力とは何があるのでしょうか。 

  上杉文化、温泉、米沢牛、自然環境など、これ

までも当たり前に魅力として顕在しており、メイ

ンターゲットの若者が求めている魅力の創出を

形にすることはできるのでしょうか。若者が感じ

る魅力とは何なのか、把握しておられるのでしょ

うか。まず大切なことは、目的をつくることでは

ないでしょうか。米沢に来る目的、仕事、プライ

ベート、旅行、帰省、移住など、来る目的に対し

て魅力を与える、感じてもらうことが意識の醸成

につながり、大切なことだと考えますが、本市の

具体的な魅力の施策をお聞かせください。 

  市長は、さきの市長選において市民お一人お一

人の声を大切に伺ってきたと、当時のリーフレッ

トにも書かれておりましたが、市長が感じてこら

れた米沢の魅力を生かし切れていないと思うの

はどんな魅力なのでしょうか。その魅力は既に形

になっているものなのか、これから磨きをかけて

つくり上げる魅力なのか、御所見をお伺いし、演

壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 近藤市長。 

  〔近藤洋介市長登壇〕 

○近藤洋介市長 木村芳浩議員の御質問にお答えい

たします。 

  私からは、大項目の米沢市シティプロモーショ

ン戦略（案）についての、本市の魅力は何だと思

うか、また、その魅力の生かし方とこれから目指

すもの、市長就任後の情報発信強化に対する考え
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等についてお答えいたします。 

  初めに、本市の魅力についてでありますが、議

員が御案内のとおり、上杉、伊達の城下町として

の旧所・名跡や貴重な歴史資料の数々、米沢牛を

はじめ地酒や郷土料理といった食文化、豊かな自

然環境など魅力にあふれております。 

  また、本市は市制施行135年と、行政市として我

が国で最も長い歴史を誇り、明治以降も建築家の

伊東忠太博士、日本銀行総裁、大蔵大臣を歴任さ

れた池田成彬公、法学者の我妻榮先生、プロ野球

の皆川睦雄選手など、近現代の日本を支えてきた

多くの人材を輩出してきたことも、私ども米沢の

魅力と言えます。 

  また、現在も多くの産業人材を輩出している山

形大学工学部など３つの大学があり、伝統の米沢

織物から先端技術まで擁する東北有数の産業都

市でありながら、同時に豊かな田園風景と美しい

山々が共存していることも本市の強みと考えま

す。上杉鷹山公による改革の城下町、三大和牛の

米沢牛など、本市の知名度は全国的にも非常に高

いと考えております。 

  今後、さらにこうした地域資源を磨き上げなが

ら、大都市にはない幸福度が高いまち、人を育み

生かす米沢としてまちづくりに取り組み、様々な

媒体を通じて発信をすることで、海外も含めた全

国多くの方々にも本市の魅力をさらに伝えてま

いるところであります。 

  市長就任後、情報発信については特に気を配り、

定例会見を従来の１回から２回に増やすととも

に、ユーチューブでの配信を行うことで、私の市

政運営に対する考え方や具体的な事業展開など、

市政に関する情報を自身の言葉で広く市民の

方々及び全国に発信させていただいております。 

  広報紙やホームページ、各種ＳＮＳを活用し、

複数のツールを活用することで、より多くの方に

情報が伝わるよう今後も力を注いでまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、議員の御質問

のうち、市長が答弁した以外の部分についてお答

えいたします。 

  初めに、（１）の本市の魅力は何だと思うかの

うち、米沢市シティプロモーション戦略（案）の

デジタルマーケティングの取組内容について申

し上げます。 

  一般的にシティプロモーションとは、自治体の

内外に地域の魅力を発信し、イメージを高め、

人・もの・お金を呼び込み、地域経済の活性化に

つながる活動のことを指します。本市のシティプ

ロモーションでは、先ほど市長が申し上げたよう

な様々な魅力を市内外に発信し、本市そのものへ

の愛着と共感を深めてもらうことで、選ばれるま

ちを目指すものであります。 

  その手法として、デジタルマーケティングの推

進を考えているところであります。既にスマート

フォンやＳＮＳの活用が一般的となり、デジタル

を使った情報発信が主力となりつつあります。本

市においても、公式ホームページやＳＮＳでの情

報発信を行っておりますが、まだまだ伝えたい人

に伝わる内容にはなっていないと感じておりま

す。こうしたことから、デジタルマーケティング

の手法を取り入れ、デジタルツールを最大限に活

用することで発信力の強化に取り組むものであ

ります。 

  具体的には、公式ホームページやソーシャルメ

ディア等へのアクセスに関する分析ツールを導

入し、どのサイトからどのようなキーワードで検

索されてアクセスされたのかのほか、アクセス数

やアクセス後のページの閲覧状況など、様々なデ

ータを分析し、より検索されやすいページづくり

に取り組みます。 

  また、全庁的な研修を行い、デジタルツールの

活用方法のほか、興味を持たれる効果的なページ

づくりのノウハウを共有することで、市全体の情

報発信力を強化してまいります。 
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  次に、（２）の若年層が求める米沢の姿を創造

できているかについてお答えいたします。 

  若年層が楽しい遊び場や自分のやりたい仕事を

求めて、首都圏に流出している状況はあると考え

ており、今後整備する新しい産業団地においては、

若者の定着につながる企業の誘致を推進してい

くこととしております。また、現在策定を進めて

いる新しい総合計画におきましても、若者が本市

に定住するための施策を十分検討してまいりま

す。 

  そうした取組と併せて、シティプロモーション

戦略の推進により、メインターゲットとして設定

している20代、30代の若年層に本市の魅力を発信

し、本市への愛着と共感を深めてもらうことも重

要であります。本市の魅力につきましては、先ほ

ど市長が申し上げたとおりですが、これらは若年

層にとっても十分魅力的なものであると考えて

おります。 

  若年層に伝わる効果的な情報発信を行うことに

より、本市に住む若者においては、地域の魅力を

再認識し、地域への愛着心をさらに高め、本市へ

の定住を促進する効果が期待できます。市外の若

者においては、本市の魅力に興味を持ってもらい、

本市への観光やふるさと納税など、交流人口・関

係人口の増加、さらには移住促進などの効果が期

待できると考えております。 

  今後とも、選ばれるまちを目指して、効果的な

シティプロモーションを推進してまいります。 

  次に、事前の質問通告にありました（３）の首

都圏に本市独自のアンテナショップを設置して

はどうかについてお答えいたします。 

  本市では、首都圏における本市の農産物、加工

品販売とＰＲ活動の拠点として、平成21年度から

平成23年度にかけて試験的にアンテナショップ

の短期出店を行っております。このショップでは、

単なる出店にとどまらず、地域イベントにも参加

するとともに、地域飲食店と連携し、本市の食材

を使用したコース料理の提供にも取り組みまし

た。 

  また、平成24年度から平成28年度にかけては、

本市を含めた全国の７市町が参加する常設アン

テナショップに出店し、本市の農産物のほか、地

酒の販売を行っております。 

  これらの取組においては、本市の農産物の売上

げや本市の認知度向上に効果が認められたもの

の、出店経費が負担となったほか、常設出店では

季節商品による一時的な売上増はあるものの、年

を重ねるごとに売上げが低迷していき、さらには

季節商品の安定供給が困難となるなどの課題が

あり、撤退を余儀なくされたところであります。 

  これらの経験から、首都圏におけるアンテナシ

ョップの常設設置は難しいものと考えておりま

すが、首都圏における本市の魅力発信は重要であ

りますので、費用対効果を検証しながら、短期出

店やイベントへの参画など、様々な可能性を検討

していきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○相田克平議長 木村芳浩議員。 

○１４番（木村芳浩議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。 

  今回、シティプロモーションの具体的な政策が

示された、いわゆるまだ（案）ではございますけ

れども、実際の聞き取りのときも申し上げたよう

に、このシティプロモーションの取組というのは、

もう国内においては早いところで2014年頃から

始まっていますし、もっと古いともう1980年代後

半からシティプロモーションというのはつくり

上げられてきたと。本市においてようやくこの時

代を迎えて、今さらシティプロモーションかとい

う考えも実はあるわけですよね。 

  今日午前中にも質問がありましたけれども、観

光に特化した、あるいはふるさと納税に特化した

事例も含めて、今多額の予算をかけてそちらから

も本市のＰＲは行っていると。にもかかわらず、

ここでまたプロモーションかというところであ

ります。本年に関しましては644万5,000円の予算
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がついて、もうほぼこの中身については外部委託

になろうかと思いますけれども、今企画調整部長

からお話があったとおり、庁舎内で様々な課が連

携を取って、こうした知識を習得する研修会も行

っていくというお話もありましたけれども、今回

のシティプロモーションは20代から30代をター

ゲットにされていて、実質このまちで20代から30

代というのは、今の現状、令和７年１月末現在の

統計でいきますと年間で１万3,000人くらいです。 

  そのうち山形大学、栄養大学、短期大学、800

人から900名の卒業生が毎年いなくなっておりま

すから、実質そこの卒業生で本市に就職する割合

というのは１％から1.5％、あとは大学院への進

学であるとか、八幡原の研究所への就職という中

身になっているそうでありますが、私は、だから

20代、30代の若い人たちがこの米沢に何の魅力を

持って、その魅力とは何なのだと。演壇からも私

が申し上げたとおり、幅広い年代層においては、

上杉文化だとか、上杉まつり、四季のまつり、米

沢牛だ、温泉だ、自然環境だと、いいものはたく

さんあるのですが、今の若い人たちにその魅力が、

いや、いいものは伝わっているのです。食もおい

しいし、伝わっているけれども、この米沢を選択

するというところにおいてはパンチ力が非常に

足りないと思う。 

  これまで先進地の全国の自治体が取り組んでき

たというのは、新たなものなのです。例えば映画

のロケ地をつくろうとか、天元台を活用して夏の

登山にマウンテンランを入れて大会を開くとか、

そういう地域の活用なのです。そういったものを

イベントも含めた中で新たに本市としてつくり

上げていかないと、若い人たちには響かないので

す。世界でｅスポーツ大会をやるかと。せんだっ

ても東町でやられたみたいですけれども、これも

私が一般質問を以前にしたときに、今は天童市だ、

酒田市だ、ｅスポーツが盛り上がってきています

よ。遅れているのです、全部遅れている。やって

いる施策が遅い。ほかが成功したのを見てから少

し予算をつけて勉強会をやって、もうその頃には

二歩も三歩も遅れるから、魅力なんて米沢では取

れないです。どこもやらないことをつくっていか

ないといけない。人なのか、ものなのか。 

  全国のほとんどが公園なのでしょう、パークと

言われる。例えば去年おととしの東京オリンピッ

ク、その前もそうでしたけれども、スケートボー

ドがあれだけ世界を動かした。ダンスがこれだけ

動かした。スノーボードであれだけ活躍する東京

オリンピックもありました。そういう材料が米沢

はそろっているのです。そういう材料がそろって

いるけれども、スポーツ施設にもお金がかけられ

ない。だから、一般質問でもありましたけれども、

若い子たちが中学校を卒業すると、強豪でそうい

う施設がある県内外へ出ていってしまう。それが

きっかけで米沢に戻らなくなってしまう。そうい

ったことを考えれば、人をつくること、そして場

所をつくることというのは私は大切なのだろう

と思いますけれども、そういう意味合いからいっ

て、新しい形というものを考えておられるか、ぜ

ひお聞かせください。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

新しいものをつくっていくというのも大事だと

思いますし、米沢は、先ほど市長が答弁いたしま

したとおり様々な魅力がありますから、それらを

いろいろ組み合わせながら、若者にも十分魅力的

になるような形でそれらを変えていくというこ

とも十分必要ではないかと思っております。そう

いった点につきましては、今現在新しいまちづく

り総合計画をつくろうとしておりますので、そう

いった中で大学生や高校生などの意見も聞きな

がら策定に取り組んでいるわけでありますから、

そういったところを踏まえて新たなものをつく

っていけばいいのかと考えております。 

○相田克平議長 木村芳浩議員。 

○１４番（木村芳浩議員） 大変失礼な言い方にな

ったらあれですが、そこに魅力はないです。分か
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っていらっしゃらない。だって、今私が申し上げ

たことは何十年続けてきましたか。米沢にとって

何十年。だから、40代、50代以降の方々であれば、

そういう魅力というのは今タイムリーにつなが

るかもしれないけれども、二、三十代の子たちは

もうデジタルなのです。我々アナログの時代の人

間ではないのです。だから、例えばこの間も東京

から大学生が来て、雪灯篭まつりには参加できな

かったけれども、雪灯篭をつくりに来た大学生た

ちがいて、僕も交流があったので聞いてみれば、

体験はしてみたいのです。でも、一度体験すれば

十分になってしまいます。我々がつくっていかな

ければならないのは、二、三十代のヘビーユーザ

ーなのです。企画調整部長も市長もおっしゃるよ

うに、また来たいと、ここに移住してみたいとい

う、その形というものは何なのだということなの

です。 

  例えばグリーンツーリズム、農村の家で農業経

験をやるであるとか、アクティブツーリズムと言

われる、いわゆる産学官の中で自然に親しんでそ

のよさを知ってもらうとか、私はそういうことだ

と思うのです。つくっていかなければならないブ

ランド、米沢ブランド戦略をやっていますけれど

も、でもどうでしょう。始まってから、全国の方

がそこを認識している。ブランドは博報堂によく

協力をいただいてやってきましたけれども、地元

の人ですら知らないのです。少し広報で見たな、

何かあったなぐらいのていで。やはりシティプロ

モーションというのは、まず米沢市民の皆さんが

米沢のブランドとそういう若者向けに何ができ

るかということの認識づけから必要だと思うの

です。これは政策に入っていますけれども、イン

ナープロモーションもあって、アウタープロモー

ションにつないでいくと。 

  でも、地元の人が県内外に発信しないものを、

行政だけでやれますか、媒体だけでやれますか。

いや１年目ぐらいは閲覧してもらえるかもしれ

ない。だから、私はもう何十年前に米沢市のホー

ムページがリニューアルされた平成24年だった

か、その頃になぜ市のホームページに入場者のカ

ウント数をつけないのだと。当時の部長たちは一

切つけませんでしたけれどもね、あの当時。よう

やくこれをつけるようになるのですよね。今後、

どうなのですか。市のホームページに入場者数の

カウントはつけられますか。今後もつけませんか。

だって、これも一つの指標ではないですか。今日

１日何人、米沢市のホームページを訪れてくれた

か。これで普通に誰が見てもカウントを取れるわ

けです。もう十何年前です、こんなことを言った

のは。そういうのは部長、どうでしょうね。ごめ

んなさい、これは通告していなかったのであれで

すけれども、そういうものも付け加えることによ

って、米沢の情報がどれぐらい内外に発信できて

いるのか。アクセス数のカウントというのはどう

思いますか。いかがですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 内部的にはアクセス数の

把握、あるいはアクセスされた後にどういったペ

ージに飛んでいるのかとか、そういった分析はす

る予定としておりますけれども、それを公表する

かどうかについては少し検討の余地があるかと

思っております。 

○相田克平議長 木村芳浩議員。 

○１４番（木村芳浩議員） ぜひこれは検討してい

ただいていいと思います。そうすれば、皆さんの

中でも危機感が生まれるのです。何でこんなに米

沢市のホームページは見てもらえるのだろう、見

てもらえないのだろう。判断材料になると思うの

です。その判断材料をもって、こういうプロモー

ションにひとつ積み上げていただければと思い

ます。 

  それから、米沢に行ってみたい、つながってみ

たい、もっと知りたいというのは、今申し上げた

ように人、もの、お金、そして場所、環境、こう

したものがやはり若い人にとっては大変重要な

キーワードになっていく。ですから、例えば米沢
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牛のキャンペーンをするときに、大学生主体で何

かをやっていただいたり、そして大学生の今ネッ

トワークってすごいのですね。海外まであって、

モバイルも含めて、だから海外からも同じ学生た

ちを米沢に呼び込むことができるツールがもう

既にあるそうです。 

  東京とか関東圏の大学生たちは、そういったも

ので逆に日本から海外に行って、向こうで初めて

会う友達になった人たちと関係人口、いわゆるワ

ールド関係というのですかね、海外に。もう国内

ではなくて世界に若い人たちは飛び出していく

時代ですから、そういったことも一つアイデアと

して組み込まれたほうがいいかと。これは提案と

させていただきます。 

  それから、先ほど２回目の質問でやろうかと思

ったアンテナショップの件でございます。去年、

都内のブランド総合研究所、いわゆるＭＴ東京と

言われる東京に集約しているアンテナショップ、

今都道府県、全国の市町村合わせて62店舗現在あ

るそうです。恐らく企画調整部長からの答弁であ

ったのは、昔戸越銀座に行かれていた頃のことだ

と思います。あの頃とはもう状況が変わっていま

すよ、本当に。今は御存じのように有楽町の東京

交通会館、いわゆるふるさと回帰センターがある

ところですね。我々が移住・定住を促すために情

報を発信していただいている場所のいわゆる地

下１階から２階まで、アンテナショップはそこだ

けでも14店舗です。 

  昔は、メインは銀座に多かった。今も山形県の

アンテナショップは銀座にありますけれども、今

は様々なところにあります。山形県でも、河北町

と飯豊町が昨年、一昨年前に東京にアンテナショ

ップを出した。私も先日お邪魔してきたのですが、

今この10月の米騒動で飯豊のお米がとんでもな

いぐらい売れていると。東京市場単価がキログラ

ム1,000円で売られている。飯豊産のアンテナシ

ョップでキログラム700円なので、もう入荷待ち

の方がずらっと並んでいる、予約が入っている。

その中に飯豊町の米作りだ、牛だったり、産業だ

ったりというものを小さなブースの中で発信し

ている。 

  これは、だから媒体で情報を出すというのは新

しい時代の戦略なのだけれども、もう首都圏に小

さくてもいいからアンテナショップをつくって、

誰が来ても対応できるということで、やはりそこ

が一つの関係人口をつくるきっかけづくりにな

るのです。費用対効果がどうだとよくおっしゃる

のだけれども、先行投資なのです。何でもそうで

はないですか。この644万5,000円も先行投資でし

ょう。これで若者が、20代、30代の子が、40代が

来るか分からない。これも予算としては先行投資

だ。だったら、東京にアンテナショップを出した

ほうがもっといいかもしれない。物は売れる、確

実に売れる。米沢の情報はつながる、関係人口が

できる。米沢に来てみませんか、こういうところ

ありますよと。そこで働いてもらえるスタッフも

また米沢から離れた人たちが集まってくれたら、

なお最高ではないですか。そういう考えの下で、

ぜひ私はアンテナショップを東京に出してほし

いと思うのですが、企画調整部長いかがですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先行投資としての費用と

いうのももちろん考えられることではあります

けれども、それにしてもほかの自治体がどういっ

た形で今運営されているのか、あるいはどういっ

た課題があるのか、そういったところをやはりし

っかり調査研究しながらやっていく必要がある

と思いますので、その部分について今後進めてい

きたいと思っております。 

○相田克平議長 木村芳浩議員。 

○１４番（木村芳浩議員） ぜひリアルタイムに行

ってください。デジタルの時代です。今はアナロ

グではないのです。先行事例の自治体を見ている

暇などないのです。だって、実質もう出ているわ

けですから、どんどんどんどん今これから地方の

1,800近い市町村が東京に進出して、独自のアン
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テナショップを持って、そしてそこで発信してい

く。市のホームページにも、東京首都圏にはこう

いうアンテナショップがありますから、まずそこ

に足を運んでください。そこでヘビーユーザーを

つかむのです。地方に来たら何をしたいですか、

山形の米沢に来たら何がしたいですか。足を運ん

でくれるのです。だって、マーケットの市場が違

うのです、人口の市場が違うのです。もちろんネ

ット上の人口も違うのだろうけれども、人と会話

ができる場所というのは必ず必要になってくる

のです。 

  だから、私はそういった意味で今ブランド総合

研究所がこれからどんどん増えていくという結

果を出している中で、そこにやはり遅れてはなら

ない。もう本当に米沢はマンパワーが足りないの

です。20代、30代の人たちが足りない。今そんな

のんきなことを言って、パッケージを組み合わせ

てなんて、本当に誰も乗っからないです。若い子

の話にもっと耳を傾けて、実際にドン・キホーテ

をつくってほしいとか、今できましたけれども、

ラウンドワンをつくってほしいとか、何十年前か

ら話があってようやく出来上がってきているの

です。スタバもあるけれども、でもそんなことで

はない。もっと高いレベルで物事を考えてほしい

と思うのです。 

  ですから、今後のシティプロモーション、今回

これは戦略（案）ですけれども、これはまだまだ

改良の余地があると思います。この（案）が取れ

たときに、もう少し中身が濃いもの、人なのか、

ものなのか、場所なのか、環境なのか、そこが一

切これに記載されていませんので、その辺も含め

てこの案を捉えるときに、ひとつ組み込んでいた

だきたい。市長、最後にお聞きしますが、いかが

でしょうか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 木村議員、ありがとうございます。

今、様々御提案いただきました。一つ一つ受け止

めながら、次の成案に向けてよりよいものをつく

ってまいりたいと思っています。 

  １点、アンテナショップについてですけれども、

先日、これは一つのイベントですけれども、八重

洲のミッドタウンで行われた「おにぎりサミッ

ト」というのに出てまいりました。大変多くの人

が来場されて、また多くのメディアが来られてい

ました。各自治体力を合わせてというイベントで

したけれども、そういったものも非常に意味があ

ると思いますし、また、一人一人が発信していた

だけるようなＳＮＳ戦略というのでしょうか。行

政発信だけではなくて、それぞれの個人が発信し

てもらえるような仕組みづくりということも大

事でしょうし、総動員で頑張りたいと、このよう

に思います。 

○相田克平議長 以上で14番木村芳浩議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時１５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時２５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、小中学校屋内運動場への空調設備設置の

促進について、23番齋藤千惠子議員。 

  〔２３番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○２３番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。

一新会の齋藤千惠子でございます。 

  今年の冬は災害級とも言える大雪で、皆様大変

御苦労なさったことと存じます。中でも被害に遭

われた皆様にお見舞いを申し上げるところでご

ざいます。 

  今日は、大雪でお疲れの中、また何かとお忙し

い中、傍聴にお越しくださいました皆様、本当に

ありがとうございます。また、ユーチューブで御

覧くださっている皆様もありがとうございます。
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感謝を申し上げます。 

  さて、今回の質問は、未来を担う大事な子供た

ちの命を、そして市民の皆様の命を守るために、

小中学校の屋内運動場の空調設備の設置につい

て質問させていただきます。 

  「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時

代が来た」と国連アントニオ・グテーレス事務総

長が警鐘を鳴らしました。気象庁のウェブサイト

の世界の月ごとの異常気象によれば、世界高温発

生地域に日本は丸々入っていますし、各月の世界

の異常気象の分布図を見ますと、2024年の夏の期

間、日本は真っ赤です。 

  最近は夏の期間が長く、９月に入っても猛暑日

を記録するなど、全国的に見ても熱中症患者は増

加しています。こうした地球沸騰化の影響は、１

つに熱中症の増加、２つ目に自然災害の増大に大

きな影響をもたらしています。世界の平均気温が

数度上がると、世界の環境は一変します。１回の

災害の被害が拡大し、災害の回数も増えているの

です。 

  こうした地球規模での環境の変化により、命の

危険がある熱中症が増加し、自然災害も拡大して

いく中、指定避難所となっている小中学校屋内運

動場を平時に利用する児童生徒の熱中症対策と

して、断熱性能の確保と空調設備の設置は本市に

とっても急務であると考え、今回質問させていた

だきます。 

  小項目１、本市における小中学校屋内運動場の

現状についてお尋ねいたします。 

  まず初めに、本市の小中学校屋内運動場におけ

る熱中症対策をお知らせください。また、全国的

には空調が設置されていない屋内運動場の大半

は、断熱性能も確保されていないようです。その

ため、夏場は蒸し風呂のような暑さになり、体育

や部活動での使用を控える学校も多く、教育活動

にも支障が生じているとの報道もありましたが、

本市ではどのような状況でしょうか、お知らせく

ださい。 

  さらに、熱中症対策の一つ、昨年、全小中学校

屋内運動場に設置したスポットクーラーについ

てお伺いいたします。このスポットクーラーはあ

くまでスポット的な効果、つまりその前にいる人

が涼める程度と認識しています。なぜなら、冷房

能力は、例えば業務用で2.5キロワット、ちなみ

に通常のエアコンであれば2.5キロワットは８畳

が目安です。広い体育館でいつまでもこのスポッ

トクーラー設置のみの教育環境で、子供たちの健

康を、そして命を守ることはできるとお考えでし

ょうか。米沢市小中学校熱中症対策ガイドライン

にのっとった今後の計画も含めてお伺いさせて

いただきます。 

  小項目２つ目、避難生活における良好な生活環

境の確保に向けてお伺いいたします。 

  酷暑や極寒、こうした時期に災害が起こり避難

所として使用することを考えると、避難者の健康

確保は難しくなると考えられます。事実、昨年１

月の能登半島地震の際は、空調設備が整っている

教室を被災者の生活拠点とした学校が数多くあ

ったそうです。 

  本市においても、小中学校は指定避難所、そし

て指定緊急避難場所となっています。酷暑の夏に

大規模災害が発生し避難所となった場合、高温の

環境では熱中症の危険性が高まり、二次災害を引

き起こす原因となり得るのです。そのため、本市

は民間の会社と災害時におけるレンタル機材の

提供に関する災害協定を締結し、避難所の環境を

整えるとしていますが、その内容についてお知ら

せください。 

  小項目３つ目、子供たちの命を守るため、避難

者の命を守るために小中学校屋内運動場への空

調設備の設置は必須ではないかについてお尋ね

いたします。 

  まず、優先すべきは、言うまでもなく子供たち

の命、市民の皆様の命です。平常時も非常時も使

用する小中学校屋内運動場への空調設備の設置

は必須です。近年、猛暑日が増える中で、空調設
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備の設置は単なる快適性の向上ではなく、命を守

るための設備として、その重要性はますます高ま

ってきています。全ての市民の方々にとって、安

全で安心なまちづくりにつながるものと思いま

すが、どのようにお考えでいらっしゃいますか。 

  地方自治体の多くは、財政的な理由により、社

会的ニーズへの施設整備が追いついていないの

が現状であるかと思います。幸い、国の交付金制

度は大変拡充しています。緊急防災・減災事業債、

空調設備整備臨時特例交付金、社会体育施設を含

めた学校施設環境改善交付金など、自治体の実質

的な返済負担が大きく軽減されています。 

  世界で最も災害の多い国日本だからこそ、なお

さら避難所の整備が急務です。災害は、場所と時

を選びません。言うまでもなく、教育は国の礎、

国家百年の計であり、将来の日本をつくる子供た

ちが安心して学べる学校教育環境は当然確保さ

れるべきものです。子供たちの命を守るため、市

民の皆様の命を守るため、ぜひこれらの交付金活

用等も含め再考いただきますように強くお願い

申し上げ、演壇からの質問とさせていただきます。 

○相田克平議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、大項目、小中学校屋

内運動場への空調設備設置の促進についてのう

ち、（１）本市における小中学校屋内運動場の現

状についてと（３）子供たちの命を守るため、避

難者の命を守るために小中学校屋内運動場への

空調設備の設置は必須ではないかの質問にお答

えいたします。 

  初めに、（１）本市における小中学校屋内運動

場の現状についてですが、現在、本市の小中学校

屋内運動場は、全ての施設で断熱性が十分にある

と言える状況にはなく、室内の温度は外気温の影

響を大きく受ける状況となっています。特に近年

では地球温暖化の影響により、夏には記録的な高

温となり、熱中症のリスクが高まっていることは

深刻な問題であり、また、冬には寒冷な環境とな

ることから、教育環境として児童生徒が快適に過

ごせる施設環境を提供してくためには、大きな課

題となっているところです。 

  次に、米沢市小中学校熱中症対応ガイドライン

に沿った小中学校における屋内運動場の熱中症

対策の現状についてですが、米沢市小中学校熱中

症対策ガイドラインでは、暑さ指数の数値による

運動の制限について示しています。暑さ指数が28

を超えると「厳重警戒」となり、激しい運動や体

温が上昇しやすい運動を控えた上で体育や部活

動などの運動を行うこと、また、数値が31を超え

ると「危険」となり、全ての運動を中止するとい

う対応が求められています。各小中学校では、体

育の授業や部活動の前に暑さ指数を測定し、その

数値を基に体育の授業や部活動実施の判断を行

っております。 

  次に、熱中症対策として、今年度取り入れた機

器の実際の活用状況はどうなっているかについ

てですが、今年度はスポットクーラー、高性能Ｉ

ｏＴセンサー「ソラテナＰｒｏ」、熱中症リスク

判定システム「カオカラ」を導入し、熱中症対策

を進めてまいりました。 

  スポットクーラーは、市内全ての小中学校の体

育館に設置し、運動時に上昇した体温を下げるク

ーリング効果が得られました。児童生徒が安全に

運動するための一助となっております。 

  ソラテナＰｒｏは、測定器をグラウンドに設置

し、気温や暑さ指数をはじめとする７つの気象観

測要素を随時パソコンやスマートフォンから確

認することができるシステムで、今年度は市内４

つの中学校に試験導入として設置し、全ての中学

校や近隣の小学校においても、設置した中学校の

気象観測データを確認しながら、より丁寧かつ迅

速に熱中症対策を講じることにつながりました。 

  カオカラは、市内全ての中学校に試験導入した

システムで、タブレットで顔画像を撮影すると、

顔の表情などの情報から熱中症リスクを４段階

で判定するもので、客観的に熱中症のリスクに気
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づくことができるものです。結果を受けて、生徒

が自分の体調を自覚し、休憩や水分補給を行うき

っかけとなり、熱中症への対策につながりました。

このような取組により、児童生徒の健康を守るた

めの環境が整備されています。 

  次に、暑さ指数の数値により教育活動に支障が

あったかについてですが、先ほど申し上げたとお

り、暑さ指数の測定値によっては、激しい運動を

控えたり、運動の実施自体を中止したりするなど

の対応を行いますので、予定していた体育の授業

や部活動が中止になることもありました。急な変

更とならないよう、ソラテナＰｒｏのデータや環

境省の暑さ指数を基にあらかじめ暑くなること

が予想できる場合には、各学校では日程を変更し

たり、暑い時間帯を避けて実施したりするなど、

柔軟な対応により、児童生徒の安全・安心を確保

した上で運動機会を保障してまいりました。 

  次に、（３）子供たちの命を守るため、避難者

の命を守るために小中学校屋内運動場への空調

設備の設置は必須ではないかの御質問にお答え

いたします。 

  昨年、小中学校における熱中症対策として、県

補助金を活用した中学校施設への配置だけでは

なく、本市独自の施策として小学校の屋内運動場

にもスポットクーラーを配置したところです。こ

のことは、熱中症予防のためのクールダウン等に

有効な対策の一つではあるものの、根本的な課題

解決には十分な能力を持つ空調設備の整備が必

要と考えております。 

  国においては、令和６年度補正予算において、

避難所となる全国の学校体育館等への空調設備

整備の加速化に向け、空調設備整備臨時特例交付

金を創設し、設置促進を図ろうとしており、2035

年時点での全国の設置率を95％にすることを目

指しているとのことであります。 

  しかしながら、小中学校の屋内運動場に空調設

備を設置する場合には、断熱性向上のための改修

工事も併せて実施する必要があり、市内全ての小

中学校に整備するためには多額の費用を要しま

す。先頃議会にお示しした今後の財政見通しの中

には、この費用負担は見込んでおらず、新たに財

政フレームに組み込むことになれば、厳しい財政

状況の中、さらにこれを圧迫することになること

から、慎重な検討と判断が必要になります。 

  このため、教育委員会といたしましては、屋内

運動場への空調設備整備の重要性と必要性の高

さは十分に認識しているものの、当面は昨年配置

したスポットクーラーの有効活用と併せ、米沢市

小中学校熱中症対応ガイドラインに沿った熱中

症対策を講じることにより、児童生徒の熱中症予

防を進めてまいりたいと考えております。 

  その上で、屋内運動場への空調設備整備という

課題については、今後の学校施設の建て替えや長

寿命化改修の時期、さらには国の支援制度の終了

期限なども考慮し、新総合計画策定に合わせた具

体的な施策の検討の中で、効率的な整備手法等の

研究を行うとともに、全庁的な協議を進め、本市

としての方針を決定してまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私からは、（２）避難生

活における良好な生活環境の確保に向けてにつ

いてお答えいたします。 

  災害時の避難生活における良好な生活環境の確

保は、非常に重要な課題の一つと認識しており、

特に小中学校の屋内運動場が指定避難所として

利用される場合、避難者の命と健康を守るために

は、空調設備の整備が大切であると考えておりま

す。 

  特に近年は、異常気象により夏は酷暑、冬は厳

冬といった極端な気候が続いていることから、こ

れに対応するための空調設備の整備が求められ

ており、暫定的な対応ではありますが、令和６年

７月に災害時におけるレンタル資機材の提供に
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関する協定を全国展開されているレンタル事業

者と締結し、避難所における冷暖房対策を図った

ところでございます。 

  この協定では、災害時におけるレンタル資機材

の提供を通じて、避難所での快適な生活環境を確

保することを目的としており、具体的には冷暖房

空調設備などを迅速に提供してもらい、避難者が

安心して過ごせる環境を整えることを目指して

おります。 

  協定を締結しましたレンタル事業者は、全国各

地に約600か所の支社・支店を構え、全国に多様

な資機材を所有しており、全国の約400自治体、

県内では12自治体と防災協定を結び、東日本大震

災をはじめとする過去の災害時においても実績

を有しており、いざというときにはそのネットワ

ークを最大限に活用し、万全の体制で対応するこ

とが可能と伺っております。 

  この協定により、必要なときに迅速に空調設備

を提供できる体制を整備することで、避難者が快

適な環境で過ごすことができ、可能な限り健康リ

スクが軽減されることを目指しているところで

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。最後に申し上げるつもりでおります

が、何を最優先にするのか、そこの見極めかと思

ってお聞きしたところでございます。本当に御答

弁ありがとうございました。 

  質問席からお尋ねいたします。環境省や文部科

学省から示された「学校における熱中症対策ガイ

ドライン作成の手引き」というもの、そこから本

市もガイドラインをつくっていらっしゃるもの

と思いますが、その改定版に、当初想定した以上

の気温の上昇は子供たちに相当の負担を与え、よ

り適切で効果的な対応が求められているとなっ

ておりました。 

  先ほど御答弁にもありましたが、昨年夏の本市

における暑さ指数の「厳重警戒」、指数が28以上

になると熱中症にかかりやすいとされるこの「厳

重警戒」は何日あったものでしょうか。また、31

以上になると特別な場合以外は運動を中止する、

その「危険」とされる日は何日あったものでしょ

うか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 屋外グラウンドに設置し

ましたソラテナＰｒｏで測定した測定値により

ますと、７月から10月下旬まで120日間設置した

わけですけれども、「厳重警戒」となった日数は

70日、「危険」となった日数は２日ございました。 

  以上です。 

○相田克平議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。今、両方の「厳重警戒」と「危険」日の日数

をお伺いしました。やはり今数字をお聞きします

と、本市でもなおさらのこと猛暑による熱中症か

ら子供たちを守る対策は急務であると、今数字を

お聞きして感じたところでございます。 

  一つお尋ねしたかったのは、本市がレンタル機

材の災害協定を締結した民間の会社、航空自衛隊、

陸上自衛隊とも締結しているようにホームペー

ジで載っておりました。また、多くの県や市町と

も締結しているようでございます。本市の調印式

で、避難所における冷暖房対策といった課題克服

の一助となるとの会見をお聞きしたところでご

ざいます。県内でも村山市や天童市も本市と同じ

会社と締結しているようですが、災害が年々大規

模化、そして頻発化、広域化している現在、それ

ぞれの小中学校のエアコン設置の提供は、今御答

弁いただきましたが、確保されて、そこに避難し

た方々の命は保障されるもの、つまり自前でそろ

えなくても、準備しなくても大丈夫、命は守られ

ると、そう理解してよろしいのでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 壇上からも御紹介させて

いただいたとおり、協定を締結したレンタル事業
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者は全国展開されている事業者ということで、多

くの営業所を持ちながら全国の自治体と協定を

結んでいるという事業者ですので、いざという災

害のときに、ある程度大規模な災害であっても対

応は可能だというお話をお聞きしておりますの

で、相当御期待を申し上げてよろしいかと考えて

おりますけれども、これはあくまで暫定的な対応

と考えておりますので、抜本的な対策については

また別な形で、通常時の使用、あるいは災害時の

使用については引き続き検討していく必要があ

ると認識しております。 

○相田克平議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。少しほっといたしました。 

  ここの会社は空調設備ばかりでなく、避難所の

トイレや自家発電とか様々な設備を有し、またそ

れを十分確保されるだけの容量と認識したとこ

ろでございます。 

  もう一つお尋ねしたいのは、文部科学省が令和

６年度補正予算を組みというところで先ほど壇

上からも御答弁いただいたところでございます

が、空調設備整備の加速化というところで一つお

尋ねしたいのが、長井市の事例でございます。長

井市が国の交付金を使ってしっかり整備したと

ころが載っておりました。体育館の断熱・遮熱対

策事例として挙げられておりました。 

  一つ御紹介いたします。長井市では、窓ガラス

やドアの改修による断熱性確保と併せ、７つの小

中学校の体育館等に空調設備を整備しました。公

表されています事業内容を見ますと、総事業費約

５億8,000万円、工事期間約５か月の事業のよう

でございました。特に冬期の暖房使用を想定し、

暖房を滞留させないよう天井部にシーリングフ

ァンを設置したとも聞いております。 

  この事例のように、自治体の財政的負担を軽減

するために、財源の有効な候補として国の有利な

支援を積極的に活用し、環境を整えていくという

ことは、どのようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 議員がお述べのとおり、

国においては今年度の補正予算で空調設備整備

に特化した交付金を新設しまして、整備を加速す

る方針ということで打ち出しております。今御紹

介のホームページの中には、長井市に加えて東京

都日野市の事例も紹介されておるようでござい

ます。またあわせて、短期間にかつ安価にできる

整備方法についてもいろいろと御紹介されてお

ります。 

  学校施設の管理者としてまず優先すべきは、児

童生徒と教職員の命と健康を守ることでありま

す。しかしながら、教育長の答弁のとおり、市内

全ての小中学校体育館に空調設備を整備という

ことになりますと、国の有利な財源、交付金制度

を活用したとしても、大きな財政負担が生じると

いうことについては間違いないかと思っており

ます。 

  まずは、今年度から策定を進めております本市

の新総合計画、次年度に策定を進める基本計画と

第１期実施計画に登載する具体的な施策の検討

の中で、御紹介のあった長井市をはじめ全国の事

例から様々な工事手法等の情報収集、さらには費

用負担を抑える整備手法の研究を行いながら、全

庁的な協議を進めて、本市の方針をまず決定する

必要があると考えております。 

○相田克平議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。 

  現在、全国の公立小中学校体育館での空調設備

の設置率、約２割弱ということでございますが、

東京都は９割近くの体育館に設置が進んでいま

す。全国的に見ると、財政力の豊かな大都市部と

地方の設置率に大きな格差があるようでござい

ます。先ほど御答弁にもありましたが、やはり厳

しい本市の財政の中で何を最優先にするのか。命

に関わること、待ったなしのことでございます。

ゆっくり検討している場合ではないと私は思う
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わけでありますが、最後に市長、特にこの重要性

の認識についてどのようにお考えかお知らせく

ださい。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 齋藤議員の御質問にお答えいたし

ます。 

  空調設備でありますけれども、温暖化対策とい

うのは極めて最重要なテーマだと思っています。

今もその近くを通ると心が痛むわけですが、三中

学区で中学生の大変不幸な事故が発生したわけ

であります。あのことは二度と起こしてはいけな

いと、こういう思いで私も就任以来ですね。であ

ればこそ、当時の予算の中で山形県内では初めて

全部の小学校・中学校にスポットクーラーをまず

は急ぎ導入させていただいた。さらには、教育長

に御就任いただいた佐藤教育長の下において、先

ほど来説明のあるカオカラシステムであるとか、

様々なものをとにかくやろうということでここ

まで来ているところであります。 

  少ない予算の中でできることを最優先というこ

とで、この１年間やってまいりました。一定の効

果はあるかと思っております。ですから、重要だ

という認識は議員と我々一緒かとこのように思

っております。よりよい施設をという御提案はよ

く分かりますので、次期総合計画の中においてき

ちんと整備ができるよう検討を進めていきたい

と、このように思っております。 

○相田克平議長 以上で23番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時５５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時５６分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、消費者行政の充実・強化を、７番小久保

広信議員。 

  〔７番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○７番（小久保広信議員） 一般質問も10番目とい

うことで、本日、間もなく午後４時になろうとし

ておりますが、皆さん大分お疲れのことだと思い

ます。30分間、ぜひお付き合いいただければと思

います。 

  私からは、消費者行政の充実・強化を図るべき

ではないかについてお伺いします。 

  消費者をめぐる課題は、高齢化などを背景とし

た消費者の多様化やデジタル化など、社会情勢が

目まぐるしく変わる中で大きく変化しています。

高齢者だけではなく若い人も未然に防ぐことが

難しいと考えられる問題や、被害回復の場面で課

題がある問題として、フィッシング、サポート詐

欺、偽サイト、定期購入、ＳＮＳ広告をきっかけ

とする副業や投資、電話勧誘などの事例が挙げら

れます。 

  インターネット取引では、相手方が所在不明で

あったり、連絡不能な場合があり、被害回復が難

しいケースも多く、そのため未然の防止がより一

層重要になっています。さらに、契約した当時の

広告や販売サイト、相手方とのやり取りなどの取

引に関わる証拠も残っておらず、被害回復が困難

なケースも見られています。このように、消費者

を取り巻く状況は今まで以上に複雑かつ巧妙化

しています。 

  消費者行政の充実・強化は、消費者政策の推進

の最重要課題の一つです。消費者行政は、一人一

人の消費者に安全・安心を提供するもので、地方

消費者行政の現場での取組の積み重ねこそが成

果へと結びつきます。 

  消費者庁では、地方公共団体の自主財源に裏づ

けられた安定的な取組を促すとともに、地方消費

者行政強化交付金を通じた財政面での支援に加

え、地方消費者行政の最前線で重要な役割を担っ

ている消費生活相談員の能力や経験などに見合
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った処遇への改善に向けた働きかけ、消費生活相

談のデジタル化などにも取り組んでいます。本市

は、消費者行政の充実・強化をどのように考えて

おられるでしょうか、お伺いいたします。 

  １点目の消費者行政の現状はどうなっているの

かについてお伺いします。 

  本市の消費生活センターの現状はどうなってい

るのでしょうか。相談件数はどうなっているので

しょうか。また、消費生活相談窓口の体制はどう

なっているのでしょうか、お伺いします。まずは、

消費生活センターの相談件数はどれくらいなの

ですか、お伺いします。 

  次に、消費生活相談窓口の体制についてお伺い

します。 

  独立行政法人国民生活センターでは、消費生活

相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制

度を実施しています。消費者安全法に基づく登録

試験機関として、消費生活相談員資格試験を実施

しています。この試験は1991年度から同センター

が実施してきた消費生活専門相談員資格認定試

験も兼ねています。この試験に合格すると、消費

生活相談員資格（国家資格）と消費生活専門相談

員資格の両方が付与されます。 

  2014年６月、消費者安全法が改正され、地方公

共団体における消費生活相談体制を強化するた

めに、消費生活センター等に事業者に対する消費

者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消

費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は

消費生活相談員資格試験に合格した者、またはこ

れと同等の専門的な知識及び技術を有すると市

町村が認めた者から任用することとなりました。 

  この試験は、相談現場に消費生活相談員として

第一歩を踏み出す際に必要な基本的知識力とそ

の活用能力を確認することを目的に実施されて

います。消費生活相談に当たる職員は、この資格

を有しているのでしょうか。消費生活相談員の資

格を有する職員が配置されているのか、お伺いい

たします。 

  ２点目の消費生活相談員の能力・資質向上を図

る施策は行われているのでしょうか。 

  消費生活問題は目まぐるしく変化し、関連法令

も改正がなされています。資格認定者には知識や

情報を常にブラッシュアップすることが求めら

れています。消費生活専門相談員資格認定制度は

５年ごとの更新制とし、更新講座の受講等を経る

ことで、資格認定者は消費生活相談に携わる能

力・資質の維持・向上を図るとしています。 

  消費生活相談体制の充実について、どのように

考えているのでしょうか。会計年度任用職員での

対応でいいのでしょうか。消費生活相談員の専門

性を高める必要があるのではないでしょうか。本

市はこのことをどのように捉えているのか。能

力・資質向上のためにどのようなことを行ってい

るのでしょうか、お伺いいたします。 

  ３点目の地方消費者行政強化交付金を活用して

いるのかについてお伺いします。 

  先ほども触れましたが、消費者庁では、地方公

共団体の自主財源に裏づけられた安定的な取組

を促すとともに、地方消費者行政強化交付金を通

じた財政面での支援を行っています。本市は、こ

の交付金を活用しているのでしょうか。 

  この交付金は、①国として取り組むべき重要な

消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方

公共団体を支援、②消費生活相談員、消費者行政

職員等のレベルアップのため、消費者トラブルな

どに関する研修の参加に必要な経費を支援、③引

き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済

が受けられるよう体制整備を支援しています。地

方消費者行政強化事業として、原則、補助率２分

の１です。 

  １つ目が、メール、ＳＮＳ等を活用した消費生

活相談のデジタル対応、新たな相談支援システム

への移行に係る経費などの情報化対応の推進や、

指定消費生活相談員及び主任相談員による相談

機能の強化、広域連携の立ち上げなどによる自治

体連携の促進による相談体制の維持・充実に対す
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るものです。 

  ２つ目が、国の重要政策に係る消費生活相談員

等レベルアップ事業で、補助対象が消費者行政に

関わる消費生活相談員、行政職員、教員です。 

  ３つ目が、霊感商法を含めた悪質商法対策事業

として定額補助があります。消費者被害の防止・

早期発見、消費生活相談等の機能強化が対象にな

っています。 

  このように、消費者政策の推進のため、積極的

に取り組む地方公共団体を支援、消費生活相談員、

消費者行政職員などのレベルアップのための消

費者トラブルなどに関する研修の参加に必要な

経費を支援、どこに住んでいても質の高い相談・

救済が受けられるよう体制整備を支援していま

す。本市はこの交付金を活用されているのでしょ

うか、お伺いいたします。 

  最後に、（仮称）消費者教育推進計画の内容は

どのようなものなのでしょうか。 

  令和７年度市政運営方針で、消費者被害や犯罪

被害の対策については、消費生活相談の体制を維

持するとともに、（仮称）消費者教育推進計画を

策定し、環境の変化に対応した継続的な消費者教

育を実践するとしていますが、計画の内容はどの

ようなものを考えておられるのでしょうか、お伺

いします。 

  また、教育推進の計画ですが、相談体制を含め

た消費者行政全般に関する計画が必要なのでは

ないでしょうか。本市のお考えをお伺いし、演壇

からの質問といたします。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

  〔佐藤明彦市民環境部長登壇〕 

○佐藤明彦市民環境部長 私から、消費者行政の充

実・強化をについてお答えいたします。 

  初めに、（１）消費者行政の現状はどうなって

いるのかについてですが、本市消費生活センター

に寄せられる相談件数につきましては、令和４年

度495件、令和５年度484件、令和６年度は12月末

現在の件数ですが388件となっております。相談

形態内訳としましては、令和４年度、電話307件、

来所184件、文書４件、令和５年度、電話337件、

来所147件、文書０件、令和６年度、電話225件、

来所111件、文書２件となっておりまして、傾向

としては、電話が約６割強、来所が３割強となっ

ておるところでございます。 

  相談内容の傾向としましては、身に覚えない封

書やはがきによる請求など商品一般が多くなっ

ており、次に消費者金融や多重債務など金融・保

険サービスが多くなっております。最近では、注

文した商品が欠品したため○○ペイで返金する

と言われ、無料通話アプリでやり取りしていたと

ころ、逆に送金させられるという事例に類似した

相談も寄せられております。 

  次に、消費生活相談の窓口体制ですが、現在、

会計年度任用職員２名で行っており、２名とも独

立行政法人消費生活センターの消費生活専門指

導員及び国家資格の消費生活相談員の資格を有

しております。また、２名の相談員のうち１名は

平成23年度に採用、もう１名は平成28年度に採用

し、継続して業務に就いていることから、経験も

十分であり、連携して業務を推進していると認識

しております。このようなことから、相談者に対

しても安心して相談できるような体制ができて

おり、近隣市町と比較しても充実した窓口になっ

ていると考えております。 

  次に、（２）消費生活相談員の能力・資質の向

上を図る施策は行われているのかについてお答

えいたします。 

  議員がお述べのとおり、消費者問題は目まぐる

しく変化しており、それに合わせた関係法令の改

正などが頻繁であることから、能力や知識の向上

が必要不可欠であることは十分に認識しており

ます。 

  そのため、本市の消費生活相談員につきまして

は、独立行政法人国民生活センターや消費者庁が

開催する研修講座等に毎年２回から３回ほど参

加し、知識や情報のブラッシュアップに努めてい
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るところです。 

  こうした研修講座に継続的に参加することで会

計年度任用職員としても専門性を高めることが

でき、現在のところ十分に業務が果たされている

ものと認識しております。 

  なお、消費生活専門相談員の資格更新時には、

国民生活センターが指定する研修講座の受講が

必要となっておりますが、本市の消費生活相談員

については現職であるため、更新時の講座受講は

免除されているところです。 

  次に、（３）地方消費者行政強化交付金を活用

しているのかについてお答えいたします。 

  議員がお述べのとおり、この交付金は地方公共

団体に自主財源が確保され、安定的な取組ができ

るよう、国が財政面の支援を行い、各種消費者政

策の実施を促しているものとなります。 

  本市では、御質問のありました地方消費者行政

強化交付金と併せて地方消費者行政推進事業交

付金を活用しており、この２本の交付金を活用し

ながら消費者行政の施策を実施しております。 

  １つ目の地方消費者行政強化交付金を活用した

事業としましては、実施メニュー「重要消費者政

策に対応する地方消費者行政の充実・強化」の中

の「ＳＤＧｓの取組」からは「エシカル消費の普

及・促進」を活用し、小中学生への啓発テキスト

等の配布を行っており、家庭や授業等での活用を

お願いし、普及・啓発を図っております。 

  また、実施メニュー「国の重要政策に係る消費

生活相談員等レベルアップ事業」からは「国が指

定するテーマの研修への参加」を活用しておりま

して、（２）でお答えいたしました消費生活相談

員の研修講座受講に係る旅費や負担金等に活用

しております。 

  ２つ目の地方消費者行政推進事業交付金を活用

した事業としましては、「地域社会における消費

者問題解決の強化に関する事業」のメニューを活

用し、「高齢者消費者被害防止ネットワーク推進

事業」や「学校と地域の連携による消費者教育支

援事業」を公益財団法人消費者教育支援センター

への委託業務として実施しております。 

  主な事業を申し上げますと、高齢者消費者被害

防止ネットワーク推進事業については、消費者見

守りメイトの養成講座等を実施し、高齢者被害防

止の見守りの輪を広げております。また、学校や

地域の連携による消費者教育支援事業について

は、消費者教育への理解や必要性について、イベ

ントなどを通じて啓発している団体「エシカルＹ

ｏｎｅｚａｗａ」のサポートやアンケート調査、

分析等を実施しており、意見や結果を次年度以降

の事業や今後の計画策定等に反映していきたい

と考えております。 

  また、市内の任意団体「米沢市消費生活研究会」

に消費者被害防止の寸劇を通じた市民向け講座

の開催を依頼し、地域での消費者被害防止の意識

づけや啓発に努めていただいております。 

  最後に、（４）消費者教育推進計画の内容はど

のようなものかについてですが、令和７年度に策

定する（仮称）消費者教育推進計画は、消費者教

育に継続的に取り組むことで、消費者被害・事故

に遭わない消費者の育成や、安心して豊かな生活

を送るため、自ら気づき考え行動する消費者の育

成などを目的としております。 

  今年度は、本市の消費者教育支援事業で長年御

協力いただいている公益財団法人消費者教育支

援センターに相談・依頼しながら、教育機関に対

するアンケート調査、警察や教育、福祉などの各

関係機関を集めたワークショップ開催による課

題の洗い出しを行ってきたところです。その結果、

教育機関における消費者教育の充実や見守り活

動の広がり、地域活動団体との連携などが課題と

して上げられたところです。まだまだ構想の段階

ではございますが、このような点を中心に課題解

決、目的達成のため適切に計画に盛り込み、事業

展開を図りたいと考えております。 

  なお、議員から御提案のありました相談体制を

含めた計画にすべきではにつきましては、本計画
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につきましては、消費者基本法や消費者安全法及

び消費者教育推進法などの関係法や山形県が令

和４年に策定した第４次山形県消費者基本計画

などを参考にしながら策定したいと考えており

ますので、一体的な計画策定も視野に今後関係者

と検討してまいりたいと思います。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 答弁ありがとうござい

ます。 

  相談件数、割と電話のほうが多いですね。消費

生活相談を市のホームページで探しますと、なか

なか消費生活センターに届かないというか、たど

り着きにくい状況がありますし、あと、庁舎の窓

口に行っても、どこに消費生活センターがあるの

か分からない。看板も出ていませんし、そういっ

た中で窓口に来られる方が少ないのかとも思っ

たのです。その点はいかがなのでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 先ほど壇上からも御答弁

させていただきましたが、来所者が約３割という

ことで、決して少なくない方が来所されていると

思っております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 私が聞きたかったのは、

看板であるとか、ホームページでいうと実際探す

のに非常に苦労しました。組織の生活安全課から

だと消費生活センターに行くのですけれども、そ

うでないとこういうのがありますというだけの、

そこからセンターへ飛ばないページであったり、

そういったところからもそこら辺の対応が必要

なのではないかと思いますし、窓口についても、

１階に行って生活安全課があるのですけれども、

ここに消費生活センターがあるのかないのかも

分からない。そういった状況なので、その点はや

はり工夫すべきだと思うのですが、いかがですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 まず、ホームページです

が、聞き取りの際に議員からこの話を受けまして、

早速ですがトップページからワンクリックでア

クセスできるように見直しを図ったところでご

ざいますので、ぜひ御確認いただければと思いま

す。 

  また、場所の庁内での案内表示ですが、全庁的

な窓口の案内表示の見直しを今やっております

ので、全体的なところはそちらで進めてまいりま

すが、当面、生活安全課内に消費生活センターの

案内を並列表記する形で、できる限り分かりやす

い案内表示に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひその点は改善して

いただきたいと思います。 

  ２つ目は、先ほど会計年度任用職員の方が資格

を取られていて、２名やられて割と長めになって

いらっしゃるということで、その点については有

資格者がいるということで安心したのですが、以

前は有資格者が１人もいない状況が続いたわけ

で、そういった意味では改善したかと思いますけ

れども、やはり行政職員の方も、会計年度任用職

員だけではなくて、担当は替わるわけですけれど

も、任期中に相談員の資格を取るというか、そう

いう研修をしっかり受けるということが私は必

要だと思うのですけれども、その点はいかがお考

えでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 消費生活相談員につきま

しては、壇上からも御説明させていただきました。

高い専門性が求められておりまして、有資格者が

当たるとなっております。加えまして、専門的な

知識のほかに技術や経験といったスキルが必要

ということから、継続的な任用が可能な会計年度

任用職員が望ましいという形で現在のところ配

置しております。そういったことから、人事異動

が伴う正職員よりも現在のような形のほうが望

ましいのではないかと考えておりますけれども、
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庁内全体の運用方針も踏まえながら、御指摘の点

については引き続き検討してまいりたいと考え

ております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） 会計年度任用職員が適

しているというお話なのですが、専門性を考える

ならば、やはりしっかりとした待遇が必要だと思

いますし、行政職員としての専門性が必要なわけ

ですから、そこは会計年度任用職員ではなくて正

職員でというのが筋だと思います。 

  よそのところでは、相談員の資格を取られたと

しても、やはり専門性が高くて難しくて自己研さ

んも必要でということで、あと、今ハードクレー

マーといいますか、そういった方もいらっしゃる

ということで、離職される方が多いとも聞いてい

ます。米沢の場合、そこまでまだいっていないの

でしょうけれども、そういったせっかく長年経験

を積んで働いてこられて、でも会計年度任用職員、

若干高いようですけれども、その待遇でいいのか

と思うのですが、その点はいかがですか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 現在の会計年度任用職員

としての任用については先ほどお答えしたとお

りでございますが、今後本市としての全体の任用

方針も踏まえながら引き続き研究してまいりた

いと考えておりますし、ハードクレーマー対応、

大変最近やはり増えてきている状況にございま

すので、そういった場合については職員もその場

に同席するなど、決して一人で抱え込まないよう

に、負担がかからないような対応も併せて取らせ

ていただいておりますので、職員と連携しながら

やっているということで当面は対応してまいり

たいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） ぜひそこは強く申し上

げておきたいと。待遇面の改善、やはりそれだけ

高度な知識が必要ですし、様々な知見も必要なわ

けですし、もっと言うと他の部署との連携も必要

なわけです。そういった中で、会計年度任用職員

でいいのですというのは少し違うのかなと思い

ますし、フルタイムの会計年度任用職員なのかと

いうのもありますけれども、やはりそこはちゃん

とした専門職として認めていく必要があると。ほ

かの職もそうなのですけれども、米沢市は割と専

門職を軽んじているような気がしてなりません

ので、そこは強く申し上げておきたいと思います。 

  時間もあれなので、今デジタル化の部分はどの

ようになっているのかと思っているのですが、国

の支援の中でもＤＸ化によるということも出さ

れていまして、本市の場合、そういった相談体制

はどのようになっているのでしょうか。 

○相田克平議長 佐藤市民環境部長。 

○佐藤明彦市民環境部長 ＤＸ対応については、残

念ながら少し遅れている状況でございまして、ア

ナログ的な対応で今やっているというのが現状

でございます。国でもＤＸのやり方を示した上で

進めるようにというところで通知も来ておりま

すので、そういったことを使えれば、業務の改善

のみならず、相談する市民の皆様にとっても非常

に選択の幅が広がるという意味で、両者にとって

非常にいい取組かと思っておりますので、先進事

例などを参考にしながら引き続き研究してまい

りたいと考えております。 

○相田克平議長 小久保広信議員。 

○７番（小久保広信議員） なかなか消費生活セン

ターに行くのはハードルが高かったり、役所の窓

口に行くこと自体ハードルが高いと思われる方

もいらっしゃるわけなので、そういった意味では、

簡単にと言ったら語弊があるかもしれませんけ

れども、ホームページでそこに行くといろいろな

相談ができるということも必要かと思いますの

で、ぜひその点は改善していただきたいと思いま

すし、そのための交付金もあるわけですから、ぜ

ひそこは積極的に行っていただきたいというこ

とを申し上げて、私からは終わります。 

○相田克平議長 以上で７番小久保広信議員の一般



- 217 - 

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ４時２３分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ４時３３分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後５時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することとした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後５時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、本市における指定管理者制度の運用状況

はどうなっているか。特に、人件費や賃金はどの

ように取り扱われているか、17番太田克典議員。 

  〔１７番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１７番（太田克典議員） こんにちは、皆さん。

市民平和クラブの太田克典です。 

  まずもって、夕方の何かとお忙しいところ、傍

聴においでくださいました皆様に、心から御礼申

し上げます。ありがとうございます。 

  初当選以来、31回目の一般質問になります。今

回は、本市における指定管理者制度について、特

に人件費や賃金の観点から伺います。 

  本市の指定管理者制度については、平成17年７

月に米沢市指定管理者制度導入方針を定め、平成

18年４月１日から指定管理者による公の施設の

管理運営を開始し、令和６年４月１日現在78施設

で指定管理者による管理運営を行っているとさ

れています。 

  指定管理者制度導入から一定期間が経過しまし

たが、今般、指定管理者を公募しても応募者がい

ないという施設が複数発生したことから、応募資

格の変更を行うということが報告されました。こ

のことはスムーズな制度運用が難しいというこ

とを示すものであり、なぜ応募者がいないのかを

考える必要があるのではないでしょうか。 

  そこで、改めて、指定管理者制度の現状と市の

考えを伺います。 

  まず、公募型、非公募型と言われる施設はそれ

ぞれ何施設あるでしょうか。あわせて、当初は公

募型であった施設が非公募型となった事例はあ

るでしょうか。また、複数の応募者の中から１者

を選定した事例はどれだけあるかお知らせくだ

さい。 

  次に、指定管理者制度を適用して運営管理する

ための費用、特に人件費はどのように算出してい

るか伺います。 

  指定管理者制度による協定の内容は、ほとんど

が施設の運営管理業務の委託であり、指定管理料

の中身は人件費が大半を占めるのではないかと

思われます。その際、協定額をどのように決定し

ているでしょうか。特に、人件費はどのように算

出しているか、お知らせください。 

  また、例えば、指定管理期間が５年間の場合、

その期間中、人件費は増加するでしょうか。それ

によって、指定管理料全体の額は増加するでしょ

うか、お知らせください。 

  次に、算出された人件費と実際に支払われる賃

金に差はあるのか伺います。施設で働く人に実際

に支払われる賃金は、協定額を算出する際の人件

費とどれだけ差があるでしょうか。そもそも賃金

を把握しているでしょうか、お知らせください。 

  以上、演壇からの質問といたします。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私から、本市における指定管

理者制度の運用状況はどうなっているかについ

てお答えいたします。 
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  初めに、指定管理者選定における公募と非公募

の数ですが、令和６年４月１日現在において、指

定管理の78施設のうち、公募により指定管理者を

選定した施設が49施設、非公募によるものが29施

設であります。また、令和７年度からは、八幡原

体育館、八幡原緑地テニスコート、八幡原緑地野

球場が加わり、花沢住宅及び改良住宅が外れ、指

定管理は79施設となり、公募施設が50施設、非公

募施設が29施設となる予定です。 

  公募により指定管理を行い、一時的に非公募と

した施設は２施設ございます。一つは市営北村公

園テニスコートですが、平成25年度から付近の市

営体育館及び武道場、相撲場との一体での管理を

行うため、平成23年度、平成24年度の２年間を非

公募としたものでございます。もう一つはアクテ

ィー米沢ですが、令和４年４月から９月までの半

年間を非公募とし、令和５年10月から子育て世代

活動支援センターとして施設管理を行っている

ものでございます。 

  さらに、公募を行い、複数団体より応募のあっ

た件数は、現在の指定管理の協定を公募により締

結していた施設に今年度指定管理の募集をした

施設を含む79施設のうち、八幡原体育館、八幡原

緑地テニスコート、八幡原緑地野球場の１契約、

３施設分のみでございます。 

  続きまして、人件費を含めた指定管理料ですが、

施設ごとに用途や運営方法などが異なるため、各

施設の担当部署において市が直営で管理した場

合の経費を基本として算出しています。人件費に

ついても、それぞれの施設における賃金体系に基

づいて算定しているものです。 

  指定管理の期間中の施設管理運営費の総額を提

示した上で、指定管理者の候補者選定を進め、当

該施設の管理運営に関する基礎的な内容につい

て基本協定を締結します。 

  指定管理料については、年度ごとに年度協定に

おいて定めるものでございます。人件費において

も、米沢市の会計年度任用職員や職員の給与の人

勧等による改定等を参考に各年度の額を定めて

いるものですので、現状増加していく傾向にある

ものでございます。 

  次に、算出された人件費と実際に支払われる賃

金についてですが、地方自治法第244条の２第７

項の規定により、指定管理者は、毎年度終了後、

管理する施設の業務に関し事業報告書を提出す

るものとしており、本市では添付資料として職員

数、給与等を記載した書類の提出を求めておりま

す。 

  金額については総額のみの報告としており、個

人ごとの金額までは求めておりません。このこと

から、個人への支給額は把握しておりません。ま

た、民間のノウハウを生かしてよりよい施設の運

営管理を行うことが指定管理者制度の目的であ

ることから、指定管理者はその目的の範囲内で指

定管理料ということで使用しているものでござ

います。このことから、指定管理料については総

額管理を基本としており、原則、項目別の支出の

管理は行っていないものでございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。公募型、非公募型、それぞれ

現在の施設数、それから今年４月以降の施設につ

いて御報告いただきました。 

  １点確認ですけれども、公募型と非公募型、こ

れを区別する根拠はどうなっているのでしょう

か。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 公募と非公募の区分根拠につ

いてでございますけれども、米沢市指定管理者制

度導入方針がございまして、公募での選定を原則

としてはいるところでございます。ただし、地域

コミュニティーの推進を図る施設、専門性の確保

が必要な施設、利用者の利益保護が必要な施設、

市の政策上の必要性から指定する施設、当面現行

の委託先を指定する施設、その他公募により選定
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することが適当でないと認める施設については、

非公募による選定が可能であると定めていると

ころでございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 原則公募というお話で、

規則に規定になっているのだというお話ですが、

一方、令和７年度から公募型79施設のうち50施設

ですか。そのうち複数応募があって１者のみ選定

したと。そういう事例がたった１件ということに

なっているようです。これは間違いないですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 間違いございません。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） そうすると、公募とは

いいながら１者しか応募していない。そういう状

況にある、そういうことでよろしいですかね。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 その１件以外にはそのような

形です。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） ほかのところはそれを

もって公募型と言えるのですか。いかがでしょう。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 募集の段階では、やはり広く

公募という形を取っておりますので、結果として

１者しか応募がなかったということではありま

すけれども、形としては公募型という方法を取っ

ているところでございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 実は昨年の12月13日、

総務文教常任委員会で、何件か指定管理者の指定

について議案として上程されておりました。その

中で私が気になったのは２つの施設、置賜総合文

化センターの指定管理の指定について、それから

もう一つは米沢市八幡原体育館等の指定管理者

の指定について、この２件、当初公募ということ

で条件を提示しましたけれども、応募者がいなか

ったのだと。それで条件等を変更したという話に

なっているわけです。 

  その件について、経緯についてということで私

は質疑を行っています。委員会質疑ですね。その

答弁としては、置賜総合文化センターの指定管理

者は、何でそういうことになったのか、大きな要

因、こちらが示しました指定管理料の委託料の金

額が応募された企業にとっては見合うものでは

なかったということが大きな要因となっていま

すと。それで、もう一度委託の中身、仕様書の中

身について見直しを行ったわけではないのです

けれども、再計算させていただいて２回目の公募

をしていると。最初の提示で金額が折り合わなか

ったということで、金額を見直したと、上げたと

いうことでしょう。そういうことですね。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 提示価格の再検証ということ

で、そのような形を取ってございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 一方の八幡原体育館も

同じ経緯でお聞きしております。応募いただけな

かった理由等を確認しますと、やはり金額での折

り合いといいますか、条件を満たすものではなか

ったというところが大きかったと、そのように課

長が答弁されています。内部で検討いたしまして、

額を再設定いたしましたと。当初のこちらが提示

した金額が低過ぎたと、安過ぎたということで、

金額を見直しして２回目の公募を行ったと、そう

いうことですね。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員がお述べのとおりでござ

います。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） １回目と２回目の金額

の差、どうしてこういうことが起きるのか、どう

いう基準によってそれを増やしたのかと、そうい

う話になろうかと思います。一方、指定管理者制

度の規則、これによって、例えば市で提示した価

格と業者、団体で提案された維持管理経費の価格、
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これを比較しまして、同額であれば０点という計

算にするのだと。それで、団体が提案した価格が

高ければ、その時点で失格ですと。そういう規則

になっているという御説明を委員会でも担当課

長から答弁いただいています。そのようなことで

間違いないですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 今議員がお述べのとおりで間

違いございません。その場合、この件につきまし

ては、プロポーザル公募要領に提示価格を上回っ

た時点で失格になるということを記載している

ことから、実際にそれを上回った応募というもの

は今のところないという形にはなります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） １回目公募して、応募

されてきた。それを例えば正規な手続を取って提

案してもらうと。そうすると、金額的に折り合い

ませんということで、経費は当然提案金額が高く

なるものだと思うのですね。ですけれども、そう

いうことが起きると途端に失格になってしまう

ということがあるものですから、そうならないよ

うにというか、金額どうなのですかということで、

１回目の提示した金額を再度計算して２回目に

提示している。そうすると、提示した金額と同額

で管理運営しますということで、同額なので０点

ということで委員会に参考資料を頂いています

ね。そういう経緯だと思うのです。 

  そうすると、先ほど申し上げましたが、１回目

と２回目の価格の基準、何をもってそう変えてき

ているのかと、そういうことになりませんか。そ

の辺、人件費について、例えば賃金体系に基づい

て人件費は算定しているのですと。ここで答弁さ

れた賃金体系、それはどのことを言っているので

すか。何のことを指しているのですか。歩掛かり

というものは業務委託ですので、恐らくないのだ

と思います。工事請負とは違いますので、いろい

ろな業務があって、その業務に適合した歩掛かり

というものは恐らくないと思います。そうすると、

答弁にありました賃金体系に基づいて人件費の

部分の金額を出したのだと。それはどのように算

定されているということになるのでしょう。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 指定管理者制度の場合、先ほ

ど議員からもありましたけれども、平成18年度か

らその制度を取っているわけですけれども、それ

以前にも委託という形で、様々それぞれの担当課

において業務を委託していたという流れをその

まま引き継いで、平成18年度以降、指定管理者制

度に移行した流れがございます。そういった流れ

の都合上、どうしてもそれまでやってきた流れを

生かした形になっているということで、全てが統

一されたものではないのですけれども、大きなく

くりとしましては、市の会計年度任用職員報酬単

価を人件費の積算根拠にしている場合、また、市

の給料表に準じた指定管理者独自の給料表を積

算根拠としている場合、市の給料表に準じない指

定管理者独自の給料表を積算根拠としている場

合ということで、それぞれ指定管理者の運営状況

によって様々な形があると認識してございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 今いろいろ基準となる

ようなものを答弁いただきましたけれども、結果

としては、それでも幾ら個人に賃金が支払われて

いるのか分からないと、報告には総額しかありま

せんというお話でした。実際にこちらで算定して

提案する金額、それは先ほど答弁があったいろい

ろなものを基準にして算出しているのかもしれ

ませんけれども、実際は支払われている金額とい

うものは、賃金というものは押さえていない。で

すので、そこは分かりませんと。どれくらい差が

あるのかも、お知らせくださいといっても分かり

ませんと、そのような答弁だったろうと思います。 

  一方、指定管理者制度を運営されている施設で

すけれども、コミュニティセンターがありますよ

ね。こちらについては、いろいろお聞きしますと、

そちらで働いている方々の賃金、これは人事委員
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会勧告に基づいて、それを参考にして算出してい

るということですので、最近、人事委員会勧告で

マイナス勧告というのはなかなかありませんの

で、プラス勧告ということになっているわけです

けれども、それに基づいてコミセンで働かれてい

る方々の賃金、これは人勧に基づいてプラス改定

であれば上がっていくものだと、そのように捉え

ているわけですけれども、それで間違いないです

か。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 コミュニティセンターの

指定管理料の中の人件費につきましては、施設の

用途、特性、これまでの経過等によって個別に定

めておりますけれども、本俸等につきましては、

人勧に準じてベースアップを図っているような

状況であります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 人勧に基づいてという

と、基準にしてということだろうと思いますけれ

ども、米沢市では山形県の人事委員会勧告をベー

スにしていますので、いろいろ給料表、行政一表

とかあるわけですけれども、研究職俸給表ですか。

そういったものを基にして金額を算定している

と。それを基準にして、プラス勧告であれば上げ

ているということなのだろうと思います。ただ一

方で、なかなか賃金以外の部分、例えば手当の部

分、期末手当はあるのですけれども、勤勉手当は

ないと。勤勉手当については今年度からですか、

会計年度任用職員に支給できるということで支

給されるようになったということがあろうかと

思います。 

  それから、あと退職金ですね。長年働いておら

れる方、この方々について退職金はないのだとい

うことで、まだまだ市の会計年度任用職員と比較

しても、手当ての部分、退職手当についてはそう

でないと思いますけれども、そういったところで

まだまだ差はあると、そのような認識を持ってい

ますけれども、それは間違いないですかね。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員がお述べのとおり、

コミュニティセンターに勤務する職員につきま

しては、勤勉手当、また退職手当については支給

されていないところであります。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） これはぜひ検討してい

ただきたいと思うところであります。 

  それで、賃金の上昇について、コミセンで働か

れている職員の方々、同じ指定管理者制度で維持

管理されているコミセンの場合と、それ以外の指

定管理者制度を導入されている施設、そういった

施設で働かれている方々、この賃金については、

片や人勧を基にして幾ら上がるのだということ

を押さえているのだろうと思います。片や個別の

賃金の額は分からないと、把握していませんとい

うお話でした。聞き取りのときに総務省のこうい

う通知があるのではないかということで御紹介

していますが、令和５年11月、物価高騰、人件費

に関して総務省から通知が出ていると思います。

中身を教えてください。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 議員がお述べの通知につきま

しては総務省から出ている通知と思いますけれ

ども、そちらの内容としては、指定管理者の指定

における応募団体の少なさや適正な指定管理料

の設定、コスト等の上昇への対応、指定管理者に

対する労働基準法令厳守について対応するよう

に促していると認識してございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 令和５年11月の総務省

通知、「資材価格の高騰、賃金上昇等に係る民間

委託等の運用の留意点について」ということで通

知が出ているようです。地方公共団体等による物

品調達やサービスについて、資材価格の高騰、賃

金上昇等の転嫁を進めることとあります。適切に

対応するように、通知ですので助言だということ

になっています。賃金上昇等の転嫁を進めてくだ
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さいと、そういう通知の中身だろうと思います。 

  コミセンは人勧が毎年出ますので、それに基づ

いてプラス改定がここ数年続いているというこ

とで、プラス改定に基づいて賃金は上がっている

だろうと、そのように対応しているのだろうと思

うわけですけれども、それ以外の施設等で働いて

いる方々、これは毎年賃金というものは上がって

いるのですかね。先ほど個別には把握していない

というお話でしたが、どうですか。 

○相田克平議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 対応としまして毎年度、先ほ

ど申し上げましたとおり年度協定を交わすわけ

ですけれども、こちら側の対応としましても、令

和６年３月１日付になりますが、会計年度任用職

員報酬単価の改定に伴う令和６年度指定管理料

への人件費増額の対応についてということで、指

定管理施設を所管する部署に通知を出している

ところでございます。その通知に基づいて、人件

費の適切な増額が図られるようにしているとこ

ろではございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 通知は出しているので

すけれども、実際に払われている賃金は確認して

いないので分からないということなのではない

ですかね。現実的にはそうですよね。先ほど申し

上げましたが、昨年12月13日で指定管理者制度の

適用で議案が上程になったわけで、そのうちの２

件を先ほど申し上げさせていただきましたが、公

募しても１回目の公募で応募者がいないという

ことで、応募者がいないということがもしほかの

施設でも起きれば、例えば聞き取りなどでもお話

をお聞きしましたが、公募とはいいながら１者し

かいないという施設が米沢市の場合はたくさん

あるわけですね。 

  そういったところで指定管理者制度の更新とい

うときに、いやもうこの金額ではとても次の期間、

指定管理は請け負えませんと、協定は結べません

ということになったらどうするのでしょうねと。

もしそういうことが起きると、持続可能な行政サ

ービス、公共施設の管理運営というものができな

くなる。なので、市民サービスが停滞してしまう

ということが起きるわけですよね。仮の話ですけ

れども。ですので、そこはやはりしっかりと賃金

について把握して、賃金に対してしっかりした基

準を設けて、底上げを図る必要があるのではない

かと思うわけです。 

  これが公契約ということで、当然契約だけでな

くて指定管理者制度の協定という部分も、全国の

公契約条例の中にはそれも対象にしているとこ

ろがあるわけです。ですので、持続可能な行政サ

ービスを今後ともやっていくのだと、応募者がい

ないという状況は避けなければならない。そうい

うことを考えると、繰り返しになりますけれども、

賃金の最低下限額を引き上げる、しっかり基準を

つくる。そのような公契約条例というのは必要な

のではないかと思うわけです。この点に関して、

市長、公契約条例ということに関してどのような

考えをお持ちなのか、お聞かせいただけますか。 

○相田克平議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  米沢市においては、議員が御指摘のとおり、平

成18年度から導入した指定管理者による公共施

設の管理運営、これは非常に大事なことでありま

して、そこで働く職員の方々の労働環境などの重

要性というのは十分認識しているところであり

ます。したがって、改善が必要な部分については、

適切に改善を図るよう促していかなければいけ

ないという問題意識は十分持っております。 

  ただ、公契約条例でありますけれども、山形県

内で公契約条例を制定しているのは、御案内のと

おり、自治体でいいますと山形県のみということ

であります。基礎自治体では制定していないとい

うことでありまして、かつ山形県でも賃金条項に

ついてはないと認識しておりますので、労働環境

の改善だからといって公契約条例をすぐ制定し

なければならないという必要性は、私は現状では
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特段高いものではないと認識しているところで

ございます。 

○相田克平議長 太田克典議員。 

○１７番（太田克典議員） 私が申し上げているの

は、労働契約上の環境改善ということではなくて、

指定管理者制度で運用している施設の維持管理、

持続性、そういったものを心配しているわけです。

公募といいながら１者しか応募がない、しかも最

初の応募で応じられないということで、額を改定

して増額ということでやらざるを得ない。そうで

ないと、施設を維持管理していく業者、団体が見

つけられない、指定できない、協定を結べない、

そういったことが広がっていってしまう。そのこ

とを心配しているのであって、ぜひそういう視点

を持って公契約条例を検討していっていただき

たいと思います。そのことを強く申し上げさせて

いただきまして、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で17番太田克典議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ５時０３分 散  会 
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